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令和５年１２月第１３８回内子町議会定例会会議録（第１日） 

○招集年月日   令和５年１２月４日（月） 

○開会年月日   令和５年１２月４日（月） 

○招 集 場 所   内子町議会議事堂 

 

○出 席 議 員（１３名） 

１番  城 戸   司 君         ２番  塩 川 まゆみ 君 

３番  関 根 律 之 君         ４番  向 井 一 富 君 

５番  久 保 美 博 君         ６番  森 永 和 夫 君 

７番   地 幸 雄 君         ８番  泉   浩 壽 君 

９番  大 木   雄 君        １０番  山 本   徹 君 

１２番  下 野 安 彦 君        １３番  林     博 君 

１４番  山 崎 正 史 君         

 

○欠 席 議 員（１名） 

１５番  寺 岡   保 君  

 

○地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席を求めた者の職氏名     

町 長  小野植 正 久 君    副 町 長  山 岡   敦 君 

総 務 課 長  黒 澤 賢 治 君    住 民 課 長   上 山 淳 一 君 

税 務 課 長   大 竹 浩 一 君    保健福祉課長  久保宮 賢 次 君 

こども支援課長  山 本 勝 利 君    内子町保健センター所長  上 石 由起恵 君 

建設デザイン課長  谷 岡 祐 二 君    会 計 課 長   田 中   哲 君 

町並・地域振興課長  畑 野 亮 一 君    小田支所長   中 嶋 優 治 君 

農林振興課長  大久保 裕 記 君    環境政策室長  髙 嶋 由久子 君 

政策調整班長  二 宮 大 昌 君    危機管理班長  宮 田 哲 郎 君 

上下水道対策班長  稲 田 彰 二 君    商工観光班長  大 田 陽 市 君 

教 育 長  林   純 司 君    学校教育課長  亀 岡 秀 俊 君 

自治・学習課長  福 見 光 生 君 

代表監査委員  赤 穂 英 一 君    農業委員会会長  北 岡   清 君 

 

○出席した事務局職員の職氏名 

事 務 局 長  前 野 良 二 君    書 記  本 田 紳太郎 君 

 

○議事日程（第１６号） 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 
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     番           ・     番              

日程第 ２ 会期決定の件及び議事日程通告 

    自 令和５年１２月４日 

 会期                  １１日間 

    至 令和５年１２月１４日 

日程第 ３ 議長諸般の報告 

日程第 ４ 招集あいさつ及び行政報告 

日程第 ５ 令和５年度財務監査の結果に関する報告 

日程第 ６ 議案第７９号 内子町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第 ７ 議案第８０号 内子町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例について 

日程第 ８ 議案第８１号 内子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一

部を改正する条例について 

日程第 ９ 議案第８２号 内子町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改

正する条例について 

日程第１０ 議案第８３号 内子町営五十崎プール条例を廃止する条例について 

日程第１１ 議案第８４号 愛媛県市町総合事務組合規約の変更について 

日程第１２ 議案第８５号 愛媛県市町総合事務組合の共同処理事務構成団体からの脱退に伴う

財産処分について 

日程第１３ 議案第８６号 令和５年度内子町一般会計補正予算（第９号）について 

日程第１４ 議案第８７号 令和５年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）に

ついて 

日程第１５ 議案第８８号 令和５年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第４号）につい

て 

日程第１６ 議案第８９号 令和５年度内子町介護保険サービス事業特別会計補正予算（第１号）

について 

日程第１７ 議案第９０号 令和５年度内子高等学校小田分校寄宿舎特別会計補正予算（第１号）

について 

日程第１８ 議案第９１号 令和５年度内子町下水道事業会計補正予算（第１号）について 

日程第１９ 議案第９２号 内子町教育委員会委員の任命について 

 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第１９まで 

 

午前１０時００分 開会 



                       令和５年１２月第１３８回内子町議会定例会 

3 

 

 

○議会事務局長（前野良二君） ご起立願います。礼。ご着席ください。 

○議長（久保美博君） ただ今、出席議員１３名であります。欠席届が寺岡保議員から提出

されております。 

 ただ今から、令和５年１２月第１３８回内子町議会定例会を開会いたします。本定例会に

は、地方自治法第１２１条第１項の規定により、町長、教育長、代表監査委員及び農業委員

会会長の出席を求めております。また、説明員として出席通知のありましたものは、副町長

及び総務課長及び各課長、班長等の１９名であります。 

 これより、本日の会議を開きます。 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

○議長（久保美博君） 「日程第１ 会議録署名議員の指名」を行います。会議録署名議員

は、会議規則第１１９条の規定により、議長において１番、城戸司議員、２番、塩川まゆみ

議員を指名します。 

 

日程第 ２ 会期決定の件及び議事日程通告 

○議長（久保美博君） 「日程第２ 会期決定の件及び議事日程通告」のうち、会期決定の

件を議題とします。本定例会の会期は去る１１月２７日に開催の議会運営委員会において

協議され、本日から１４日までの１１日間としております。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（久保美博君） ご異議なしと認めます。従って、会期は本日から１２月１４日まで

の１１日間に決定いたしました。 

 なお、本日の議事日程はお手元に配布しております「議事日程（第１６号）」のとおりで

あります。 

 

日程第 ３ 議長諸般の報告 

○議長（久保美博君） 「日程第３ 議長諸般の報告」をします。議長としての報告事項は、

お手元に配布している通りであります。ご覧いただいたことと思いますから、ご了承くださ

い。これをもって諸般の報告を終わります。 

 

日程第 ４ 招集あいさつ及び行政報告 

○議長（久保美博君） 「日程第４ 招集あいさつ及び行政報告」を町長より受けることに

します。 

○町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（久保美博君） 小野植町長。 

〔小野植正久町長登壇〕 
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○町長（小野植正久君） 本日ここに、第１３８回令和５年１２月内子町議会定例会を招集

いたしましたところ、議員各位には、公私共に大変ご多忙中にもかかわらずご出席をいただ

き誠にありがとうございます。本定例会に町長として提出いたします案件は、条例の一部改

正４件、条例の廃止１件、規約の変更１件、財産の処分１件、補正予算６件、人事案件１件

の合計１４件でございます。それぞれの案件につきましては、その都度ご説明申し上げます

ので、よろしくご審議の上ご決定賜りますようお願いを申し上げます。 

さて、政府は１１月２日に「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を閣議決定しました。

この経済対策は、日本経済を熱量溢れる新しい経済ステージへと移行させるためのスター

トダッシュを図るためのものとして位置付けられ、経済再生に向け「物価高から国民生活を

守る」、「地方・中堅・中小企業を含めた持続的賃上げ、所得向上と地方の成長を実現する」、

「成長力の強化・高度化に資する国内投資を促進する」、「人口減少を乗り越え、変化を力に

する社会変革を起動・推進する」、「国土強靱化、防災・減災など国民の安全・安心を確保す

る」の５本の柱で構成されています。政府は１１月２０日、この経済対策を裏付けるための

補正予算案１３兆１，９９２億円を臨時国会に提出し、１１月２９日に成立したところでご

ざいます。特に、第１の柱「物価高から国民生活を守る」につきましては、賃金上昇が物価

高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置とし

て、 国民の可処分所得を直接的に下支えする所得税・個人住民税の減税を行うこと、また、

「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」の創設により、物価高に最も切実に苦しんで

いる低所得者の方々の生活を守るために支援を届けるとしており、予算措置だけではなく、

税制改革を含めた経済対策となっております。この「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交

付金」は、所得税と住民税が非課税の低所得世帯に対する７万円の給付金を支給するための

「低所得世帯支援枠」と、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事

業者に対し、地方公共団体が地域の実情に合わせて必要な支援をきめ細やかに実施するた

めの「推奨事業メニュー」 があり、「低所得世帯支援枠」に１兆５９２億円が、「推奨事業

メニュー」に５，０００億円が計上されています。経済対策に盛り込まれた施策を一刻も早

く町民の皆様にお届けすることができるよう、町としても準備を進めなければならないと

考えています。 

それでは、早速当面いたしております事務事業等についてご報告申し上げます。ご報告い

たします内容は、１つ目として「第３期内子町総合計画」の策定状況について、２つ目とし

て「第４６回全国町並みゼミ小樽大会」について、３つ目が「ねんりんピック愛顔のえひめ

２０２３軟式野球交流大会」について、４つ目がローテンブルク市訪問団の受け入れについ

て、５つ目が南海放送株式会社との地域情報発信に関する協定締結について、６つ目が日本

郵便株式会社との包括的連携に関する協定締結についてでございます。  

初めに、平成２７年３月に策定しました「第２期内子町総合計画」が令和６年度末で満了

となるため、現在、第３期内子町総合計画の策定に向けて取り組んでおりますので、その経

過についてご報告いたします。総合計画につきましては、役場職員が９つの分野に分かれて
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ワーキングチームを構成し、ＳＷＯＴ分析やキーパーソンヒアリング、先進地視察等を行い

ながら基本計画を策定します。そのワーキングチームの全体会を９月６日に開催し、計画策

定に向けたスケジュール等を確認するとともに、公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジ

ャパンより納堂由美子氏をお招きしてＳＤＧｓの学習会を行い、ＳＤＧｓの基本原則や計

画策定に向けてＳＤＧｓを取り入れるポイントなどを教わりました。また、１０月４日には

町内中学校の代表生徒２０名による「内子町まちづくり中学生会議」を開催し、人口減少問

題等について考えるワークショップを行いました。会議では、中学生が個人で考える「思考」

とグループの中での「話し合い」を繰り返しながら、それぞれの意見をブラッシュアップし、

最後に班ごとの提案を発表していただきました。参加した中学生からは、「歴史ある建物、

伝統的なお祭り、豊かな自然を残す」、「子どもを預けられる場所があると働きながら子育て

がしやすくなる」、「内子らしさをＳＮＳで発信する」など、終始、活発な意見が飛び交う有

意義な会議となりました。加えて、１０月６日には分野別ワーキングチームの職員を対象と

した２回目のＳＤＧｓ学習会を開催しました。愛媛大学ＳＤＧｓ推進室の小林修副室長を

お迎えし、ＳＤＧｓをヒントに逆転の発想で町の課題を可能性に転換することができない

かなど、グループワークを通じて学ぶことができました。少しずつではありますが、ワーキ

ングチーム職員のＳＤＧｓに対する理解が深まってきていると考えているところです。さ

らに、１１月３０日には基本構想策定に向け、農林商工業のキーパーソンや子育て世帯の

方々によるワークショップを行い、現状における課題やその解決方法について関係する皆

さまが考えられている意見をお聞きすることができました。他にも町民アンケートや中学

生全員アンケートを行うなど、広く町民の声をお聞きしながら、今後、第３期総合計画を策

定していく予定としています。 

次に、「第４６回全国町並みゼミ小樽大会」についてご報告いたします。１０月１３日か

ら１５日にかけて、北海道小樽市において「第４６回全国町並みゼミ小樽大会」が開催され、

私も市長サミットのパネリストとしてお招きいただきました。全国町並みゼミは、全国町並

み保存連盟の主催で毎年開催されており、小樽市では３度目の開催となります。国内のみな

らず、台湾からも多くの方が参加されており、約３５０名の参加者が町並み保存について学

び、交流いたしました。最終日には、函館市長、小樽市長とともに「市長サミット・町並み

保存とまちづくり」に登壇させていただき、内子町の紹介や町並み保存の歩みについて紹介

をさせていただきました。３日間ではありましたが、小樽市の皆様をはじめ各地から集った

参加者の方々の町並み保存への熱い想いを強く感じた大会となりました。今後も各地の頑

張りに刺激を受けながら、町民の皆様とともに町並み保存に取り組んでいきたいと考えて

います。  

次に、１０月２９日から３１日までの３日間、内子運動公園野球場において、「ねんりん

ピック愛顔のえひめ２０２３軟式野球交流大会」を実施しましたのでご報告いたします。大

会期間中は晴天に恵まれ、選手、運営スタッフ、ボランティアなど延べ１，０１６名の参加

がありました。大会は、静岡県や佐賀県など県外５チーム、県内１チームによるトーナメン
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ト、交流戦を含め全７試合が行われ、徳島県のチームが優勝、静岡県のチームが準優勝とい

う結果となりました。思い出に残る試合にしていただくため、小中学校や高校でソフトボー

ルや野球をしている児童・生徒に応援グッズを配布しチーム応援を実施したところ、参加 

した選手団の皆様から多くの喜びの声をお聞きすることができました。また、試合後に６０

歳以上の選手団と応援した児童生徒が声を交わしている光景を拝見し、世代を超えた交流

があったことも大きな成果ではないかと感じています。他にも、もち麦うどん、サンドイッ

チ、じゃばらドリンクなどでおもてなしを行い、観光ミニツアーの実施や体験ブース、健康

づくり教室を開くなど、内子らしい歓迎ムード溢れる大会とすることができました。大会の

運営に携わっていただきました愛媛県軟式野球連盟の皆様をはじめ、全ての関係者の皆様

へ感謝を申し上げたいと思います。 

次に、ローテンブルク市訪問団の受け入れついてご報告いたします。１１月１日から４日

にかけて、初めて内子町を訪れるマルクス・ナザー市長を団長に「ローテンブルク市訪問団」

３名が内子町を訪問されました。初日の「歓迎交流会」では、 議員の皆様をはじめ、町民

約６０名が内子町共生館に集い、これまでの同市との交流の歴史を振り返りながら友好を

深めることができました。その他、八日市・護国地区の町並み散策や天神産紙においての紙

漉き体験、紅葉が見頃の小田深山散策など、内子町を肌で感じていただくことができました。

ナザー市長からは、「内子町民の皆様の盛大なおもてなしに感謝したい」、「内子町は魅力い

っぱい、美しい」、「ぜひ、ローテンブルク市にお越しください」とのありがたいお言葉をい

ただき、笑顔で内子町を後にされました。令和８年度には、「姉妹都市盟約締結１５周年」、

「友好都市盟約締結２５周年」の節目の年が訪れます。記念行事なども順次計画したいと考

えておりますが、まずは町民の皆様のご理解をいただきながら、青少年海外派遣事業などを

再開し、更なる交流の深化に努めてまいりたいと考えております。 

次に、南海放送株式会社との地域情報発信に関する協定締結についてご報告いたします。 

この協定は、お互いが保有する情報資源等を有効に活用しながら、連携・協力することで町

の発展と活性化に資するとともに、南海放送ラジオ、エフナンの聴取拡大を図ることを目的

に締結いたしました。この協定締結により、ラジオを通して町の観光情報やイベント情報等

を今まで以上に広く県民に向けて周知することが可能になりました。さっそく１０月２７

日には「エフナンまるごと内子ＤＡＹ」として、ラジオ番組の中で、道の駅、特産品、イベ

ントや小田深山の紅葉情報等を取り上げていただき、町の魅力を広く発信することができ

ました。 また、「エフナン内子町応援サポーター」に株式会社楽農研究所代表取締役の菊地

義一様が委嘱されましたので、菊様がプレゼンターを務められているラジオ番組内におい

ても、今後、町の魅力を発信していただけるものと期待をしているところであります。 

最後に、日本郵便株式会社との包括的連携に関する協定締結についてご報告いたします。 

内子町と町内郵便局とは、これまでも協力関係を築いてきており、平成１１年以降、防災、

地域の子どもの安全確保などの分野において個別の協定を締結させていただいているとこ

ろですが、これまで進めてきた連携協力の関係を発展させ、新たな分野における連携を推進
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するため、包括連携に関する協定を締結しました。この協定締結により、地域経済活性化や

未来を担う子どもの育成に関すること、また観光等情報発信のＰＲに関することなどの分

野が加わりましたので、さらなる町民の安心・安全な暮らしに向けた環境の整備や地域活力

の向上に繋げていくことができるものと考えております。今回の協定を契機に、それぞれが

有する人的・物的資源を有効に活用して幅広い分野において連携を図り、町民サービスの向

上や地域課題の解決など、双方がよい関係を保ちながら連携・協力していきたいと考えてい

るところです。 

以上、６件の事柄についてご報告申し上げました。今後も、活力ある内子町を創造するた

め町民の皆様と共に協働して参りますので、各種事業の取り組みについて、引き続き議員各

位のご指導とご協力をお願い申し上げ、招集の挨拶といたします。 

○議長（久保美博君） 以上で「招集あいさつ及び行政報告」を終わります。 

 これから、議事日程にしたがって提出議案の審議に入ります。 

 

 

日程第 ５ 令和５年度財務監査の結果に関する報告 

○議長（久保美博君） 「日程第５ 令和５年度財務監査の結果に関する報告」を受けるこ

とにします。赤穂英一代表監査委員ご登壇願います。 

○代表監査委員（赤穂英一君） 議長。 

○議長（久保美博君） 赤穂代表監査委員。 

〔赤穂英一代表監査委員登壇〕 

○代表監査委員（赤穂英一君） ご報告申し上げます。議案番号３番の「令和５年度財務監

査結果報告」の２ページの４．監査結果をご覧ください。 

「地方自治法第１９９条第４項」に基づく令和５年度の財務監査は、代表監査委員の私、

赤穂と菊地監査委員及び監査委員事務局により、前期における各部署での事業等について

「内子町監査基準」に基づき提出された調書等を中心に、関係職員からの聴取と令和４年度

決算審査及び例月現金出納検査における指導事項等への対応状況の確認も含めて抽出によ

り実施しました。その結果、一般会計・特別会計及び公営企業会計の各種事業等は現時点で

は特に大きな問題もなく進捗しており、執行内容もおおむね適正に処理されているものと

認められました。全体的には評価できることも数多く見受けられましたが、今後、検討ある

いは留意願いたい事項も見受けられましたので、次のとおり１０の項目についてご報告申

し上げます 

まず、(１) 令和４年度決算審査及び例月現金出納検査における指導事項等への対応状況

について主なものを４点申し上げます。 

まず事務処理についてですが、これまでに指摘等した不適切事例等については、本来の事

務処理手順の遵守と管理者の事務管理を一層徹底することとして再発防止策に取り組んで

おり、問題なく事務遂行されています。３ページ、不適切な事務処理が発生するとその処理
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に多大な事務量が必要となり、結果として事務量増加や行政への信頼を損なうことに繋が

ります。一層適正な事務処理の確保を図るため、これまでの各種監査・検査・審査において

指導してきた内部統制について令和５年度から導入されており評価できます。スタートし

たばかりであり、評価リスクは今後も必要な修正を加え、より効果的なものとなるよう取り

組んでいただきたいと思います。 

次に時間外勤務手当等についてですが、今回の財務監査においては、一部の部署の一部の

職員に見受けられていた時間外勤務の慢性化及び複数の部署の一部の職員に見受けられて

いた有給休暇がほとんど取得できない事象は改善傾向となっています。これは、改善に向け

て担当者相互の事務支援、事務分担の見直し、必要な職員の配置など各種取り組みを行って

きた成果であり一定の評価はできます。ただし、有給休暇については一部の部署で職員間の

取得日数に大きな差がまだ見受けられるため、有給休暇取得計画表の活用を徹底するほか、

休みにくい要因を解明し、その解消に一層努めていただきたいと思います。 

また、体調を崩し、病気休暇取得や病気休職となっている職員も確認されました。専門家

と連携して職場復帰に向けて取り組むとともに、原因解明を行い、同様の事象の未然防止に

努めていただきたいと思います。本年８月から各種疾病等に対する相談対応等ができるよ

う新たに保健師を採用し効果的に機能しており、この点は評価できます。職員は組織の財産

であり、健康管理は各人の自己管理が重要であることは言うまでもありませんが、管理者の

重要な責務の一つでもあります。引き続き、内子町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施

行規則などの遵守に努めていただきたいと思います。加えて、時間外勤務については令和３

年８月１日から新たに他律的業務の指定に関する取扱いを開始していますが、運用範囲が

甘くなることのないよう厳正・的確に対応願います。 

次に公用車の管理についてですが、今回の財務監査においても職員等の不注意による公

用車の損傷案件は確認されました。いずれの事案も注意しておれば防ぐことができたもの

で、公用車の前方・後方の注視不足が原因でした。新たな取り組みとして、理事者自ら当事

者やその上司に直接注意喚起を行い、職員全体への意識改革を促し、現状、不注意による事

故件数は大幅に減少しています。この点は評価できますが、引き続き結果に繋がる注意喚起

や再発防止策に取り組んでいただきたいと思います。 

次に電算・システム関連の委託費用についてですが、電算・システム関連の委託費用につ

いては、当初の入札によるシステム導入時以降、ほとんどの場合、落札業者との随意契約と

なっています。重要なのは、常にサービスの対価であることを念頭に置き、必要性と契約金

額の妥当性を検討することであり、決裁文書にしっかりと記録願います。令和３年９月１日

に施行された地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づき、令和７年度中ま

でに２０業務に関わる基幹系情報システムを国が示す標準準拠システムに移行する必要が

あり、各業務担当の負担など現場への影響を考慮しながら、現在、価格を抑える交渉を行っ

ておられます。 

大きい２項目の工事請負・業務委託の入札契約・随意契約についてですが、前期において
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も多くの業務が外注で執行されており、これは民間の活性化や事務の効率化に繋がり評価

できることです。大切なことは、この財源が税金であることに鑑み「最少の経費で最大の効

果をあげる」という地方自治法の精神と趣旨がいかに生かされているかです。今回の財務監

査においても、全体的には競争性・透明性・経済性を踏まえた競争入札、見積り合わせが行

われており適正に予算執行がされていました。近年、県内の他の自治体において、入札に関

連した不正事件が多発しています。決して対岸の火事と捉えず、法令や事務処理手順等を遵

守するとともに、管理者による一層厳正な事務管理を徹底願います。今回の財務監査におい

てはプロポーザル形式の企画競争入札が確認されましたが、法令等に基づき審査は適正に

なされていました。また、低入札事案も確認されましたが、同様に必要な調査会を開催し、

適正に執行されていました。加えて、指名競争入札事案も多く確認され適正に指名決定され

ていましたが、引き続き指名決定条件等をしっかりと決裁文書に記録願います。多様化して

いる入札・契約制度それぞれのメリット・デメリットを念頭に、事業に見合った最良の方法

を検討され適正な契約執行に努めていただきたいと思います。 

５ページの随意契約については記載のとおりです。 

３項目の新型コロナウイルス感染症対策等についてですが、新型コロナウイルス感染症

対策、価格高騰支援、非課税世帯支援等に関連する広報・周知、感染防止対策、経済対策、

各種手続きのサポート、補助、助成、減免、納税猶予等、多岐にわたり各種事務が集中する

中において、おおむね適正・迅速な対応がされていました。ただし、子育て世帯への生活支

援特別給付金は新たに対象となる世帯について、財務監査日現在、内子町ホームページでの

周知に留まっていますが、ホームページを閲覧しない対象世帯が申請漏れとならないよう

対策を検討願います。今後も引き続き事業の効果検証を行うとともに、必要な情報収集を行

い、実態把握に努め、効果に繋がる的確な対応を願います。先程の町長あいさつにもありま

したが、１１月２９日成立の国の補正予算に伴う事務の準備等、しっかりと対応をよろしく

お願いいたします。 

４項目の施設・設備の管理についてですが、内容については記載のとおりですので説明を

省略します。 

６ページの９行目からになります。昭和２１年１２月２１日に発生した南海地震からす

でに約７７年が、大正１２年９月１日に発生した関東大震災からすでに１００年が経過し

ており、南海トラフ巨大地震等の発生が予想されています。予算の関係もあることから、一

気に改修・建替えは困難であるため、引き続き総合管理計画に基づき計画的に取り組んでい

ただきたいと思います。加えて、利用状況が低調な施設については、関係部署一丸となり施

設の有効活用に向けて一層努力願います。引き続き、施設・設備の利用維持・向上、身体障

がい者、高齢者、児童等への配慮などに鋭意取り組んでいただきたいと思います。 

５項目の滞納についてですが、最初の６行については記載のとおりです。７行目ですが、

厳しい経済・地域情勢を考えると徴収事務は、ますます苦労を伴う業務となりますが、自主

財源の確保、公平な負担、行政の信頼に繋がるものです。引き続き、職員の不作為による安



令和５年１２月第１３８回内子町議会定例会 

10 

 

易な不納欠損処理とならないよう、法令に基づき厳正に対処を願います。加えて、滞納者本

人はもとより、必要に応じ連帯保証人へも接触するなど厳正に対応願います。また、幅広く

徴収の知識と手法を熟知している税務課主導の内子町債権管理対策会議による関係部署と

の緊密な連携・情報の共有・対応策の協議は効果的です。７ページ、現状の年２回程度の協

議では効果が薄いため、協議頻度を上げ実効性の向上に努めていただきたいと思います。引

き続き、ウィズコロナの対策として納税者利便の向上と行政の効率化のため、振替納税の更

なる向上策に取り組んでいただきたいと思います。 

６項目の情報化・ＩＣＴ化についてですが、３行については記載のとおりです。４行目、

本年度も情報セキュリティの体験型訓練として疑似的な標的型メールを無予告で全職員に

送付してその対応を確認し注意喚起を徹底したり、研修内容に近年の情報セキュリティ脅

威などへの対策を織り込んだり、担当部署による実地監査は有効であり、現状・実態把握に

極めて効果的な無予告監査を実施するなど、工夫を加えた効果的な取り組みがされること

となっており高く評価できます。加えて、用務等の関係で研修に参加できなかった職員へは

研修資料を確実に配付するとともに、自己研修時間も確保するよう徹底されています。なお、

保存期間を満了して不要となった情報資産の廃棄については法令に基づき、紙の廃棄のみ

ならず、データの廃棄も確実に行っていただきたいと思います。引き続き、厳正な実施に取

り組み、決して自主監査や点検が形骸化しないよう取り組んでいただきたいと思います。     

７項目の助成行政についてですが、最初の４行については記載のとおりです。５行目、複

数の部署において各種助成を行っており、それぞれ条例、要綱、規則に基づき、公正円滑に

運用されています。引き続き、制度の目的に照らし、検証して必要な場合は見直しを行うな

ど公正円滑な運用に努めていただきたいと思います。 

８項目の補助及び交付金の支出についてですが、各種団体の活動を支援奨励することは、

地域の活力や人材育成、町行政の円滑な推進のためにも重要なことです。今回の監査におい

ては、実態や活動実績を的確に反映して補助金の見直しに取り組んでいる事例も多く見受

けられました。これは評価できるものです。ついては、各団体等の補助額の審査や査定が前

年踏襲で形式的となり、団体の実態、思い、悩みなど、大切なことが見落とされていないか

留意しながら、今後も各種団体の指導と育成に努めていただきたいと思います。 

９項目の基金についてですが、内子町では現在２９の基金が設けられています。今回の財

務監査では、２９すべての基金について各担当部署から根拠法令・条例・設置目的・活用の

検討機関・活用の検討方針・今後の活用の検討状況等を整理してもらい、確認を行いました。

各担当部署においても再確認・再認識ができ、今後に繋がるものと思われます。基金は、地

方自治法第２４１条第１項にあるように、特定の目的のために財産を維持し資金を積み立

て、または定額の資金を運用するため積み立てられていますが、いずれも法令・条例等に基

づいて適正に管理等されていました。引き続き、その規模や管理などについて十分検討を行

った上で、それぞれの基金の設定の目的に則して適正な管理・運用に努めていただきたいと

思います。 



                       令和５年１２月第１３８回内子町議会定例会 

11 

 

１０項目の公営企業についてですが、まず水道事業について。近年、有収率の低下が懸念

される中、令和４年度は８２．３６％と類似団体全国平均を超えるまで改善しています。送

水管・配水管の老朽化による漏水が一つの原因と考えられ、計画的に漏水調査を実施し早期

対応を行い、安定した給水のため漏水を減らす努力を行ってきた成果が表れてきておりま

す。引き続き、重要給水施設配水管耐震化事業の推進を含め、効果的な取り組みに努めてい

ただきたいと思います。一方、経費回収率は９４．２０％で必要とされる１００％を下回っ

ています。使用料金算定支援業務委託を予定されており、使用料金の適正化の検討を進めら

れています。今後も内子町水道施設耐震化計画及び内子町水道ビジョン・経営戦略に基づい

て計画的に各種事業を実施するなど各種課題解決に取り組み、安心で安全な水道水の安定

供給に一層努めていただきたいと思います。 

下水道事業について。これまで、監査、検査、審査において指摘してきた料金水準の妥当

性を示す経費回収率は、令和４年度については記載のとおりであります。６行目ですが、一

般会計繰入金頼みの現状を踏まえ、使用料金の適正化による利益の確保が重要である旨、令

和４年度決算審査意見書で報告したところです。同様の事象は令和５年度も続いています。

令和５年９月議会で使用料改定に係る条例改正が可決、承認され、令和６年度以降、改善に

向かっていくことが見込まれます。該当地域への適切な周知に努めていただきたいと思い

ます。また、各種課題の内、下水道への接続率の向上については施工業者とタイアップして

環境整備補助の周知や未接続者訪問を計画するなど、改善策に取り組んでいます。施設利用

率が低調な浄化センターについては運転の効率化を考慮し、維持管理費の抑制に一層努め

ていただきたいと思います。今後とも、内子町下水道事業経営戦略及び内子町公共下水道内

子町浄化センター他構築基本計画に基づいて、各種課題解決に取り組み、安定的なサービス

の提供、維持可能な下水道事業の経営の効率化を図るため、一層努めていただきたいと思い

ます。 

 最後に、後期においても引き続き各種課題に的確な対応を行うとともに、内子町の良さと

個性が生かされた内子町形成のため一層努められることを望み、財務監査報告とします。 

○議長（久保美博君） ただ今の財務監査報告に対する質疑があれば許します。質疑はあり

ませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（久保美博君） ありませんので、これにて質疑を終結します。以上で財務監査報告

を終わります。 

 

 

日程第 ６ 議案第７９号 内子町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につい

て 

○議長（久保美博君） 「日程第６ 議案第７９号 内子町職員の給与に関する条例の一部

を改正する条例について」を議題とします。提案理由の説明を求めます。 
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○町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（久保美博君） 小野植町長。 

〔小野植正久町長登壇〕 

○町長（小野植正久君） 「議案第７９号 内子町職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例」につきましては、令和５年８月７日付け人事院勧告に伴い、条例の一部を改正する

ことについて議会の議決を求めるものでございます。その内容につきましては、総務課長に

説明いたさせますので、よろしくご審議の上ご決定賜りますようお願いいたします。 

○総務課長（黒澤賢治君） 議長。 

○議長（久保美博君） 黒澤総務課長。 

〔黒澤賢治総務課長登壇〕 

○総務課長（黒澤賢治君） それでは、「議案第７９号 内子町職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例について」ご説明申し上げます。 

議案書１の３ページをお開きください。本案は、令和５年８月７日付け人事院勧告に伴い、

内子町職員の給与に関する条例の一部を改正するものでございます。 

その内容は、人事院勧告に準じ、一般職の特別給を年間０．１月分引上げ、併せて給料表

の改定を行うものでございます。また、定年前再任用短時間勤務職員（再任用職員）の特別

給についても年間０．０５月分の引上げを行います。 

改正条例案は４ページから８ページに、また議案説明資料の１ページから６ページに新

旧対照表を掲載しております。 

説明は、議案説明資料にて行わせていただきます。 

 議案説明資料の１ページをお開きください。第１条では、条例第１９条第２項において、

一般職の期末手当の支給割合を「１００分の１２０．０」を「１００分の１２５」に０．０

５月分引き上げる改正内容でございます。また、第３項において、定年前再任用短時間勤務

職員（再任用職員）の期末手当の支給割合を「１００分の６７．５」を「１００分の７０」

に０．０２５月分引き上げる改正内容でございます。 

次に、条例第２０条第２項第１号において、一般職の勤勉手当の支給割合を「１００分の

１００」を「１００分の１０５」に０．０５月分引き上げる改正内容でございます。また、

第２号において、定年前再任用短時間勤務職員（再任用職員）の勤勉手当の支給割合を「１

００分の４７．５」を「１００分の５０」に０．０２５月分引き上げる改正内容でございま

す。いずれも令和５年１２月１日からの適用となります。 

次に、別表第１（第３条関係）行政職給料表（一）を、１ページ下段から５ページ中段に

かけて掲載している内容で改正いたします。適用は、令和５年４月１日からでございます。 

続きまして、５ページをお願いいたします。中段の第２条でございます。条例第１９条第

２項において、一般職の期末手当の支給割合を「１００分の１２５」を「１００分の１２２．

５」に、また第３項において、定年前再任用短時間勤務職員（再任用職員）の期末手当の支

給割合を「１００分の７０」を「１００分の６８．７５」に改正いたします。 
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次に、６ページをお願いします。条例第２０条第２項第１号において、一般職の勤勉手当

の支給割合を「１００分の１０５」を「１００分の１０２．５」に、第２号においては、定

年前再任用短時間勤務職員（再任用職員）の勤勉手当の支給割合を「１００分の５０」を「１

００分の４８．７５」に、それぞれ改正するもので、令和６年４月１日から適用となります。 

結果的に、令和６年度以降の期末・勤勉手当を合わせて改正前条例と比較しますと、一般

職では６月期で０．０５月分、１２月期で０．０５月分、１年で０．１月分、また、定年前

再任用短時間勤務職員（再任用職員）では６月期で０．０２５月分、１２月期で０．０２５

月分、１年で０．０５月分引き上げる改正となっております。 

以上で、「議案第７９号 内子町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について」

のご説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、お願いいたし

ます。 

○議長（久保美博君） これより質疑に入ります。質疑はありませんか。ありませんので、

これにて質疑を終結します。 

 お諮りします。「議案第７９号」は総務文教常任委員会に付託することにしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（久保美博君） ご異議なしと認めます。よって、「議案第７９号」は総務文教常任

委員会に付託することに決定しました。 

 

 

日程第７ 議案第８０号 内子町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例について 

○議長（久保美博君） 「日程第７ 議案第８０号 内子町会計年度任用職員の給与及び費

用弁償に関する条例の一部を改正する条例について」を議題といたします。提案の説明を求

めます。 

○町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（久保美博君） 小野植町長。 

〔小野植正久町長登壇〕 

○町長（小野植正久君） 「議案第８０号 内子町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例」につきましては、令和５年８月７日付け人事院勧告に伴

い条例の一部を改正することについて、議会の議決を求めるものでございます。その内容に

つきましては、総務課長に説明いたさせますので、よろしくご審議の上ご決定賜りますよう

お願いいたします。 

○総務課長（黒澤賢治君） 議長。 

○議長（久保美博君） 黒澤総務課長。 

〔黒澤賢治総務課長登壇〕 
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○総務課長（黒澤賢治君） それでは、「議案第８０号 内子町会計年度任用職員の給与及

び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について」ご説明申し上げます。 

議案書１の９ページをお開きください。本案につきましても、「議案第７９号」と同様に、

人事院勧告に伴い改正を行うものでございます。 

改正条例案は１０ページから１４ページに、また議案説明資料７ページから１１ページ

に新旧対照表を掲載しております。 

説明は、議案説明資料にて行わせていただきます。７ページをお開きください。本案の内

容は人事院勧告に準じ、会計年度任用職員の特別給を年間０．１月分引上げ、併せて給料表

の改定を行うものでございます。条例第１４条第１項において、期末手当を「１００分の１

２５．０」を「１００分の１３５」に０．１月分引き上げる改正内容でございます。また、

条例第２３条第１項において「１００分の１２５．０」を「１００分の１３５」に０．１月

分引き上げる改正内容となっております。条例第１４条はフルタイム、２３条はパートタイ

ムの会計年度任用職員の改定でございます。令和５年１２月１日からの適用となります。 

次に、会計年度任用職員の給与につきましては、別表第１に定める行政職給料表によるも

のとしており、この別表は、先程、人事院勧告に基づく改正をご提案いたしました、一般職

員の給与を定めております内子町職員の給与に関する条例第３条の別表第１「行政職給料

表（一）」の１級、２級に準じております。 

 こうしたことから、会計年度任用職員の給料表につきましても一般職員の給料表同様に

改正を行うものでございます。別表第１（第４条関係）行政職給料表を、７ページ下段から

１１ページ上段にかけて掲載している内容で改正いたします。適用は令和５年４月１日か

らでございます。 

以上で、「議案第８０号 内子町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例について」のご説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定

賜りますようお願いいたします。 

○議長（久保美博君） これより質疑に入ります。質疑はありませんか。ありませんので、

これにて質疑を終結します。 

 お諮りします。「議案第８０号」は総務文教常任委員会に付託することにしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（久保美博君） ご異議なしと認めます。よって、「議案第８０号」は総務文教常任

委員会に付託することに決定いたしました。 

 

 

日程第 ８ 議案第８１号 内子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条

例の一部を改正する条例について 
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○議長（久保美博君） 「日程第８ 議案第８１号 内子町特別職の職員で常勤のものの給

与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について」を議題とします。提案理由の説明

を求めます。 

○町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（久保美博君） 小野植町長。 

〔小野植正久町長登壇〕 

○町長（小野植正久君） 「議案第８１号 内子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅

費に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、令和５年８月７日付け人事院勧告

に伴い、条例の一部を改正することについて議会の議決を求めるものでございます。その内

容につきましては、総務課長に説明いたさせますので、よろしくご審議の上ご決定賜ります

ようお願いいたします。 

○総務課長（黒澤賢治君） 議長。 

○議長（久保美博君） 黒澤総務課長。 

〔黒澤賢治総務課長登壇〕 

○総務課長（黒澤賢治君） それでは、「議案第８１号 内子町特別職の職員で常勤のもの

の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について」ご説明申し上げます。 

議案書１の１５ページをお開きください。本案につきましても、人事院勧告に準じ、改正

するものでございます。 

改正条例案は１６ページに掲載をしておりますけれども、説明は議案説明資料の１２ペ

ージ、新旧対照表でご説明申し上げます。 

１２ページをお開きください。特別職におきましては、年間の期末手当の支給割合を０．

１月分引き上げる内容でございまして、第１条では条例第４条第２項で規定します期末手

当の支給割合を「１００分の１６５」から「１００分の１７５」に改め、第２条で同条同項

で規定する期末手当の支給割合を「１００分の１７５」から「１００分の１７０」に改める

という内容でございます。 

改正前条例と比較しますと、令和５年度における期末手当については、１２月期の期末手

当において０．１月分引き上げ、令和６年度以降の期末手当については、６月期で０．０５

月分、１２月期で０．０５月分、１年で０．１月分引き上げる改正でございます。第１条関

係につきましては令和５年１２月１日から適用し、第２条については令和６年４月１日に

施行するものでございます。 

以上、「議案第８１号 内子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の

一部を改正する条例について」ご説明申し上げました。よろしくご審議の上、ご決定賜りま

すようお願いいたします。 

○議長（久保美博君） これより質疑に入ります。質疑はありませんか。ありませんので、

質疑を終結します。 

 お諮りします。「議案第８１号」は総務文教常任委員会に付託することにしたいと思いま
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す。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（久保美博君） ご異議なしと認めます。よって「議案第８１号」は総務文教常任委

員会に付託することに決定いたしました。 

 

 

日程第 ９ 議案第８２号 内子町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部を改正する条例について 

○議長（久保美博君） 「日程第９ 議案第８２号 内子町議会議員の議員報酬及び費用弁

償等に関する条例の一部を改正する条例について」を議題とします。提案理由の説明を求め

ます。 

○町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（久保美博君） 小野植町長。 

〔小野植正久町長登壇〕 

○町長（小野植正久君） 「議案第８２号 内子町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関

する条例の一部を改正する条例」につきましては、令和５年８月７日付け人事院勧告に伴い、

条例の一部を改正することについて議会の議決を求めるものでございます。その内容につ

きましては、総務課長に説明いたさせますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう

お願いいたします。 

○総務課長（黒澤賢治君） 議長。 

○議長（久保美博君） 黒澤総務課長。 

〔黒澤賢治総務課長登壇〕 

○総務課長（黒澤賢治君） それでは、「議案第８２号 内子町議会議員の議員報酬及び費

用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について」ご説明申し上げます。 

議案書１の１７ページをお開きください。本案につきましても、人事院勧告に準じ、改正

するものでございます。 

改正条例案は１８ページに掲載をしておりますが、議案説明資料の新旧対照表でご説明

申し上げます。 

１３ページをお願いいたします。第１条では、条例第５条第２項で規定する期末手当の支

給割合を「１００分の１６５」から「１００分の１７５」に改め、第２条で、同条同項で規

定する期末手当の支給割合を「１００分の１７５」から「１００分の１７０」に改めるとい

う内容でございます。 

改正する内容等につきましては、「議案第８１号 内子町特別職の職員で常勤のものの給

与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例」と同様でございますので、説明を割愛させ

ていただきます。 

以上、「議案第８２号 内子町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を
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改正する条例について」ご説明を申し上げました。よろしくご審議の上、ご決定賜りますよ

うお願いいたします。 

○議長（久保美博君） これより質疑に入ります。質疑はありませんか。ありませんので、

これにて質疑を終結します。 

 お諮りします。「議案第８２号」は総務文教常任委員会に付託することにしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（久保美博君） ご異議なしと認めます。よって、「議案第８２号」は総務文教常任

委員会に付託することに決定いたしました。 

 ここで、暫時休憩いたします。午前１１時１０分から再開します。 

 

午前 １１時 ００分 休憩 

 

午前 １１時 １０分 再開 

 

○議長（久保美博君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 

日程第 １０ 議案第８３号 内子町営五十崎プール条例を廃止する条例について 

○議長（久保美博君） 「日程第１０ 議案第８３号 内子町営五十崎プール条例を廃止す

る条例について」を議題とします。提案理由の説明を求めます。 

○町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（久保美博君） 小野植町長。 

〔小野植正久町長登壇〕 

○町長（小野植正久君） 「議案第８３号 内子町営五十崎プール条例を廃止する条例」に

つきましては、内子町営五十崎プールを閉鎖したことに伴い、条例を廃止することについて

議会の議決を求めるものでございます。その内容につきましては、自治・学習課長に説明い

たさせますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願いいたします。 

○自治・学習課長（福見光生君） 議長。 

○議長（久保美博君） 福見自治・学習課長。 

〔福見光生自治・学習課長登壇〕 

○自治・学習課長（福見光生君） 「議案第８３号 内子町営五十崎プール条例を廃止する

条例について」ご説明申し上げます。 

議案書１の１９ページをご覧ください。本案の提案理由といたしましては、内子町営五十

崎プールを閉鎖することに伴い、内子町営五十崎プール条例を廃止するものでございます。 

 次の２０ページをお開きください。提案理由の説明のとおり、内子町営五十崎プール条例

を廃止するものです。 
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内子町役場本庁横の内子町営五十崎プールについては、昭和４０年に建設されました。建

設後５８年経過しており、近年、漏水などの老朽化が著しく、修繕も困難になったことから、

令和５年、本年１０月に解体撤去し、閉鎖をいたしました。これにより、内子町営五十崎プ

ール条例を廃止するものです。 

以上、説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し

上げます。 

○議長（久保美博君） これより質疑に入ります。質疑はありませんか。ありませんので、

これにて質疑を終結します。 

 お諮りします。「議案第８３号」は総務文教常任委員会に付託することにしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（久保美博君） ご異議なしと認めます。よって、「議案第８３号」は総務文教常任

委員会に付託することに決定いたしました。 

 

 

日程第 １１ 議案第８４号 愛媛県市町総合事務組合規約の変更について 

日程第 １２ 議案第８５号 愛媛県市町総合事務組合の共同処理事務構成団体からの脱

退に伴う財産処分について 

○議長（久保美博君） 「日程第１１ 議案第８４号 愛媛県市町総合事務組合規約の変更

について」、「日程第１２ 議案第８５号 愛媛県市町総合事務組合の共同処理事務構成団

体からの脱退に伴う財産処分について」、以上２件を一括議題とします。提案理由の説明を

求めます。 

○町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（久保美博君） 小野植町長。 

〔小野植正久町長登壇〕 

○町長（小野植正久君） 「議案第８４号 愛媛県市町総合事務組合規約の変更について」、

「議案第８５号 愛媛県市町総合事務組合の共同処理事務構成団体からの脱退に伴う財産

処分について」につきましては、いずれも令和６年３月３１日をもって愛媛県市町総合事務

組合の構成団体である大洲市が交通災害共済事務の構成団体から脱退することに伴い、愛

媛県市町総合事務組合規約の変更並びに大洲市の財産処分について関係組合市町と協議の

上定めることについて、議会の議決を求めるものでございます。その内容につきましては、

総務課長に説明いたさせますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願いいたし

ます。  

○総務課長（黒澤賢治君） 議長。 

○議長（久保美博君） 黒澤総務課長。 

〔黒澤賢治総務課長登壇〕 
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○総務課長（黒澤賢治君） それでは、「議案第８４号 愛媛県市町総合事務組合規約の変

更について」、「議案第８５号 愛媛県市町総合事務組合の共同処理事務構成団体からの脱

退に伴う財産処分について」ご説明申し上げます。 

議案書１の２１ページをお願いいたします。まず、「議案第８４号 愛媛県市町総合事務

組合規約の変更について」でございます。令和６年３月３１日をもって、日本国内で交通事

故により災害を受けた構成団体の住民又はその遺族の生活の共済に関する共同処理事務、

いわゆる交通災害共済事務から大洲市が脱退することに伴い、当組合の規約を変更する必

要があることから、地方自治法第２９０条の規定により議会の議決を求めるものでござい

ます。 

２２ページに一部を改正する規約を、また議案説明資料１４ページに、新旧対照表を掲載

しております。改正の内容につきましては、新旧対照表にてご説明をさせていただきます。 

議案説明資料の１４ページをお願いいたします。愛媛県市町総合事務組合が共同処理す

る事務のうち、左の欄、４の「日本国内で交通事故により災害を受けた構成団体の住民又は

その遺族の生活の共済に関する事務」において、その構成団体から大洲市を削る内容でござ

います。 

続いて、議案書１の２３ページをお開きください。「議案第８５号 愛媛県市町総合事務

組合の共同処理事務構成団体からの脱退に伴う財産処分について」でございます。「議案第

８４号」と同様に、令和６年３月３１日をもって愛媛県市町総合事務組合の構成団体である

大洲市が交通災害共済事務構成団体から脱退することに伴う財産処分について、関係組合

市町と協議のうえ定めることにつき、地方自治法第２９０条の規定により、議会の議決を求

めるものでございます。財産処分の内容は、「日本国内で交通事故により災害を受けた構成

団体の住民又はその遺族の生活の共済に関する共同処理に係る大洲市の一切の財産につい

ては、令和６年４月１日において、愛媛県市町総合事務組合に帰属させるものとする。」と

いうものでございます。 

以上、「議案第８４号」、「議案第８５号」の説明とさせていただきます。よろしくご審議

の上、ご決定賜りますようお願いいたします。 

○議長（久保美博君） これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○１３番（林博君） 議長。 

○議長（久保美博君） 林博議員。 

○１３番（林博君） 今、提案があります交通共済から大洲市が抜けるという改正みたいで

すが、以前にもどこかの大きい町が抜けて同等の提案があったように記憶しておるんです

が、こうやって大きい市が構成団体から抜けるということは、この交通共済の制度そのもの

も財源が弱体化していくんじゃないかなと思うんですが、そこらはまだ県内全域、町の部分

がありますんで心配はなかろうと思うんですが、ちなみに内子町あたりは令和５年度、この

制度に加入しておられる町民の方、何名ぐらいおられるか質問をしたいと思います。 

○総務課長（黒澤賢治君） 議長。 
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○議長（久保美博君） 黒澤総務課長。 

総務課長（黒澤賢治君） 今の議員さんご指摘のとおり大きな市が数年前にも抜けまして、

今回大洲市も抜けるということで、結局、県内の市は全て抜けてしまうという結果になって

おります。ですので、今後につきましては９つの町での運営というふうになっておりますけ

れども、現在のところは掛け金等においてですね、財政運営上は問題ないということを確認

しております。それでご質問の内子町の加入人員ですけれども、申し訳ありません。令和５

年度についてはちょっとまだ把握していないんですけれども、４年度につきましては、加入

人員が６，６０６名というふうに報告を受けております。人口に対します加入率は４２．２

９％、半分弱、４割程度ということですけれども、この４割につきましても県内の９つの町

の中では一番多い加入率となっておりますので、内子町につきましては今後も加入してい

きたいというふうに考えております。以上でございます。 

○議長（久保美博君） 他に質疑はありませんか。ありませんので、これにて質疑を終結し

ます。 

 お諮りします。「議案第８４号」及び「議案第８５号」の２議案は、総務文教常任委員会

に付託することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（久保美博君） ご異議なしと認めます。よって、「議案第８４号」及び「議案第８

５号」の２議案は総務文教常任委員会に付託することに決定いたしました。 

 

 

日程第 １３ 議案第８６号 令和５年度内子町一般会計補正予算（第９号）について 

日程第 １４ 議案第８７号 令和５年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

２号）について 

日程第 １５ 議案第８８号 令和５年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第４号）

について 

日程第 １６ 議案第８９号 令和５年度内子町介護保険サービス事業特別会計補正予算

（第１号）について 

日程第 １７ 議案第９０号 令和５年度内子高等学校小田分校寄宿舎特別会計補正予算

（第１号）について 

日程第 １８ 議案第９１号 令和５年度内子町下水道事業会計補正予算（第１号）につ

いて 

○議長（久保美博君） 「日程第１３ 議案第８６号 令和５年度内子町一般会計補正予算

（第９号）について」、「日程第１４ 議案第８７号 令和５年度内子町国民健康保険事業特

別会計補正予算（第２号）について」、「日程第１５ 議案第８８号 令和５年度内子町介護

保険事業特別会計補正予算（第４号）について」、「日程第１６ 議案第８９号 令和５年度

内子町介護保険サービス事業特別会計補正予算（第１号）について」、「日程第１７ 議案第
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９０号 令和５年度内子高等学校小田分校寄宿舎特別会計補正予算（第１号）について」、

「日程第１８ 議案第９１号 令和５年度内子町下水道事業会計補正予算（第１号）につい

て」、以上６件を一括議題とします。提案理由の説明を求めます。 

○町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（久保美博君） 小野植町長。 

〔小野植正久町長登壇〕 

○町長（小野植正久君） それでは、「議案第８６号 令和５年度内子町一般会計補正予算（第 

９号）について」から「議案第９１号 令和５年度内子町下水道事業会計補正予算（第１号）

について」までの６件について一括してご説明申し上げます。  

議案書２、補正予算関係をお手元にご用意ください。まず、水色の仕切り、「議案第８６

号 令和５年度内子町一般会計補正予算（第９号）について」ご説明いたします。  

予算書の１ページをお開きください。「令和５年度内子町一般会計補正予算（第９号）」の

補正につきましては、歳入歳出それぞれ１億２，１４５万４，０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を１１５億６，８０２万８，０００円と定めるものでございます。前年度の１２

月補正後予算と比較して６億２３万１，０００円、率にして５．５％の増加となっておりま

す。 

１０ページの歳入歳出補正予算事項別明細書をお開きください。表中右側に一般会計補

正予算（第９号）の財源を示しておりますが、国県支出金４，１４７万８，０００円、地方

債５８０万円、その他特定財源２９５万円、一般財源７，１２２万６，０００円の増額とな

っております。今回の補正は、人事院勧告を受けまして人件費の調整、そしてまちづくりの

柱である子育て支援、ふるさと教育の推進、災害対策、魅力ある風景や生活の基盤整備、こ

れらを主要施策として予算化しております。  

その概要を議案説明資料４で説明いたしますので、お手元にご用意ください。 

１５ページをお開きください。子育て支援、ふるさと教育の推進として、０歳から１８歳

になった年度末までの子どもの医療費助成を行っていますが、病院受診者の増により医療

費が増加していますので、今年度末までの医療費助成を見込みまして７５４万１，０００円

を計上しております。財源は、県支出金の「乳幼児医療費補助金」と一般財源としておりま

す。  

次に、出生した子の保護者に対し、乳児の子育てに必要な製品を町内登録店舗で購入する

際に利用できる「うちこ子育て応援券」の助成を行っていますが、今年度末までの助成を見

込みまして４４万１，０００円を計上しております。財源は、一般財源としております。  

次に、町内の保育園等に登園している園児分の給付費として各保育施設に負担金を支払

っていますが、教育・保育給付費負担金の算定基礎となる公定価格の改定等により、２，８

４１万１，０００円計上しております。財源は国と県支出金の「子どものための教育・保育

給付費負担金」と一般財源としております。  

次に、物価上昇の影響による家庭の負担を抑えるため、給食費の補助を増額いたします。
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その経費として１５１万４，０００円計上しております。財源は、一般財源としております。 

災害対策としましては、１１月上旬に大洲市戒川で発生した山林火災で出動が増加した

ことなどにより、内子町と大洲市で負担している大洲地区広域消防事務組合の負担金を増

額する必要がありますので、１５３万２，０００円計上しております。財源は、一般財源と

しております。 

次に、防災対策の促進を図るため、地元から対策工事の要望がありました箇所の擁壁工を

整備するため、１，９５０万円計上しております。財源は、県支出金の「がけ崩れ防災事業

費補助金」、「緊急自然災害防止対策事業債」、一般財源としております。 

次に、異常降雪等により除雪に時間を要し、住民生活に影響を及ぼす恐れがある場合等に

緊急的に除雪作業を行った自治会等に実作業時間１時間につき４，０００円支給する制度

を新設します。その経費として５０万円計上しております。財源は、一般財源としておりま

す。 

魅力ある風景や生活の基盤整備としましては、地球温暖化対策設備導入補助として、家庭

用の太陽光パネルや蓄電池設置の補助を行っています。現在、申請件数が伸びてきておりま

すので、今年度末までの申請を見込みまして１２８万８，０００円を計上しております。財

源は、一般財源としております。 

特別会計及び企業会計は、議案書２、補正予算関係で説明しますので、お手元にご用意く

ださい。 

はじめに、オレンジの仕切り、「議案第８７号 令和５年度内子町国民健康保険事業特別

会計補正予算（第２号）」につきましてご説明いたします。 

１ページをお願いいたします。「令和５年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第２号）」は、歳入歳出それぞれ１，６９７万８，０００円を追加し、２１億 ２，３６８

万９，０００円と定めるものでございます。前年度の１２月補正後予算と比較して３，６７

０万９，０００円、率にして１．７％の減少となっております。今回の補正は、人事院勧告

等による職員及び会計年度任用職員の給料等５５万円、普通交付金の返還金として２１０

万５，０００円を歳出予算計上し、令和４年度実質収支額の確定による繰越金１，３９４ 

万６，０００円、諸収入３０３万２，０００円を歳入予算計上し、歳入歳出の調整として予

備費１，４３２万３，０００円を計上しております。 

続きまして、ピンクの仕切り、「議案第８８号 令和５年度内子町介護保険事業特別会計

補正予算（第４号）」につきましてご説明いたします。 

１ページをお願いいたします。「令和５年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第４

号）」の補正は、歳入歳出それぞれ２，０５９万４，０００円を減額し、２８億９，１３９

万円と定めるものでございます。前年度の１２月補正後予算と比較して６，７１５万５，０

００円、率にして２．４％の増加となっております。 

今回の補正は、人事院勧告等による職員及び会計年度任用職員の給料等及び職員配置替

えによる調整組替えで歳出予算９０万８，０００円の減額、各介護給付費の増減により給付
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費負担金の組替えをして調整を行い、保険給付費全体で２，４６０万円の減額、歳入歳出の 

調整として予備費４８９万１，０００円を計上しております。 

続きまして、ピンクの仕切り、「議案第８９号 令和５年度内子町介護保険サービス事業

特別会計補正予算（第１号）」につきましてご説明いたします。 

１ページをお願いいたします。「令和５年度内子町介護保険サービス事業特別会計補正予

算（第１号）」の補正は、歳入歳出それぞれ１９万円を追加し、１，３９６万２，０００円

と定めるものでございます。前年度の１２月補正後予算と比較して２万３，０００円、率に

して０．２％の減少となっております。 

今回の補正は、人事院勧告等による職員の給料等１９万円を歳出予算計上し、その財源と

して一般会計から１９万円を繰入する歳入予算を計上しております。 

続きまして、オレンジ色の仕切り、「議案第９０号 令和５年度内子高等学校小田分校寄

宿舎特別会計補正（第１号）」につきましてご説明いたします。 

１ページをお願いいたします。「令和５年度内子高等学校小田分校寄宿舎特別会計補正予

算（第１号）」は、歳入歳出それぞれ２３万円を追加し、４，１９６万５，０００円と定め

るものでございます。前年度の１２月補正後予算と比較して１，６２０万６，０００円、率

にして６２．９％の増加となっております。 

今回の補正は、人事院勧告等による会計年度任用職員の給料等２３万円を歳出予算計上

し、その財源として一般会計から２３万円を繰入する歳入予算を計上しております。 

最後に、浅葱色の仕切り、「議案第９１号 令和５年度内子町下水道事業会計補正予算（第

１号）」につきましてご説明いたします。 

１ページをお願いいたします。「令和５年度内子町下水道事業会計補正予算（第１号）」の

収益的収入及び支出の補正は、人事院勧告等による総係費、資産の除却等により５５万９，

０００円を追加し、収入・支出それぞれ２億７，９５２万８，０００円と定めるものでござ

います。 

２ページをお願いいたします。資本的収入及び支出の補正につきましては、浄化センター

定温乾燥機購入により２３万７，０００円を追加し、収入を２億５７６万９，０００円、支

出を２億５，６６２万２，０００円としております。 

なお、特別会計と下水道事業会計補正予算の概要も議案説明資料の１６ページに掲載し

ておりますので、ご確認ください。 

以上、簡単ではございますが、「議案第８６号 令和５年度内子町一般会計補正予算（第９

号）」から「議案第９１号 令和５年度内子町下水道事業会計補正予算（第１号）」までの６

件についてご説明いたしました。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げ

ます。 

○議長（久保美博君） これより質疑に入ります。質疑はありませんか。ありませんので、

これにて質疑を終結します。 

 お諮りします。「議案第８６号」から「議案第９１号」までの６議案は、予算決算常任委
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員会に付託することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（久保美博君） ご異議なしと認めます。よって「議案第８６号」から「議案第９１

号」までの６議案は、予算決算常任委員会に付託することに決定いたしました。 

 

 

日程第 １９ 議案第９２号 内子町教育委員会委員の任命について 

○議長（久保美博君） 「日程第１９ 議案第９２号 内子町教育委員会委員の任命につい

て」を議題といたします。提出者の説明を求めます。 

○町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（久保美博君） 小野植町長。 

〔小野植正久町長登壇〕 

○町長（小野植正久君） 「議案第９２号 内子町教育委員会委員の任命について」でござ

います。  

内子町教育委員会委員の横田光敏氏が、令和６年２月１５日任期満了のため、横田光敏氏

を引き続いて再任致したく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規

定により、議会の同意を求めるものでございます。  

横田光敏氏は、昭和４０年７月２０日のお生まれで、内子町内子１６１３番地にお住まい

でございます。長年、町内で酒類販売会社を経営され、地場産業と地域経済の発展にご尽力

されると同時に、教育行政にも幅広く精通されておられます。  

人格識見ともに申し分なく、内子町教育委員会委員として適任であると存じます。よろし

くご審議の上、ご同意賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（久保美博君） これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（久保美博君） ありませんので、質疑を終結します。 

 お諮りします。本案は人事案件でございますので討論を省略したいと思います。これにご

異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（久保美博君） ご異議なしと認めます。従って、討論を省略し、直ちに採決に入り

ます。本案を原案のとおり同意することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（久保美博君） 起立全員です。従って、本案は原案のとおり同意することに決定し

ました。 

 以上で本日の議事日程は全て終了しました。本日、各常任委員会に付託しました議案の審

査報告については、１２月１４日の本会議でお願いします。 

明日は午前１０時から本会議を開きます。日程は一般質問を行います。 
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本日はこれをもって散会いたします。 

○議会事務局長（前野良二君） ご起立願います。礼。 

 

午前 １１時４５分 閉会 

 

 

地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

内子町議会議長 

 

内子町議会議員 

 

内子町議会議員 
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令和５年１２月第１３８回内子町議会定例会会議録（第２日） 

○招集年月日   令和５年１２月４日（月） 

○開会年月日   令和５年１２月５日（火） 

○招 集 場 所   内子町議会議事堂 

 

○出 席 議 員（１４名） 

１番  城 戸   司 君         ２番  塩 川 まゆみ 君 

３番  関 根 律 之 君         ４番  向 井 一 富 君 

５番  久 保 美 博 君         ６番  森 永 和 夫 君 

７番   地 幸 雄 君         ８番  泉   浩 壽 君 

９番  大 木   雄 君        １０番  山 本   徹 君 

１２番  下 野 安 彦 君        １３番  林     博 君 

１４番  山 崎 正 史 君        １５番  寺 岡   保 君 

 

○欠 席 議 員（０名）  なし  

 

○地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席を求めた者の職氏名     

町 長  小野植 正 久 君    副 町 長  山 岡   敦 君 

総 務 課 長  黒 澤 賢 治 君    住 民 課 長   上 山 淳 一 君 

税 務 課 長   大 竹 浩 一 君    保健福祉課長  久保宮 賢 次 君 

こども支援課長  山 本 勝 利 君    内子町保健センター所長  上 石 由起恵 君 

建設デザイン課長  谷 岡 祐 二 君    会 計 課 長   田 中   哲 君 

町並・地域振興課長  畑 野 亮 一 君    小田支所長  中 嶋 優 治 君 

農林振興課長  大久保 裕 記 君    環境政策室長  髙 嶋 由久子 君 

政策調整班長  二 宮 大 昌 君    危機管理班長  宮 田 哲 郎 君 

上下水道対策班長  稲 田 彰 二 君    商工観光班長  大 田 陽 市 君 

教 育 長  林   純 司 君    学校教育課長  亀 岡 秀 俊 君 

自治・学習課長  福 見 光 生 君 

代表監査委員  赤 穂 英 一 君    農業委員会会長  北 岡   清 君 

 

○出席した事務局職員の職氏名 

事 務 局 長  前 野 良 二 君    書 記  本 田 紳太郎 君 

 

○議事日程（第１７号） 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

     番           ・     番              
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日程第 ２ 議事日程通告 

日程第 ３ 一般質問 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第３まで 

 

午前 １０時００分 開会 

 

○議会事務局長（前野良二君） ご起立願います。礼。ご着席ください。 

○議長（久保美博君） それでは、ただ今から、本日の会議を開きます。 

 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

○議長（久保美博君） 「日程第１ 会議録署名議員の指名」を行います。会議録署名議

員は、会議規則第１１９条の規定により、議長において、３番、関根律之議員、４番、向

井一富議員を指名します。 

 

 

日程第 ２ 議事日程通告 

○議長（久保美博君） 「日程第２ 議事日程通告」をします。本日の議事日程は、お手

元に配布しております「議事日程（第１７号）」のとおりであります。 

 

 

日程第 ３ 一般質問 

○議長（久保美博君） 「日程第３ 一般質問」に入ります。 

質問は一問一答方式といたします。議員の発言時間は、会議規則第５６条第１項の規定

により３０分以内とします。発言残時間は、右側の壁に設置しております残時間表示板で

ご確認ください。要点を簡潔に、要領よくまとめて質問されますよう、議員各位のご協力

をお願い申し上げます。理事者におかれましては、議員の質問の趣旨等に対する確認等が

ございましたら、先にその旨を告げてから発言してください。 

質問通告者は４名であります。それでは、受付順に質問を許します。 

最初に、向井一富議員の発言を許します。 

○４番（向井一富君） 議長。 

○議長（久保美博君） 向井一富議員。 

〔向井一富議員登壇〕 
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○４番（向井一富君） ４番、向井一富です。１２月議会にあたり、質問通告書に基づき

質問させていただきます。 

まず最初に、大江健三郎ミュージアムについてお尋ねいたします。今年３月に健三郎さん

が逝去なされました。最後まで平和を訴えて旅立たれました。謹んでご冥福をお祈り申し上

げたいと思います。 

先般、大瀬小学校学習発表会で「大瀬の未来」と題して、総合学習の時間に学んだことの

発表がありました。水についてとか、環境についてなどの研究発表がありました。また、未

来に大瀬にあったらいいものとして、いくつかのものを挙げて構想を発表されました。その

中の一つに、大江さんのミュージアムを作って、多くの人に大瀬に足を運んでもらいたいと

の発表がありました。未来を担う子どもたちの夢をかなえるためにも、内子町の未来のため

にも実現できたらいいなと考えましたので、そのことについてお伺いしたいと思います。 

大江さんは、１９９４年に日本人として２人目のノーベル文学賞を受賞されました。受賞

理由は、詩的な言葉を使って現実と神話の入りまじる世界を創造し、窮地にある現代人の姿

を見るものを当惑させるような絵図に描いたというものです。大江さんの作品の原点は、故

郷大瀬にあると思うものです。幼少期を大瀬で育ち、大瀬で経験、感じたことが作品に随所

にちりばめられておられます。それは作品の中に、森と谷間というキーワードがよく出てく

ることです。多分、大江家から見た風景なんだろうと想像いたします。大江さんは小さい頃、

山に迷い込み、３日間山で過ごし、その後、地元の消防団に救助されたとのエピソードも話

しておられました。また、戦時中、大瀬で育つ間で戦争のいろいろなことを見聞きし、平和

への想い、戦争の醜さなどを感じたことが、大江さんの作品の根幹にあるのではないかと思

います。晩年まで、大江さんの脳裏には、故郷大瀬がいつまでもあったのではないかと推察

されます。地元住民がその大江文学を知り、第二の大江健三郎を輩出するような取り組みを

含めた活動と展示、大江さんは恒久平和を希求されておられました。ウクライナ・ガザ地区

の問題等、世界の平和が脅かされ、混乱している今、どうしても人類に必要な人だったと思

うのです。残念ながらもう大江さんはこの世にはおられませんけれども、魂を受け継ぐ場所

がここ大瀬に必要だと感じております。ご遺族のご意向や、膨大なプロジェクトになること

は間違いないと考えられますので、簡単に取り組むことにはならないと思いますが、未来を

担う子どもたちの想いや平和を希求する人たちの想い、また内子町のさらなる発展のため

に、ぜひ実現に向けて動き出してほしいと思います。 

内子町は、「町並みから村並み、そして山並みへ」をキャッチフレーズに掲げ、まちづく

りを進めておられます。町並みは伝統的建造物群重点地区の整備もだいぶ整備されてきま

した。次はいよいよ、村並みだと思います。村並みにも多くの観光客等、訪れていただき、

そのことで村並みも活性化することを望みます。大江さんがこの小さな村から、世界に飛び

出していった意味は大きいと思います。インバウンドで外国人観光客も増えてきています。

世界に誇れる大瀬に、また世界の人を大瀬に。大江さんの功績を第一の故郷、内子町が称賛

し、後世までその意向を形にし、称える役割があると思います。大江さんと生涯仲の良かっ
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た伊丹十三さんのミュージアムも、故郷、松山にできております。ぜひ、大江健三郎ミュー

ジアムも、故郷、大瀬にと考えます。ご答弁をよろしくお願いいたします。 

○議長（久保美博君） 向井一富議員の質問に対して、理事者の答弁を求めます。 

○町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（小野植正久君） 小野植町長。 

〔小野植正久町長登壇〕 

○町長（小野植正久君） ただ今のご質問にお答えをいたします。大江健三郎さんは、大瀬

地区出身の偉大なノーベル文学賞作家であることは言うまでもありません。ご逝去された

ことに対し、心よりご冥福をお祈りいたします。 

今回の大瀬小学校学習発表会は、子どもたちが「大江さんは郷土の誇りである」との思い

や、地域づくりの一つの方策として博物館を設置し、大瀬地区の活性化を図りたいとの強い

願いが現れたもので、素晴らしく頼もしい発表だったと聞いております。 

今、大瀬地区には、地元の皆さんに指定管理をお願いしている「大瀬の館」という宿泊施

設がございます。施設内の広間に大江さんが帰郷をした際のお写真や執筆された本、書籍内

で登場したであろう大瀬の場所などを表記した地図などを展示しており、来訪者の皆様に

無料で観覧いただいております。また大瀬地区外ではありますが、内子町図書情報館では大

江さんを偲ぶ企画展も３月から４月にかけて行ったほか、大江さんが執筆された本や関連

書籍、合わせて３００冊を所蔵しております。現在これらを利用し、特設コーナーを設置す

るなどの取り組みを行っております。 

向井議員ご指摘の博物館の新設には、まずは大江さんのご遺族のご意向が重要であると

考えておりますが、まずは大江さんと親交のある大瀬地域の皆さんなどにご意見を伺って

参りたいと思います。なお、今後におきましても、大江さんにかかる資料収集などは継続的

に行って参りますので、ご理解いただきますようお願いいたします。 

○４番（向井一富君） 議長。 

○議長（久保美博君） 向井一富議員。 

○４番（向井一富君） ２０年前ぐらいになると思うんですけれども、東京であるパーティ

ーに参加する機会がありました。その中、全国の参加者と名刺交換をした際に、自分の名刺

の住所を見られた方たちは、相当な割合で「大江さんの故郷ですよね。」と言われました。

ノーベル賞受賞の知名度は、それは大きかったです。言い方は悪いですけれども、伝統的建

造物群重点地区は、国内津々浦々にいくつもあります。大江健三郎さんは世界に１人、唯一

無二の存在です。大江さんは執筆家と平和運動の傍ら、長男、光さんを、素晴らしい作曲家

に育て上げられました。光さんは頭の中で浮かんだメロディーを、その場で五線譜に落とし

ていきます。光さんも天才だと思います。 

また、もしも将来ミュージアムを作るのであれば、大瀬中学校の校舎が最適だと思います。

大江さんのミュージアムのことを考え始めてから、成留屋橋辺りから垣間見える大瀬中学

校は、もう自分にはミュージアムにしか見えなくなりました。それに相応しい、世界にも誇
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れる建築物だと思います。しかし、今、現在生徒が通っているし、子育て支援、移住支援な

ど様々な施策を講じて地域の活性化、少子化対策をやっている中、必死になって学校を守ろ

うとする地域、父兄、また今の中学校建て替えに尽力いただいた先人たちがいるので、この

意見は非常に不謹慎だと自分自身も考えてはおりますが、あえて言いますと、現在の大瀬中

学校の校舎は、外観からしたらまさにミュージアムです。ここが利用できれば、素晴らしい

ミュージアムができ上がると勝手に思っております。音楽ドームで光さんのメロディーが

流れる中での展示等ができれば最高ではないでしょうか。この大瀬中学校は皆様もご存知

の通り、世界的にも著名な原広司先生のデザインであります。原先生は、大江さんとは仲が

良くて、その大江さんに対する思いも込めての県建築物だと感じております。 

原先生が、ある雑誌か何かのインタビューでこう答えられておりました。記者が「原先生

は、最後、肉体的にか、あるいは精神的にか、心の帰る場所のようなところはありますか。」

と聞かれると、原先生は「うーん。故郷とか、なんかそういうこと。そうですね。そうだな

あ。」しばらく思案して、「それはさ。あれじゃないかな。そういうような意味でその質問に

答えるとしたら、やっぱり大瀬の谷じゃないですか。今、僕が帰るのは大瀬の谷。つまり、

大江文学の舞台となった場所。そこに建物も建っているし、場所っていうのは消えることは

ない。僕の建物のせいでじゃなしに、大江文学のためにずっとこれから消えることはないわ

けだから。それは谷で呼応するというか、自分の伊那谷っていうのか、大瀬の谷っていうの

が非常にオーバーラップするっていうか、関連を持つというか、そういうのがある。」とい

うことで、答えられておりました。まさに、大江文学のために力を入れての力作だったと思

います。 

この学校をですね、ミュージアムとして使う。子どもがおりながら、ミュージアムとして

使うのはなかなか大変だと思うんですけれども、学校とミュージアムと並行しながら使う

っていうことについて、そういう運用の仕方ってできるものなのか。教育長、ご答弁お願い

します。 

○教育長（林純司君） 議長。 

○議長（久保美博君） 林教育長。 

○教育長（林純司君） はい。向井議員の言われる通り、大瀬中学校は原広司先生の設計で

素晴らしい建物であり評価も高いですし、地元の方の学校に対する愛着も非常にあるとい

うふうに聞いております。今のご質問の中にありましたミュージアムとの併用はですね、こ

れ学校施設はやっぱり教育施設ですから、なかなかそこをですね、ミュージアムなどは社会

教育施設になるわけですけれども、財産分与の問題であるとか、様々な手続きも必要になっ

て参ります。何より、地元の方のお考えが一番だと思いますので、今すぐにミュージアムと

の併用ができるかどうかについてはちょっとお答えがしにくいところで、ご容赦いただき

たいと思います。すみません。 

○４番（向井一富君） 議長。 

○議長（久保美博君） 向井一富議員。 
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○４番（向井一富君） とにかく大江健三郎先生、保護者の誇りでもありますので、子ども

たちもこれ未来に向けて、大江先生を目指すような人材が生まれてくることを願いながら、

こういう形になっていくことに関して想いをしっかりと持ちながら見ていきたいなと思い

ますので、引き続きご検討の方をよろしくお願いしたいと思います。 

続きまして、２番目です。２０２５年問題について、次にお尋ねいたします。団塊の世代

と呼ばれる年代が後期高齢者になり、社会保障費の負担増大、医療・介護体制の維持の困難

化が言われています。若年性痴呆症の問題もよく取り上げられております。日本全体の人口

ピラミッドは団塊の世代が一番多く、その後、団塊の世代ジュニアと言われている世代が多

く、ひょうたん型のグラフになっております。単純に言えば、団塊のジュニア世代の方がも

っと大変な状況になるのかなとは感じております。 

そこで、この機会に将来を見据えて、いろいろ対策を練っておく必要があると思います。

内子町において、そのひょうたん型のくびれの部分が内子町においてはそのまま細くなり、

団塊ジュニア世代の膨らみはありません。全体の団塊の世代をピークに菱形になっており

ます。そのことを考えると、全国的にもその問題が問われておりますが、内子町はいや増し

て大変になるのではないかと危機感を感じております。そのことについて、内子町はどう捉

えているのか、お尋ねをしたいと思います。 

○町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（久保美博君） 小野植町長。 

〔小野植正久町長登壇〕 

○町長（小野植正久君） ただ今のご質問にお答えをいたします。２０２５年問題でござい

ますけれども、第一次ベビーブームとされる昭和２２年から２４年に生まれた団塊の世代

がすべて７５歳以上になる年であります。後期高齢者が増加する一方で労働人口が減少し、

介護費や医療費の増加、現役世代の社会保障費負担、医療・介護分野の人材不足などの問題

が深刻化すると言われております。 

本町におきましても、人口が減少する中において、７５歳以上の後期高齢者数は増加傾向

となっており、今年１０月末時点で３，６５０人となっております。社会保障・人口問題研

究所の日本の地域別将来推計人口によりますと、内子町の後期高齢者数は今後も増加を続

け、２０３０年をピークに減少すると推計されていることから、今後もしばらくの間は、介

護費、医療費ともに増加傾向が続くと思われます。 

このような中で、社会保障制度を将来にわたって持続可能なものとし、将来の世代が安心

して暮らせる社会にすることが不可欠であります。持続可能な社会保障制度にするために

は様々な対策が必要ですが、本町におきましては介護費や医療費の伸びを抑制するため、保

健センターと地域包括支援センター、住民課が連携し、高齢者の保健事業と介護予防の一体

的実施事業に取り組んでおります。住民の健診結果やレセプト情報を国保データベースシ

ステムで分析し、高血圧や糖尿病の早期発見、ハイリスク者への訪問・架電による個別指導
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により重症化を防止するとともに、サロンなどで介護予防運動、栄養、歯科に関する健康講

座を開催して啓発に努めております。 

このほか、健診未受診者に対しましては、検診の勧奨通知や架電を行い、受診率の向上に

努め、病気の早期発見・早期治療により住民の健康寿命を延ばすことで介護費や医療費の増

加抑制を図っているところであります。また、医療・介護体制の維持につきましても、医師

偏在による医師不足、看護士や介護士の人材不足など、大変厳しい状況と認識をしておりま

す。一部の介護施設では外国人介護士を雇用していますが、このような外国人労働者の受け

入れを推進することも必要と考えます。また、６５歳を過ぎても元気な高齢者が働き続ける

ことができる社会へシフトするための制度改革・環境整備を国が責任を持って対応する必

要があると思われます。以上、答弁とさせていただきます。 

○４番（向井一富君） 議長。 

○議長（久保美博君） 向井一富議員。 

○４番（向井一富君） はい。町民の人口が全体的に変な中で、高齢者の割合が大変大きく

なるという形で、いろいろな意味で大変厳しい状況にはあると思うんですけども。まあ病気

も、体の病気もさることながらなんですけれども、認知症、若年認知症っていうのもいろい

ろと言われておりまして、認知症対策について、昨日か今日の新聞だったと思うんですけれ

ども、「あたまとからだを元気にするＭＣＩハンドブック」、「生活ノート」のすすめという

ことで記事がございましたけれども、この「あたまとからだを元気にするＭＣＩハンドブッ

ク」、「生活ノート」っていうのは、内子町では推進しておられるのでしょうか。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 議長。 

○議長（久保美博君） 久保宮保健福祉課長。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） ただ今ご紹介いただいた「ＭＣＩハンドブック」って

いうのは、ちょっと私の方は認識をしておりません。認知症につきましては、認知症サポ

ーター制度ということで、講習を受けた方がそういったサポートをしていくというような

体制は作っているんですけれども、今、ご紹介いただいたことは、ちょっと今後どういっ

たものか検討して、必要であれば取り入れたいというふうに考えております。 

○４番（向井一富君） 議長。 

○議長（久保美博君） 向井議員。 

○４番（向井一富君） 新聞等ではですね、かなりの効果があるっていうことで書いてあり

ましたので、この認知症、将来にわたって多分、長引く対策になろうと思いますので、なる

べくですね、元気に年をとっていただくような施策を積極的に進めてほしいなと思います

ので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

続きまして、３番目にいきます。３番目は自動運転についてお尋ねをいたします。地方過

疎化が進み、どの分野においても人手不足が懸念されております。そういった中、地方の移

動手段の確保がよく取り上げられますけれども、技術の進歩により機械化、ロボット化がま

すます進んでいきます。すでに介護ロボット、自動運転、ドローンなどの、人に代わってコ
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ンピューター、機械が操作するような、仕事をしてくれるような時代にもなってきました。

今後ますます進化していくことは間違いありませんが、不安な部分もたくさんあります。時

の流れに逆らうことはできません。そこで、運転手不足解消のための自動運転の車が登場し

ております。すでにアメリカとか中国では、完全自動運転のタクシーが走っておるというこ

とです。技術大国日本は、今、その分野について、少し遅れをとっておると感じております。

それは、島国日本と大陸の２国の道路事情の違いもあるんでしょうが、日本特有の諸事情で

規制の緩和が遅れていることは間違いありません。そんな中でも、今年度、地域公共交通確

保維持改善事業費補助金により、伊予市ではバスの自動運転の実証実験が実施されました

がこのことをどう捉えているか、ご所見を伺いたいと思います。 

○総務課長（黒澤賢治君） 議長。 

○議長（久保美博君） 黒澤総務課長。 

〔黒澤賢治総務課長登壇〕 

○議長（久保美博君） はい。それでは、向井委員さんのご質問にお答えをさせていただき

ます。伊予市双海地域において行われました自動運転バスでの運行実証実験は、経済産業省

が募集をいたしました２０２２年度の「地域新次世代交通サービス創出推進事業」に採択を

されました東京都のボードリー株式会社が事業主体となりまして、自動運転バスの運行と

ヘルスケアアプリなどを組み合わせた実証実験として、昨年９月から１０月にかけて実施

したものでございます。ＪＲ伊予上灘駅を起点といたしまして、ふたみシーサイド公園など、

１０ヶ所のバス停を経由する片道約４キロメートル、駐車時間３０分のルートを往復する

形で運行が行われました。期間中２５日間の運行で延べ８５７名が利用され、利用者の半数

以上の方の外出機会や交流の機会、そういったものが増加したほか、将来的に通学でありま

すとか、着地型観光への活用の期待も寄せられたそうでございます。一方で、データ数が少

なかったことでありますとか、バスのスピードの問題、また安全性の不安など、今後改善す

べき点も、そういった課題も見つかったようでございます。なお、この試験運行の国土交通

省による自動運転のレベル分けにつきましては、５段階中、ドライバーによる監視が必要な

レベル２ということでございます。今後さらに検証を重ね、技術革新が進むことで、昨今の

全国的な課題となっておりますドライバー不足等の解消の一助となるよう期待をしている

ところでございます。今後も全国の自治体などで行われる実証実験などの動向に注目いた

しまして、情報収集を行って参りたいと考えております。以上、答弁とさせていただきます。 

○４番（向井一富君） 議長。 

○議長（久保美博君） 向井一富議員。 

○４番（向井一富君） 様々な問題が生じてきたっていう報告を、多分上げるためにこの実

証実験はできとるんだろうと思います。そういう困難な状況をどんどんピックアップする

ことによってスムーズに運用ができるんじゃないかなと思いますので、逆に問題があった

方がいいのではないかなと思います。そういった意味で、またこういった事業というのは引

き続き、全国的に展開されるのかどうかをお尋ねしたいと思います。 
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○総務課長（黒澤賢治君） 議長。 

○議長（久保美博君） 黒澤総務課長。 

○総務課長（黒澤賢治君） はい。お答えをさせていただきます。先程、答弁させていただ

きましたけれども、昨年度の事業につきましては伊予市双海地域が主体でございましたけ

れども、東京都の民間企業が実施主体となって行ったものでございます。引き続いて、今年

度につきましては伊予市が事業実施主体になりまして国庫補助金を受けまして、事業を実

施するようでございます。そういった実証実験を重ねるということが必要になって参ると

いうふうに思っておりますので、そういった事業も引き続き行われるものというふうに判

断しております。 

○４番（向井一富君） 議長。 

○議長（久保美博君） 向井一富議員。 

○４番（向井一富君） 将来的にこういう事業に内子町も取り組むっていう積極的な考え

はございますか。何かそういうチャンスがあればっていうことで。 

○総務課長（黒澤賢治君） 議長。 

○議長（向井一富君） 黒澤総務課長。 

○総務課長（黒澤賢治君） はい。議員ご指摘の通り、この問題が解決されますとですね、

将来的にはドライバー不足の解消という非常に大きな問題の解決にも繋がっていこうとい

うふうに考えておりますが、内子町におきましてはですね、これ、かなり完全に自動運転化

がされまして、今の内子町で走っておりますデマンドバス、これらがすべて自動運転されま

して今のような状況で運行ができるというのには、かなりまだまだ実証実験でありますと

か、時間労力もかかるものというふうに考えております。翻って足元を見てみますと、内子

町の課題といたしまして、このコロナ禍においてデマンドバスの利用状況は約２８．３％減

少しております。この要因にはいくつかございますけれども、コロナ禍の出控えであります

とか、あるいは病院の送迎であったり移動販売、こういったものの民間サービスの充実であ

ったり、また人口減少という絶対数の減少、こういったものがあろうと思いますけれども、

そうした人口減少、利用者の減が進む中においても、そういった住民の方々の需要とサービ

スの提供というものをですね、マッチングしていく。そういった作業が当面、足元の課題と

して内子町にはございます。そういったものをですね、まずは優先させていただきたいとい

うふうに考えております。その先に自動運転、そういったことも考えられるのではないかな

というふうに考えております。以上でございます。 

○４番（向井一富君） 議長。 

○議長（久保美博君） 向井一富議員。 

○４番（向井一富君） はい。ますますですね、人口減少に歯止めがかからないような状況

もあります。いろんな方策をしながらですね、これを食い止める。また、それに向かってチ

ャレンジしていくということをですね、しっかりと念頭に置いていただきながら、我々もそ

のことについてしっかりと考えて参りたいと思いますので、引き続き、ご努力のことをよろ
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しくお願い申し上げまして、本日の質問を終わらせていただきます。ありがとうございまし

た。 

○議長（久保美博君） ここで暫時休憩します。午前１０時４５分から再開します。 

 

午前 １０時 ３５分 休憩 

 

午前 １０時 ４５分 再開 

 

○議長（久保美博君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

次に、関根律之委員の発言を許します。 

○３番（関根律之君） 議長。 

○議長（久保美博君） 関根律之委員。 

〔関根律之議員登壇〕 

○３番（関根律之君） はい。それでは、通告に従いまして、一般質問をしたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。 

５月に新型コロナウイルス感染症が２類から５類に移行されたことに伴い、町内各地の

行事やイベント、お祭りなどの多くが再開されました。３年ぶり、あるいは４年ぶりなどの

声も聞き、町に賑わいが戻ってきました。 

一方で、コロナ禍の３年間、行事の自粛の間も自治会の行事などを運営する区長や運営委

員等の中には、「コロナのおかげで行事がなくて楽で本当に助かる。」といった声をよく聞き

ました。また、今年度の行事の準備などでも、高齢化で体力、気力が衰えてきている中、実

際に今までと同じように行事を実施するのはしんどいといった声や、行事を精選した方が

よいという声も多くあるようです。 

それでは本題に入ります。１番、自治組織への行政支援です。山間部のある区などでは、

コロナ禍でも町道の草刈作業は実施をしていましたが、高齢化や人手不足などで年々作業

がしんどくなっているという話を多く聞くようになりました。中には、年に６日も地域で町

道の草刈作業があり、自分の仕事ができなくなり困るという方の声もあります。そういった

声に応える形で、今年度予算で町道の草刈等への補助金として支払う単価が１メーターあ

たり１０円から２０円に引き上げられたことはとても良かったと思います。作業報酬が倍

増することで人を雇うこともできますし、作業した人に報酬が渡れば、自分の仕事ができな

かった分の補償として受け取ることもできます。また、道にたまった草や小石などを吹き飛

ばすブロアなどの機械を購入したところもあると聞きます。 

しかしながら、今年３月議会で可決した今年度当初予算での町道草刈の補助金の増額は

自治会連絡会で周知されると伺っていましたが、今でもそのことを知らないという方も多

く、作業が相変わらず大変だという声も聞いています。単価を上げたのは、こうした作業に

従事する方々の負担を減らすことが大きな目的だと思いますが、自治会役員等には知らさ
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れても、その内容が作業を従事する末端の住民に十分に知らされていないところがあるよ

うです。そうした地区の中には、町道の整備は住民がやるのが当たり前という空気があり、

町から補助が出る整備費用もこれまでの地区の会計に加算されるだけで、飲み会の費用な

どに充てられているところもあるように思います。 

こうしたことから、整備費用の単価を引き上げた目的を、作業従事者の負担を減らすため

であることを、自治会役員だけでなく広く一般住民にも周知されるよう、住民回覧や広報誌

等でお知らせをいただけないでしょうか。 

○議長（久保美博君） 関根律之議員の質問に対して、理事者の答弁を求めます。 

○建設デザイン課長（谷岡祐二君） 議長。 

○議長（久保美博君） 谷岡建設課長。 

〔谷岡祐二建設デザイン課長登壇〕 

○建設デザイン課長（谷岡祐二君） ただ今のご質問にお答えいたします。町道草刈り補助

金における使用例などの指針の提示についてでございますが、町からの補助金は、道路愛護

の精神をもって道路の草刈りに協力していただいた皆様に感謝を込めた謝礼的な性質のも

のでございますので、基本的にそれぞれの団体のお考えに基づいて自由に有効活用いただ

ければありがたいと考えております。 

また、補助金は１メートルにつき２０円と少額でございますので、ある程度、使途も限ら

れるため、例えば草刈り機の購入や燃料費など実費の足しにしていただいたり、作業の後の

慰労会に充てて、地域内での親睦を図っていただいたりしているのではないかと考えてお

ります。 

つきましては、それぞれの団体のご事情やお考えもあると思いますので、町の方から一律

に使用例などについて指針を出すというようなことは考えておりませんが、今後、作業して

いただいている団体などから実情などもお伺いして、負担軽減に繋がるような好事例など

がございましたら積極的に情報発信させていただくなど、草刈りに協力していただいてい

る皆様への支援を行っていきたいと考えております。以上、答弁とさせていただきます。 

○３番（関根律之君） 議長。 

○議長（久保美博君） 関根律之議員。 

○３番（関根律之君） 内容よく分かったんですけれども、単価は倍に引き上げたとはいっ

ても元々それほど多くの額ではないので、それほどたくさんの人を雇うとか、必要な高価な

機械を買うとかということにはならないようですけれども、本当、住民の一般の方は、本当

大変な思いをされている方もいらっしゃるんですね。なので、だいたい人が多いところと、

人が高齢化でなかなか厳しいところというところはご存知だと思うんですけれども、そう

いうところになるべくですね、町の担当の方もですね、親身になって相談に乗っていただい

て、何かいい方法があれば教えていただくとか、そういうことをしていただきたいと思いま

す。 

せっかくなんで、ちょっともう一度再質問しますが、周知はしないということですけれど
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も、そういったなかなか厳しいという声に対して、もう少しきめ細かな対応ができないか、

お伺いします。 

○建設デザイン課長（谷岡祐二君） 議長。 

○議長（久保美博君） 谷岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（谷岡祐二君） はい。草刈りにつきましては、そういった地域のです

ね、厳しくなっているというお声もお聞きします。ただですね、実績としましては、令和元

年からの統計ではあるんですけれども、こういった中でもですね、活動団体、作業員等とも

に増加傾向にあるような状況でございます。これにつきましては、確かにしんどい、やりた

くないという方もおられますし、大変な作業やと思うんですけれども、やはり地域の方がで

すね、しんどくても毎日自分たちが使う一番身近な道路としてですね、愛護の精神の気持ち

を持っていただいて、また自分たちの住まわれている地域は自分たちで綺麗にしようとい

うその強い思いがこういった活動を支えているというふうに理解しております。そのよう

な中でですね、地域の皆様の生の声を聞く機会も多々ございますので、そういう中でですね、

また地元の困りごとなどをお聞きしながら、町として支援できるものはしていきたいと。そ

して、この官民協働の取り組みが継続していただけるようにですね、しっかりと町の方も支

援していきたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

○３番（関根律之君） 委員長。 

○議長（久保美博君） 議長。 

○３番（関根律之君） 議長。 

○議長（久保美博君） 関根律之議員。 

○３番（関根律之君） はい。すいません。滑舌が悪くて。 

道路愛護の精神と言われたんですけれども、実際に人口が多いところで、ある程度みんな

で参加して、みんなでその地域を綺麗にしていこうという、そういうところも実際あるでし

ょうし、本当に地域によって様々で、もう本当に山間部で、もう草刈りをしないと道路が通

れなくなる、危険だっていうような、そういった認識の中でやられているところもあるわけ

なんですよね。それで実際に年に６日もですね、丸６日ですよ。出ている。梅雨の時期と秋

の時期ですね。これは非常に仕事にも支障があるという意見がありますので、ぜひそのこと

もですね、そういった地域もあるということも考えていただいて、親身になって相談に乗っ

ていただきたいと思います。 

次に移ります。消防団についてです。総務省消防庁によると、本年４月１日現在の全国の

消防団の団員数は７６万人で、２年連続で前年比２万人以上減りました。また、全国で２０

代、３０代の若い世代の入団者が減り、高齢化の進行とともに消防団離れが加速していると

も言われています。内子町でも、令和５年４月１日現在で定数８５０名のところ、実数は７

２９名。充足率は約８５％で、同様の傾向です。 

私自身も所属する消防立川分団では、今後の消防団活動の活性化と入団者促進につなげ

ることを目的に、昨年２０２２年３月、全団員５６名に対しアンケート調査を実施しました。
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その結果を分析し、内子町消防団の正副方面隊長・正副分団長会において、今後の消防団活

動のあり方について改善を要望する提案を行いましたが、内容について真摯に検討される

ことはありませんでした。しかしながら、地域防災の重要な役割を担う消防団の活動のあり

方について、内子町全体で見直し検討する時期に来ていると思います。 

アンケート結果から、数年以内の退団意向がある団員は全体の４６％を占め、「新入団員

の確保が難しく、今後も見込めない」という回答は７０％で、団員数を維持するのが極めて

難しい状況にあることが分かります。 

また、団員が消防団活動で最も負担が大きいと感じているのがポンプ操法大会への参加

で、全団員の７５％を占めます。大会への参加は各部で順番に実施されてきましたが、参加

する選手は大会当日だけではなく、夜間に連日の練習を余儀なくされ、また部の団員全体で

訓練を支えることが慣例となっていることから、担当する部の選手以外の団員も半ば強制

的に練習に参加してきたということがありました。 

ここにいる皆さんは、男性で地域活動をされてきた方も多いと思いますので操法大会の

ことをよく分かっている方も多いかもしれませんが、ご存知ない方もいらっしゃると思い

ますので、操法大会の実態に迫るエピソードを少し紹介します。毎日新聞で「消防団のホン

ネ」という連載企画がありまして、ウェブ版で読むことができます。その記事の一部を紹介

します。以下は引用です。 

消防操法大会は地域によって差があるが、１、２年に 1回都道府県大会があるほか、２年

に１回の全国大会や市町村などの単位でも開かれている。競技は消防ポンプ自動車を使う

「ポンプ車操法」と持ち運び可能な小型動力ポンプを使う「小型ポンプ操法」の２つだ。 

ポンプ車操法には指揮者と１から４番員の計５人が出場。ホースを転がして伸ばしたり、

「火」と書かれた標的に放水したりする。審査要領に基づき、所要時間や規律、敏しょう性

などを評価し、出場チームの順位を決める仕組みだ。 

大会が近づくと連日遅くまで練習する消防団員が多く、ＳＮＳでは「仕事や家庭が犠牲に

なる」「何の意味があるのか」などと不満が噴出している。訓練の成果を発揮する場との位

置付けだが、消防団や地域の名誉のため、大会が自己目的化しているとの指摘もある。 

常勤の消防職員はどう見ているのか。「操法大会は、小中学校の運動会のようなもの。消

防団員が実際に放水することなんてほとんどないのに、現代に合っていないと思います。」

愛知県に住む２０代の男性消防士が、毎日新聞の取材に本音を明かした。 

この消防士が勤務する地域で火災が起きると、消防団員に近くで交通誘導をしてもらっ

たり、鎮火後、数時間おきに再燃していないか確認してもらったりすることが多い。ただ、

消防団員が先に火災現場に着き、消火活動をしている姿は一度も見たことがないという。 

大会の審査は減点方式で、放水時に足が決まった線をはみ出ないなど、細かく動作を決め

られている。消防士は、「実際の火事ではいかに早く放水して消火するかが全てなのに」と

困惑する。 

操法大会は消火技術のみを競うが、消防士はこれにも疑義を呈する。「プロ」の消防職員
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は浸水被害や土砂災害などに対応する訓練も重ねているといい、消防団員もそのような訓

練をした方が有意義だと消防士は言う。 

以下、引用は終わりです。いかがでしょうか。内子町でも似たような状況があるのではな

いでしょうか。消防団員の心理的、肉体的負担を減らし、今後も消防団員を確保していくた

めに、消防技術を競う大会への参加を取りやめた自治体もあるそうです。 

次に、出初式です。毎年、最も寒さが厳しい２月に屋外で実施されます。これについても、

団員の６３％が負担が大きいと答えています。強烈な寒さの中、約４時間にわたり屋外で、

防寒着も来ない制服姿で起立状態で臨む式典には、多くの団員がそのあり方を見直してほ

しいと感じています。 

コロナ禍で中止や規模を縮小して実施した消防団の出初式及びポンプ操法大会について、

団員の負担軽減のため、今後も規模を縮小して開催することなどを消防団と協議できない

でしょうか。 

○総務課長（黒澤賢治君） 議長。 

○議長（久保美博君） 黒澤総務課長。 

〔黒澤賢治総務課長登壇〕 

○総務課長（黒澤賢治君） はい。それでは、関根議員さんのご質問にお答えをさせていた

だきます。 

消防団員が各種行事等へ参加することや、そのために行います準備や訓練、こういったも

のの負担につきましては、昨今の消防団員減少の一因であるということは、内子町消防団は

じめ消防組織全体で共通した認識を持っております。こうしたことから、コロナ禍が収束し

つつある今後におきまして、内子町消防団の行事である令和６年内子町消防出初式におき

ましては、入場パレード、小隊訓練披露、一斉放水を行わないことが決定されております。

さらに先月開催されました町消防団幹部会では、令和６年出初式より、操法を披露するチー

ム数をポンプ車２チームから１チームへ、小型動力ポンプ４チームから３チームへ削減を

し、おおむね２年に１度の頻度で当番制であった各分団の負担を３年に１度の頻度となる

よう見直しをされているところでございます。 

また、全国規模で行われております操法大会につきましては、ポンプ車の部、小型動力ポ

ンプの部ともに、従来の２年に１度の開催から４年に１度の開催に見直しをされておりま

す。こうしたことから、大洲喜多管内での操法大会も同じ実施年となるように、これも見直

しがされております。 

今後も内子町といたしましては、火災などに迅速、的確に対応できるような対応力や資機

材使用などの練度の向上と、それらを養います訓練に伴う団員の負担、これらを慎重に考慮

しながら改善できるよう、大洲市消防や内子町消防団と連携しながら、協議をして参ります。

以上、答弁とさせていただきます。 

○３番（関根律之君） 議長。 

○議長（久保美博君） 関根律之議員。 
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○３番（関根律之君） はい。丁寧にお答えいただきまして、ありがとうございます。団員

の負担のこともよく認識していただいているようで、行事の時間縮小ですとか、操法大会の

回数が４年に１回になるとか、３年に１回になるとか、そういう改善傾向になることが分か

って良かったと思います。 

一方で、それでもこの内容はこれでいいのかということもありますので、先程紹介したア

ンケート結果ですけれども、このアンケート結果をもとに、消防立川分団では「新時代に即

した消防団のあり方についての要望案」と題した文章が、おそらく総務課危機管理班にもわ

たっているものと思います。要望書によれば、地域の親世代は子どもの世代に「今の消防団

には参加させたくないと思っている人が多いと感じる。」とし、「地域の方に必要とされる組

織に生まれ変わることが重要」としています。そのためには、内子町の消防団全体でもアン

ケート調査を実施し、今後の消防団のあり方について団員だけでなく、消防団、ＯＢ、行政、

議会、自主防災組織や有識者などで検討会を立ち上げ、協議することを提言しています。ま

た、「消防団員が非常勤特別職の地方公務員として重い責任を負っているにもかかわらず、

その選任が現役団員任せになっていないか」とし、組織のあり方についても「消防団を軍隊

と同じような規律と統制で運営する時代ではない」と言及しています。 

また、地域の防災力を高め、本当に地域で必要とされる消防団組織であるために、初期消

火活動をはじめ、大規模災害での救出救助活動、避難支援活動など、実際に必要となる実効

性ある訓練をより一層重視していくことも要望しています。 

最後に、こうした消防団活動を支えるために、団員の確保と負担軽減について、町長はじ

め町民全体で考え、真剣に取り組む必要があるとしています。 

町長に伺います。町長は内子町消防団のトップであります。改めて、ポンプ操法大会や出

初式などの行事の規模縮小での開催、廃止を含む消防団組織の活動のあり方を見直してい

くことについてどのようにお考えになるか、お答えいただけますでしょうか。 

○町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（久保美博君） 小野植町長。 

○町長（小野植正久君） はい。日頃からですね、消防団員の皆様には、町民の安全安心の

ためにご尽力をいただいておりますことを感謝申し上げます。 

消防団活動のあり方につきましてはですね、先程も申し上げましたようにですね、消防団

の内部でもいろいろ議論もされております。そういうことも参考にしながらですね、一方的

にということではできませんので協議を重ねながらですね、ご負担になっているのであれ

ばですね、そういったところの改善できるのか、できないのか。そういったことも含めてで

すね、検討していきたいと思っております。 

○３番（関根律之君） 議長。 

○議長（久保美博君） 関根律之議員。 

○３番（関根律之君） はい。真摯に受けとめ、対応していただけると受け止めました。よ

ろしくお願いします。 
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次に移ります。２番目として、内子高等学校小田分校寄宿舎と高校生への教育支援です。

（１）としまして、令和５年３月に町内中学校を卒業した全生徒数と、そのうち内子高校、

小田分校それぞれに入学した生徒数は何人でしょうか。また、今後３年間に町内中学校を卒

業する見込みの全生徒数の推移はどのようになりますでしょうか。 

○学校教育課長（亀岡秀俊君） 議長。 

○議長（久保美博君） 亀岡学校教育課長。 

〔亀岡秀俊学校教育課長登壇〕 

○学校教育課長（亀岡秀俊君） はい。関根議員の令和５年３月に町内中学校を卒業した全

生徒数と、そのうち内子高校、小田分校それぞれに入学した生徒数と今後３年間の中学卒業

見込み生徒数についてのご質問にお答えいたします。 

まず、令和５年３月に町内中学校を卒業した先生生徒数は１０９人になります。そのうち

内子高校入学者は３１人です。内子小田分校入学者は４人となります。 

次に、今後３年間に町内の中学校を卒業見込みの生徒数でございますが、令和６年３月卒

業見込み生徒数は１１４人。令和７年３月卒業見込み生徒数は１２４人。令和８年３月卒業

見込み生徒数は１２７人となります。以上、答弁とさせていただきます。 

○３番（関根律之君） 議長。 

○議長（久保美博君） 関根律之議員。 

○３番（関根律之君） はい。だいたい内子高校、町内で内子高校、小田分校に通う方がだ

いたい３２％。３分の１ぐらいの方が町内の学校に通っている。逆に言うと、３分の２の方

は町外の高校に出ているということが分かりました。 

次に移ります。（２）として、令和 4年度小田分校寄宿舎特別会計では、歳出総額２，３

０７万円のうち、寮生から徴収しているのは１，４８０万円で、残りの７２７万円は町が負

担をしています。今年度から令和９年度までの５年間で新設した第５寮のリース料総額３

億２，０００万円と合わせた総額は３億５，０００万円を超え、今後寮生が増えれば町の負

担はさらに増えていきます。町の負担を減らし寄宿舎運営費を補完するために、県及び寮生

本人に負担増を求められないでしょうか。 

○小田支所長（中嶋優治君） 議長。 

○議長（久保美博君） 中嶋小田支所長。 

〔中嶋優治小田支所長登壇〕 

○小田支所長（中嶋優治君） ただ今の関根議員のご質問にお答えをいたします。議員ご指

摘の通り、令和４年度内子高等学校小田分校寄宿舎特別会計の決算においては、歳出２，２

０７万２，０００円のうち、寮生からの負担額は、寮費、光熱水費を合わせまして、１，４

８０万８，０００円となっております。 

また、一般会計においては、令和５年度から運営を開始いたしました第５寮のリース料と

して、５年間の総額で３億１，９４４万円の債務負担行為をお認めいただいており、特別会

計と一般会計を合わせて、５年間で約３億５，５００万円、年間約７，１００万円程度の町
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の負担が見込まれております。 

入寮生が負担をいたします寮費につきましては、内子高等学校小田分校生徒を収容する

寄宿舎施設条例において定めており、令和４年度の改正において、それまでの２万６，７０

０円を３，０００円値上げし、２万９，７００円としております。この条例改正にあたって

は、全国公募で広くアピールすることを視野に、できるだけ入寮生の負担を抑えることで地

域みらい留学における小田寮のセールスポイントのひとつとして寮費を設定しておるとこ

ろでございますので、現状において寮費の値上げや食費の負担を求めることは考えており

ません。 

また、町の寮運営において、県からの支援をいただくといったことについては特に要望を

申し上げるような事項はないと考えております。以上、答弁とさせていただきます。 

○３番（関根律之君） 議長。 

○議長（久保美博君） 関根律之議員。 

○３番（関根律之君） 昨年、令和４年度の小田分校の寮生の数は４月時点で３６名、最終

的には２９名だったと伺っています。約３０名の寮生のために、当町の負担が７２７万円だ

ったと。寮生１人当たりにすると、２４万円あまりを支援していることになります。今後新

しく寮を、４０人の寮を作ったので、寮生をもっと増やしていきたいという方針だと思いま

すが、このままでは１０人増えれば町の負担は２４０万円、２０人増えれば４８０万円を当

町が追加で負担をすることになります。これ県立高校ですから、運営経費として県にも負担

を求めていくべきだと思うのですが、県立高校の寮を運営する県内の市町の中には、例えば

食事を提供する施設の運営費の一部を県が負担しているところもあると聞きました。当町

ではそういった一部をですね、運営費の一部を県に求めるということができないのか、改め

てお伺いします。 

○小田支所長（中嶋優治君） 議長。 

○議長（久保美博君） 中嶋小田支所長。 

○小田支所長（中嶋優治君） はい。県内ではですね、地域みらい留学に参加しております

７校ございまして、それぞれ入寮施設等、開校、開設も含めてあるわけなんですけれども、

今、言われました食事、運営費の一部を県に負担いただいているという話はちょっと、私も

ちょっと認識をしておりませんでしたけれども、基本的に町が運営しておる寮でございま

すので、これにつきまして県立高校、県に負担をお願いする、何らかの支援をお願いすると

いったことは基本的には考えておりません。以上です。 

○３番（関根律之君） 議長。 

○議長（久保美博君） 関根律之議員。 

○３番（関根律之君） はい。小田分校の魅力化ということで、小田分校生のバス通学の補

助ということもしているんですけれども、内子町では就学奨励費として町営バス補助事業

を継続しており、１ヶ月定期購入代１万３，２００円のうち、保護者の実負担は約３割の４，

１００円と伺っています。町営バスですけれども、町全体の利用率は年々下がっており空き
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は十分あると思うんですが、小田分校存続のために高校生は町営バスを無料にする。高校生

に無料パスを渡し、料金は徴収しないということは考えられませんでしょうか。バスが高校

生でいっぱいになり他の町民が利用できないというようなことにはならないと思うのです

が、それならば高校生は町営バス無料とし、町内の高校生だけでなく近隣市町からももっと

中学生を呼び込むＰＲをしてはいかがでしょうか。寮生への補助に比べて、コストはかなり

抑えられると思います。また、高校生の教育支援として、小田や五十崎の高校生が例えば内

子高校やその他の高校に通学するために町営バスを利用するのも同じく無料にしてもよい

のではないでしょうか。お伺いします。 

○町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（久保美博君） 小野植町長。 

○町長（小野植正久君） はい。小田分校のですね、魅力化ということで、地域と一緒にな

ってですね、少しでも分校存続のためにですね、みんなで力を出し合って寮も作りましたけ

れども、やっていこうということで現在、進めております。そういう中でですね、先程、寮

生についての負担を上げたらどうだろうかとか、いろんなご質問をいただきました。今、ま

たバスについてのですね、助成についても町の方でしておりますけれども、たとえですね、

そのバス代が無料だから、じゃあ小田高校行きましょうかということになるのかどうかで

すね。そのあたりはあると思うんです。なので、それは総合的に考えないといけませんけれ

ども、今、いろんなところでですね、町も支援をしていきながらですね、やれることをやっ

ているつもりではあります。そういうような状況で、今、一生懸命みんなで取り組んで増や

していこうという、今、真っ只中でございますので、その辺についてはですね、少しちょっ

と見守っていただければというふうに思っております。 

○３番（関根律之君） 議長。 

○議長（久保美博君） 関根律之議員。 

○３番（関根律之君） 次に移ります。この小田分校寄宿舎への町の負担金７２７万円は、

基本的には町外の高校生のために負担する金額です。町内の高校生に対しては医療費無料

になったということはこれは非常に大きいですが、教育支援金というのは今のところない

わけです。高校生くらいになると体が丈夫な子はほとんど医者にかからないと思いますし、

今ではほとんどの市町で高校生までの医療費無料化を実施しているので当たり前になって

きています。ちなみに、小中学生は学校給食を提供していますが、保護者負担は原材料費の

みで中学生で１食３００円、月額で６，０００円ほどだと思います。運営費として給食セン

ターの光熱費や人件費などは材料費の倍くらいかかっていると聞いたことがありますが、

そうだとすると長期休暇等を除いて年１０ヶ月として、町内の小中学生に対する教育支援

としては１人あたり、ざっくりと年間６万円ぐらいを支援しているということになると思

います。 

さて、高等学校への進学率は現在９８．９％です。ほぼ全ての中学卒業生は高校に進学し

ます。ちなみに、その後の高等教育機関と言われる大学・短大、高等専門学校等への進学率



                       令和５年１２月第１３８回内子町議会定例会 

45 

 

も年々上がっており、今は８３．８％です。子どもの定義は、国際的には１８歳未満です。

少なくともほぼ全ての家庭が子どもを高校に進学させ、費用を負担するわけですが、高校生

年代が最もお金がかかります。体も大きくなり食費はもちろんですが、スマホなどの通信費

や高校への通学費も大きいです。 

先程伺いましたが、約３分の２の高校生が町外の高校に通っているわけです。そしてその

通学費ですが、隣の自治体の大洲高校の最寄り駅、西大洲と内子間の１ヶ月の高校生定期代

は７，８４０円。伊予高校の最寄駅と内子駅間では、同じく１万４，７４０円。松山市駅ま

では２万５，０９０円です。立川地区の高校生が内子高校に通うための、伊予、立川、内子

間でも５，２７０円かかるわけです。切れ目のない子育て支援を実施するため、町内高校生

への教育支援金として１人あたり年５万円を拠出することを検討できないでしょうか。 

○町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（久保美博君） 小野植町長。 

〔小野植正久町長登壇〕 

○町長（小野植正久君） 関根議員のご質問にお答えをいたします。子育てにかかる費用は

乳幼児期だけでなく、小学校、中学校、高等学校と上の学校へ進学するにつれて増大して参

ります。内子町においては、中学生までの医療費の無償化としていた子ども医療費について

令和３年１０月から高校生までの医療費無償化や、令和５年度からは小学生と中学生の修

学旅行にかかる費用の一部助成に取り組むなど、子育て支援の充実を図ってきたところで

す。また、国においては「子どもの未来戦略方針」において示された「加速化プラン」に基

づき、児童手当について所得制限の撤廃や、高校生年代までの支給期間の延長、第３子以降

３万円とする抜本的拡充などを実施する方針が示されました。 

そのような動きの中で、内子町独自の教育支援金の給付につきまして現時点で実施する

予定はありませんが、今後、国の動きに注視しながら、子育ての切れ目ない支援についてど

のような支援が望まれ、求められているか、効果的で必要な支援は何かなど、検討して参り

たいと考えております。 

○３番（関根律之君） 議長。 

○議長（久保美博君） 関根律之議員。 

○３番（関根律之君） はい。現時点では、高校生の教育支援の予定はないということです

が、今、答弁もありましたように切れ目のない子育て支援ということで、特に高校生にも目

を向けていただきたいと思います。 

次に移ります。高齢者福祉の増進についてです。先程の小田分校、新しく第５寮ができま

して、寮全体の定員が４１名増え、現在７７室あると伺っています。来年度の入学生で、今

後数年のおおよその入寮希望者数の見込みが推測できるのではと思いますが、定員７７名

が全て埋まるというのは考えにくいのではないでしょうか。 

もし寮生が定員に満たなかった場合、居住スペースとしての町有財産が有効に活用され

ないことになります。来年度入学の小田分校入寮生が寮の定員に満たなかった場合、寮の１
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棟約１０室を、特に独居高齢者用の町営住宅として転用はできませんでしょうか。 

○小田支所長（中嶋優治君） 議長。 

○議長（久保美博君） 中嶋小田支所長。 

〔中嶋優治小田支所長登壇〕 

○小田支所長（中嶋優治君） ただ今の関根議員の質問にお答えをいたします。小田寮の１

棟を独居高齢者用の町営住宅として転用できないかというご提案でございますが、現時点

においては、小田分校存続に向けた取り組みを地域住民の皆様と一丸となって推進してい

るところでございますので、年度ごとの空き部屋の状況によって他の目的での用途を検討

するものではないと捉えております。 

また、寮の敷地内で全く別の用途に使うということになりますと、寮生と高齢者、お互い

の生活動線や周辺環境に与える影響等も考慮する必要がございますので、小田分校が存続

する限りにおいては、他の施設への転用は考えておりません。以上、答弁とさせていただき

ます。 

○３番（関根律之君） 議長。 

○議長（久保美博君） 関根律之委員。 

○３番（関根律之君） はい。現時点で転用を考えていないということですが、おっしゃる

こともよく分かります。ただ、できないということもおっしゃられなかったと思うので、そ

ういう可能性もあるのかなというふうにも思いました。 

かつて、家族の形態は夫婦と子ども２人の４人家族をモデルとして全国で公営住宅がた

くさん建設されてきたと言われていますが、現在では居住形態として単身世帯が最も多い

と言われています。これから内子町でも高齢の単身世帯が増えていくと推測されますが、高

齢単身世帯は民間の賃貸住宅を借りることは難しいと言われています。また、運転免許を返

納して、山間部など交通の不便な持ち家に住むよりも、買い物や通院に便利な町の中心部に

移りたいという高齢者の方は多いのではないでしょうか。一人暮らしの高齢者を見守る福

祉という観点でも、町中心部にある程度まとまって住んでいただいた方がケアをしやすい

面もあるのではないでしょうか。今後、小田分校寮の一部だけでなく、内子や五十崎の中心

部などで、例えば民間のアパートを買い取るなどもひとつの方法だと思いますが、単身の高

齢者向けの町営住宅を増やしていくということについて検討はできないでしょうか。町長、

お考えを、ご所見をお伺いしたいと思います。 

○町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（久保美博君） 小野植町長。 

○町長（小野植正久君） はい。町営住宅、通常のですね、町営住宅についての改修。もう

これもですね、実施しなければならないということで計画をしているところであります。当

然、単身者が増えているというのは理解しておりますけれども、まずはですね、そういった

町営住宅、通常のですね、そういったところからスタートしていきたいと思っております。 

○３番（関根律之君） 議長。 
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○議長（久保美博君） 関根律之委員。 

○３番（関根律之君） はい。次に移ります。内子町はご承知のように、進学や仕事の都合

等で転出する方が多いわけですが、町外に出て暮らしを営む人で、内子に住む高齢の親を気

にかけている方も多いのではないでしょうか。 

今、ふるさと納税が返礼品の魅力などで利用する方が大変多くなっています。しかし、返

礼品の魅力だけでなく、本来の意味でふるさとを応援したい、ふるさとに残っている高齢の

親の生きがいづくりや見守りなどのために寄付をしたいという方も少なからずいらっしゃ

るのではないでしょうか。また、返礼品を不要として、少額でも使い道を高齢者福祉のよう

な事業に限定して寄付をされたいという方もいらっしゃるのではと思います。ふるさと納

税の使い道に、高齢者の生きがいづくりや社会参加の促進、見守りなど高齢者福祉事業を追

加するとともに、寄付額２，０００円の「返礼品なし」を選択できるようにしてはいかがで

しょうか。ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」の使い道のページでは、旭川市のよう

に高齢者等の見守り活動を支えるボランティアの交通費や保険料、地域ふれあいサロンを

行うための会場資料使用料等に充てるなど、使途を具体的に示すことも有効ではないでし

ょうか。 

○総務課長（黒澤賢治君） 議長。 

○議長（久保美博君） 黒澤総務課長。 

〔黒澤賢治総務課長登壇〕 

○総務課長（黒澤賢治君） はい。それでは、ただ今のご質問にお答えをさせていただきま

す。現在、内子町のふるさと納税の使い道といたしまして、５つの使い道をお示しさせてい

ただいております。１つ目が「美しい風景づくりや環境の整備」。２つ目が「町長おまかせ

コース」。３つ目が「世界につながるまち・内子を目指して！国際交流の促進」。４つ目が「歴

史的建造物の保存・活用」。５つ目が「内子高等学校小田分校の魅力化推進」でございます。 

そのうち「町長おまかせコース」は、内子町総合計画重点施策、いわゆるミライプランの

ことでございます。そのうち、ミライプラン２は「誰もが安心して暮らせるまち」でござい

まして、その中には議員ご提案の「高齢者福祉のこと」、「高齢者の生きがいづくり」、また、

「社会参加の促進」など、具体的に記載をしております。 

また一方、ミライプランはどれも重要な町の施策でございます。ですから、高齢者福祉だ

けでなく、農林商工業であったり、観光の振興、子育てや教育、防災減災の取り組みやＤＸ

の推進など、他の部分についての取り扱いや整合性について調整が必要でございます。 

ふるさと納税は議員おっしゃる通り、本来寄付を通して生まれ育った町、お世話になった

町、これから応援したい町の力になろうとする、また力になっていただく制度でございます。

こうした趣旨からも、ホームページやサイドのトップで最初に使い道としてお示しするの

は細かい内容ではなく、町としてどのようなまちづくりを行うのか、どのような町にするの

かという大きな方向性や柱をシンプルに分かりやすく、しっかり示すことが訴える、また伝

える、そういった点からも大切だと考えております。 
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ただ、必要に応じてその中身、詳細をお伝えすることができるよう、「町長おまかせコー

ス」から総合計画の中身を見ることができるようにするなどの工夫を行うとともに、他の施

策とのバランス、寄付者からの声、また、他の市町の状況などを参考にしながら、状況に応

じた配慮、対応をして参りたいと考えております。 

なお、寄付額２，０００円の返礼品なしにつきましては、すでに選択できるようになって

おります。以上、答弁とさせていただきます。 

○３番（関根律之君） 議長。 

○議長（久保美博君） 関根律之委員。 

○３番（関根律之君） はい。そうですね。本当に、本来の意味でふるさとを応援したいと

いう方も多いと思うので、特に内子町出身者が、高齢の親が内子町に住んでらっしゃるとい

う方が、その高齢者の生きがいづくりを応援したくなるような、少し一歩踏み込んで具体的

な使途をですね、明確にして書くというのは選択しやすくなるのではないかと思うので、そ

ういうことを検討していただきたいと思います。 

最後、次に移ります。ごみ収集場までごみを運ぶことが困難な高齢者に対して、ごみ出し

支援事業を実施している自治体が県内でも増えています。主に単身で生活する要介護認定

者や障がい者などを対象としている市町が多いようですが、本町でのニーズの把握や検討

状況はいかがでしょうか。 

○環境政策室長（髙嶋由久子君） 議長。 

○議長（久保美博君） 髙嶋環境政策室長。 

〔髙嶋由久子環境政策室長登壇〕 

○環境政策室長（髙嶋由久子君） それでは、関根議員のご質問にお答えさせていただきま

す。近年、高齢化や核家族化の進展に伴いまして、高齢者のみの世帯が増加する傾向にござ

います。こうした中、家庭からのごみ出しが課題になる事例が生じております。このような

中、ごみ出し支援事業を実施する自治体が全国的に増えてきており、内子町におきましても

課題のひとつと捉えております。 

これまで、ごみ出しに対しての直接的なニーズ調査は行っておりませんが、関係部署との

情報交換や地域包括支援センターが行っております各調査などによりまして状況等の把握

を行っております。令和４年度に独居高齢者及び高齢者世帯などを対象にいたしました「生

活状況に関するアンケート調査」におきましては、回答いただきました方の約２０％が「ご

み出し・粗大ごみの処分に困っている」と答えられております。可燃ごみなど、ごみ収集ル

ートであれば、収集場所の変更、増設にというようなことで対応しております。また、年４

回実施しております粗大ごみにつきましては、職員によります戸別収集を行っております。 

現状として、ホームヘルパーさんによる家事援助や、また地域の方々の助け合いによりま

して家庭からのごみ出しができているのではないかと考えております。今後さらに高齢化

が進む中、このような助け合いも困難になり、近い将来、支援を必要とする事例が増加する

ことと予想されます。保健福祉課、地域包括支援センターや関係機関と連携を図りながら地
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域の実情を把握し、ニーズを取りまとめていきたいと考えております。その上で、他の自治

体の事例を参考にしながら、効果的な支援や運営体制などにつきまして具体的な検討を次

年度より進めて参りたいと思います。以上、答弁とさせていただきます。 

○３番（関根律之君） 議長。 

○議長（久保美博君） 関根律之委員。 

○３番（関根律之君） はい。丁寧にお答えいただきまして、ありがとうございました。そ

うですね。こういったごみ出し支援をする自治体が増えているということで、状況をいろい

ろ調査、検討されているということで、非常に良かったと思います。松山市が今年度からご

み出し支援を始めたということで、ちょっと職員の方からお話を伺う機会があったんです

けれども、登録している方が４００数十名だったというふうに記憶しています。高齢化率と

か人口比を考えれば大体ニーズがどのぐらいあるのかというのも推測できると思いますの

で、ぜひ実施に向けて引き続き検討していただきたいと思うのですが、その話の中で実際に

ごみ出し支援に伺った作業員の方が、１人で住まわれている高齢者の方が実際に倒れてい

まして、助けてということで。それで何とか声掛けをして、他の方に繋いだというような事

例があったという話も聞きました。町としても、高齢の単身の方が増えていくということを

十分にもう推測、予想されていろんなことを考えられていると思いますので、ぜひこういっ

たことも前向きに検討に向けて、前向きに進めていただきたいと思います。以上で終わりま

す。ありがとうございました。 

○議長（久保美博君） 午前中の一般質問はここまでとし、休憩します。午後１時から再開

します。 

 

午前 １１時 ４１分 休憩 

 

午後  １時 ００分 再開 

 

○議長（久保美博君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次に、塩川まゆみ議員の発言を許します。 

○２番（塩川まゆみ君） 議長。 

○議長（久保美博君） 塩川まゆみ議員。 

〔塩川まゆみ議員登壇〕 

○２番（塩川まゆみ君） 議席番号２番、塩川まゆみです。１２月定例会にあたり、通告に

従いまして一般質問をいたします。よろしくお願いいたします。 

去る１１月２１日に東自治センターで行われた令和５年度内子町戦没者慰霊祭に議員と

して初めて出席いたしました。今年で戦後７８年目となり、終戦の年に生まれた方が７８歳、

実際に戦争を体験された方々は８０代後半から９０代以上のご高齢となり、戦没者遺族会

会員数も年々減少しているとのことです。式典に先立ち、町内在住の９０代の方の従軍体験
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記が朗読されました。日々上官から理由もなく殴られ「人間として扱われなかった」と、そ

の想像に余りあるお辛い体験を綴った言葉が胸に迫りました。 

当日配布された式次第には、町内１，０２６名の戦没者のご芳名が記載されています。空

襲などの直接的な被害のなかった内子町でこれだけ多くの方が戦争によって命を落とされ

たという事実に呆然といたしました。お１人お１人の名前の漢字を眺めていると、その健や

かな成長や幸せな人生を願う思いを込めて名付けられたことが伝わってきます。そんな人

たちの命が若くして戦争によって失われたことが本当に残念で悲しく、無念に思われまし

た。 

式典終了後、五十崎の龍王城跡にある慰霊塔の扉が開かれる、開扉されるということだっ

たので、私、内子町に移住してきて１２年目にして初めて慰霊塔に足を踏み入れました。そ

こには旧内子町、旧五十崎町地域出身の戦没者７２０名あまりのご遺影が壁に一面にぐる

っと掲げられており、お１人お１人の亡くなられた年齢や戦没地などが記載されています。

圧倒されました。先程述べましたように、名前をなぞるだけでも万感の思いがありましたが、

まだ幼さ残る表情、生き生きとした笑顔や軍服姿で緊張した表情などの写真の与える衝撃。

この場にはご覧になった方もたくさんいらっしゃると思いますが、これはもう言葉になり

ません。戦没者の追悼においては「戦後日本の繁栄の礎となった」、また「尊い犠牲」とい

う表現がよく耳にされます。しかし、この亡くなられた方々が徴兵されることなく地域にあ

り、その才能や特技を生かして生業にいそしまれ、愛する父や夫や子どもと家族として暮ら

し、人生の長きにわたって平和のうちに過ごされた方がどれだけ地域や国を豊かにしたこ

とでしょう。遺族の皆様も、大切な家族であり支えであった人を失って、文字どおり塗炭の

苦しみを味わうようなことはなかったことでしょう。 

町長をはじめ、遺族会の方々の式典における慰霊の言葉においても、戦争体験の風化、次

世代に伝えていくことの困難さについて語られました。またこの機会、ご遺族の方から直接

お話を伺うこともあり、今回の一般質問に取り上げたいと強く思った次第であります。 

そこで、まず１つ目、慰霊塔の維持管理及び開扉について質問させていただきます。現在、

慰霊塔の維持管理については遺族会会員有志で、周辺の清掃作業を年２回程度行っている

とのことです。このまま遺族会有志にお任せしていては、当然高齢化などにより担い手がな

くなることは明らかですが、今後の維持管理について町のお考えを聞かせてください。 

○議長（久保美博君） 塩川まゆみ議員の質問に対して理事者の答弁を求めます。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 議長。 

○議長（久保美博君） 久保宮保健福祉課長。 

〔久保宮賢次保健福祉課長登壇〕 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 慰霊塔の維持管理等についてお答えをいたします。先の

大戦で命を落とした戦没者を偲ぶため、各地で慰霊碑、慰霊塔が建立されました。内子町に

は、龍王公園の内山慰霊塔と寺村の小田町慰霊塔がございます。建設者はそれぞれ内山慰霊

塔建設推進協議会、小田町慰霊塔建設委員会となっており、管理を遺族会や郷友会が行って
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おります。 

内山慰霊塔では、平成１０年頃に雨漏りによる修繕を遺族会、郷友会で行っておりますが、

過去の雨漏りの関係から内部天井のコンクリート剥離などがみられ危険であり緊急性が高

いため、今年度遺族会からの申請に基づいて町が補助を行い、遺族会において修繕を行いま

した。今後もこうした修繕等については町も支援を行いながら、遺族会で取り組んでいただ

きたいというふうに考えております。 

内子町遺族会会員は平成２４年度は４９２人いらっしゃいましたが、現在は３１２人と

なり、年を追うごとに減少をしてきております。管理につきましては、遺族会、郷友会で年

３回清掃活動を行い、お盆の３日間は内山慰霊塔の一般開放を行っております。慰霊塔開放

につきましては遺族会には総会等で周知をしておりますが、地域住民に対しては周知をさ

れておりません。今後どのような形で周知ができるのか、遺族会と相談していきたいという

ふうに考えております。 

世界中で大規模な紛争が続く中、戦争の悲惨さ、平和の尊さを伝えていくことは大切なこ

とでございます。内子町では、戦前、戦中、戦後の激動の時代を生き抜いてこられた方々か

らご寄稿いただきまして「私の戦争体験記」として、平成２４年に冊子にまとめております。

この冊子は学校や図書情報館、各自治センターに配布したほか、一般には有償で販売をいた

しております。また、成人式、２０歳の記念式では記念品として毎年参加者に配布をして、

若い方にも読んでいただくようにしております。以上、答弁とさせていただきます。 

○２番（塩川まゆみ君） 議長。 

○議長（久保美博君） 塩川まゆみ議員。 

○２番（塩川まゆみ君） はい。ありがとうございます。清掃作業、年に３回、遺族会の方

がされているということですけれども、例えばその実施や計画について、町の方が積極的に

今後関与していくというお考えはおありでしょうか。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 議長。 

○議長（久保美博君） 久保宮保健福祉課長。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 清掃活動はもうボランティアっていう形でやっていただ

いております。内子の遺族会、遺族会の内子支部と五十崎支部で１回ずつ、それから郷友会

で１回という形になっておりますけれども、遺族会の中でももう一つ下の組織があります

ので、そこを順番に、輪番でやっているというような形で取り組んでもらっておりますが、

そういった流れにつきましては、もう各遺族会の考えで取り組んでいただいたらというふ

うには考えております。 

○２番（塩川まゆみ君） 議長。 

○議長（久保美博君） 塩川まゆみ議員。 

○２番（塩川まゆみ君） 例えば、その清掃日程をですね、遺族会の中だけではなく広く周

知する。何らかの形で周知することで、同じようにボランティアとして参加したい方々もい

らっしゃるかもしれませんので、そういう点も、もし検討していただけたらと思うのですが、



令和５年１２月第１３８回内子町議会定例会 

52 

 

いかがでしょう。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 議長。 

○議長（久保美博君） 久保宮保健福祉課長。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 清掃につきましては、春・秋の彼岸前、それからお盆前

ということで参拝する時期の前に清掃活動は行っておりますけれども、その清掃の件につ

いて、ちょっと町の方に連絡があってということではないんですが遺族会と相談しまして、

そういった呼びかけについてもできるかどうかまた検討させていただいたらというふうに

思っております。 

○２番（塩川まゆみ君） 議長。 

○議長（久保美博君） 塩川まゆみ議員。 

○２番（塩川まゆみ君） ありがとうございました。 

続きまして、町民への周知についてです。先程答弁にもありましたように、「私の戦争体

験」という冊子があるのはとても良い取り組みだと思われますし、２０１２年８月の広報う

ちこの巻頭特集「平和をつなぐ」の中でも、慰霊塔内部の写真や町内の戦争体験者のお話、

また２０１５年８月の広報うちこの特集においても１ページを使って慰霊塔について詳細

に紹介された記事がありました。これらは大変有意義な取り組みだと考えます。 

現在、扉を開ける開扉は、先程から述べられているように、お盆の頃、終戦記念日前後と

戦没者慰霊祭の日ということですが、他の自治体では、これに春と秋のお彼岸の期間を加え

たり、事前予約によって随時、または固定の曜日などで開扉する事例もございます。戦没者

遺族の方が慰霊として記念日に訪れるだけではなく、それこそ戦争の記憶のこれ以上の風

化をとどめ、その悲惨さを次世代にも伝え、平和について考えてもらう機会とするためにも、

より幅広く町民の方に知っていただく必要があると考えるんですが、開扉の機会を増やす

ことについてはどうお考えでしょうか。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 議長。 

○議長（久保美博君） 久保宮保健福祉課長。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 質問の確認なんですけど、これは２番目の質問ではなく

て、先程の関連質問ということでよろしいでしょうか。 

○２番（塩川まゆみ君） はい。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 分かりました。すいません。 

開扉の頻度につきましては、遺族会に開扉は行っていただいております。開扉について一

般開放する場合に、一般の方が来てもらう場合に、ただあの中を見ていただくっていうこと

ではなくて、そういった状況とかもできれば語っていただければより深い学習になるかな

というふうに思いますけれども、そういった調整がちょっと今の段階でまだできておりま

せんので、そういったことも含めて遺族会と相談して、できることがあれば進めていきたい

というふうに考えております。 

○２番（塩川まゆみ君） 議長。 
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○議長（久保美博君） 塩川まゆみ議員。 

○２番（塩川まゆみ君） ありがとうございます。広報での特集も大変読みごたえのある充

実した内容であり、今後もまた繰り返し特集されていくことだと考えます。また成人式で

「私の戦争体験」が配布されている、また町内の各所でも手に取れるようになっているとい

うことは本当にとても良いことだと思うんですが、さらに取り組みを進めてこの慰霊塔や

戦争体験を学校での平和学習に、平和のための学習に活用するというお考えは、教育長、い

かがでしょう。 

○教育長（林純司君） 議長。 

○議長（久保美博君） 林教育長。 

○教育長（林純司君） はい。先程から話題になっておりますが、確かに戦争体験をされて

きた方が高齢化になり、少なくなっている事実がございます。一方で、この慰霊塔などはで

すね、地域にある本当に平和学習にはもってこいの教材だと私考えておりますので、改めて

ですね、この慰霊塔をですね、平和学習に有効に使えるように、また子どもたちにきちっと

継承できるように、校長会等を通しましてですね、周知をしていきたいと思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。。 

○２番（塩川まゆみ君） 議長。 

○議長（久保美博君） 塩川まゆみ議員。 

○２番（塩川まゆみ君） ありがとうございました。子どもたちにもぜひ本当、戦争体験等、

遠くなっていくんですけれども、あれを見ることの衝撃といいますか、良い意味でとは言い

ませんけれども、やっぱり記憶を風化させないためにも、また想像力ということで、平和の

ためにぜひ、子どもたちの教育にも生かしていただきたいと思います。 

続きまして、２つ目、内山慰霊塔周辺環境の整備についてお尋ねいたします。慰霊塔のあ

る丘は龍王城の跡ということですが、ちょうど私が訪れた頃は紅葉もちょっと終わりかけ

でしたけれど美しく、ウォーキングや犬の散歩の方ともすれ違って、地元の方にとって憩い

の場になっていることがうかがわれました。しかし、慰霊塔のそばの東屋の床などはちょっ

と使用がためらわれるほど傷んでおりまして、多分、町の管理ではないのかもしれませんけ

れども、またその慰霊塔に至る石段や脇の道なども、ここが龍王城跡であり慰霊塔があると

いうことが、初めて訪れる人にはちょっと分かりにくいのかなと感じられました。現在、藤

棚の改修などが予算化され、龍王公園の再整備が進められていますが、この慰霊塔周辺地域

の環境整備についてはどのようにお考えかお聞かせください。 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 議長。 

○議長（久保美博君） 久保宮保健福祉課長。 

〔久保宮賢次保健福祉課長登壇〕 

○保健福祉課長（久保宮賢次君） 内山慰霊塔では、遺族会、内山郷友会で年３回、先程申

しましたように春と秋のお彼岸前、お盆前に周辺の草刈、清掃を行い、慰霊に来られる方が

気持ちよく訪問できるようにいたしております。戦没者を偲び、戦争の記憶を伝承するため
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にも、引き続き、遺族会、郷友会に関わっていただき、戦争の悲惨さ、平和の大切さを伝え

る活動とともに、清掃を含めた維持管理に取り組んでいただきたいというふうに思ってお

ります。 

また、龍王城跡を含めた龍王公園全体の環境整備としまして、町において樹木の剪定など

の整備を行っており、引き続き、環境整備に努めていく予定でございます。以上、答弁とさ

せていただきます。 

○２番（塩川まゆみ君） 議長。 

○議長（久保美博君） 塩川まゆみ議員。 

○２番（塩川まゆみ君） ありがとうございます。高級施設であるオーベルジュ内子での宿

泊や食事、入浴などで利用されるお客様、またバイオマスの視察も県内外から受け入れてお

ります。そのお客様などが周辺を散策すると想定した場合も兼ねて、周辺の環境整備には力

を入れていただきたいと思います。 

関連して２番目の質問に移ります。旧町時代の町有施設についてです。慰霊塔に隣接する

旧五十崎民俗資料館は２００８年、平成２０年１月より休館しているそうですが、今回見た

ところ、建物の床下にやや壊れた道具が放置されていたり、ちょっと荒れ気味の空き家のよ

うな様子になっております。まず、この旧五十崎民俗資料館の現況と今後の活用方針につい

てお尋ねいたします。 

○自治・学習課長（福見光生君） 議長。 

○議長（久保美博君） 福見自治・学習課長。 

〔福見光生自治・学習課長登壇〕 

○自治・学習課長（福見光生君） 塩川議員のご質問にお答えをしたらと思います。龍王公

園隣接する昭和５４年に開館いたしました五十崎歴史民俗資料館は、平成１９年より休館

中でございます。収蔵資料は１，７８８点でございます。開館当初に、五十崎地区の老人会

が明治百年記念事業として町内から収集された資料をはじめ、五十崎地区の地域史を物語

る民俗資料を収蔵しております。収集後は国の交付金事業等を活用しながら、資料整理を適

切に行っております。休館中と申しましても、町民等の要望に応じて、職員が同行した上で

館内を見学していただいております。本年度、令和５年度においては、内子町女性団体連絡

協議会が主催し、１０月２４日に館内見学会を含む研修会を実施いたしました。今後も、同

様な見学会や自治センター主催による各種講座において企画を催しながら、活動を広げて

参りたいと考えております。以上、答弁とさせていただきます。 

○２番（塩川まゆみ君） 議長。 

○議長（久保美博君） 塩川まゆみ議員。 

○２番（塩川まゆみ君） ありがとうございます。単に閉じているだけではなく、そういっ

た求めに応じて開放されていることもあると聞き安心したのですが、年にどのぐらい利用

されているのでしょうか。また、日頃の定期点検的な作業というのは、年間どの程度の頻度

で行われているんでしょうか。 
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○自治・学習課長（福見光生君） 議長。 

○議長（久保美博君） 福見自治・学習課長。 

○自治・学習課長（福見光生君） はい。開館といいましょうか、こういう利用の仕方につ

いて、私の記憶では２回から３回というふうになっております。 

通常の維持管理につきましては、自治・学習課の職員２名から３名におきまして、ドアの

開け閉め等を行いながら定期的な換気等を行っているところでございます。 

○２番（塩川まゆみ君） 議長。 

○議長（久保美博君） 塩川まゆみ議員。 

○２番（塩川まゆみ君） 当時はとても、旧五十崎町時代にはとても先進的な取り組みであ

ったというふうに当時を知る方からお伺いしたんですけれども、ちょっともったいない。今

それだけの資料の収集をしながら、町内団体の研修に多少使うようでは、これもったいない

んじゃないかと思うんですね。１問目の答弁とも関連するんですけれども、このただ今、再

整備中の龍王公園の地域にありまして、例えばこの旧五十崎民俗資料館の全部じゃなくて

も、一部を戦時資料館として再整備するというのはどうかと考えたんです。東京都町田市の

例ですけれども、これは慰霊塔に隣接する敷地に建物がありまして、そこを町田市戦没者合

同慰霊塔会館という名称にして戦没者慰霊塔への参拝者の休憩所として、また展示資料を

展示する施設として随時開館されています。そのような整備も位置関係的にですね、可能で

はないかと思うのですが、その可能性についてはいかがお考えでしょうか。 

○自治・学習課長（福見光生君） 議長。 

○議長（久保美博君） 福見自治・学習課長。 

○自治・学習課長（福見光生君） はい。まずですね、活用の方法。先程は自治センター主

催による活動というふうな、講座というのはご説明させていただきましたけれども、その他

ですね、子どもたち向けではございますけれども、五十崎のコミュニティスクール、これら

のふるさと学習の方で使わせてもいただいておりますし、他の事業につきましては自治・学

習課所管でありますけども、直接業務展開をさせているところでございます。新しい施設の

建設につきましては様々な課題もあろうと思います。当然予算のこともあると思いますし、

その辺りはですね、総合的にこれからの課題として考えさせていただいたらというふうに

思います。よろしくお願いします。 

○２番（塩川まゆみ君） 議長。 

○議長（久保美博君） 塩川まゆみ議員。 

○２番（塩川まゆみ君） 新設ということではなくて、この既存の民俗資料館の一部を活用

という形で考えたんですけれども、ぜひ前向きにご検討いただけたらと思います。 

続きまして、同様に２番目。旧小田町郷土資料館の現況と今後の活用方針についてもお尋

ねします。こちら旧小田町郷土資料館も２００４年、平成１６年以来閉館しているというこ

とですが、２０１７年から１８年にかけて、平成３０年頃、愛媛大学社会共創学部の研究室

が中心となり、小田自治センター、教育委員会、地元住民と連携の上、旧小田町郷土資料館



令和５年１２月第１３８回内子町議会定例会 

56 

 

に収蔵される民俗資料の継承と活用の可能性を検討する「小田の民具継承プロジェクト」と

いうのが実施されました。その後、このプロジェクトで得られた知見などはどのように生か

されているのか、お聞かせください。 

○自治・学習課長（福見光生君） 議長。 

○議長（久保美博君） 福見自治・学習課長。 

〔福見光生自治・学習課長登壇〕 

○自治・学習課長（福見光生君） はい。塩川議員さんのご質問にお答えしたらと思います。

どう生かされているかということでございますけれども、２－（２）の今後の活用方針とい

うようなことでよろしいでしょうか。 

中田渡地区にある旧小田郷土資料館は平成１６年より休館し、平成１８年に閉館してお

ります。収蔵資料は２，３６５点でございます。現在の城の台公園にあたる太田城跡遺跡か

らの出土品をはじめ、農機具類や植樹に関わる歴史民俗資料を収蔵しております。現在の施

設見学の方法や今後の活用については、先程説明させていただきました五十崎歴史民俗資

料館同様でございます。参考としましては、実績といたしまして、小田小学校のふるさと学

習や、旧二宮家の方に民具の展示をして町民の皆さんにご鑑賞いただいているところでご

ざいます。以上、答弁とさせていただきます。 

○２番（塩川まゆみ君） 議長。 

○議長（久保美博君） 塩川まゆみ議員。 

○２番（塩川まゆみ君） ありがとうございます。この平成３０年の民具を通した生活文化

継承プロジェクトのプレスリリースの中にもありましたけれど、本当、郷土資料館の関連予

算の減額や人手不足により、収蔵庫の確保、活用管理が十分に行うことができない実態が指

摘されて、また地元住民から持ち込まれる民俗資料も増加傾向にあり、これら寄贈された貴

重な資料をどのように継承し活用するかが自治体にとって大きな問題になっているという

ことが指摘されておりました。これは文化財行政として町のみならず、地元住民や学校教育

機関、ＮＰＯなど、多数なステークホルダーが協働、連携し、生活の中で継承を活用してい

く新しい試みが必要とされております。五十崎や小田の例でも、学校のふるさと学習に生か

すというのはひとつの有効な活用方法であると思いますけれども、これらを例えばこれ以

上の有効活用が望めない、負担になるってなったときには、もう当然、地域の方のお考えも

十分に聞いて、今後の方針について活用していく必要があると考えますが、今この、これら

の郷土資料館について地域の方の意見を聞く機会というのは、何らかの形で設けてあるの

でしょうか。また、地域の方にどのように認知されているのかについては把握されています

か。 

○自治・学習課長（福見光生君） 議長。 

○議長（久保美博君） 福見自治・学習課長。 

○自治・学習課長（福見自治・学習課長） はい。旧小田郷土資料館についての地域の認知

ということでございますけれども、周辺の自治会の皆さんにつきましては、今までの経緯を
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含め十分に、この施設の中にですね、どのようなものがあるかっていうのは理解をされてい

るものだというふうに思います。ただし、旧内子であったり、旧五十崎においてはですね、

距離もあることですし、いわゆる宣伝活動というのはできていないのが状況でございます。

その辺り、しっかりと今後やる必要があるのかなというふうに、今ご質問を聞いてですね、

思いましたので、今後強化して参りたいというふうに考えております。 

○２番（塩川まゆみ君） 議長。 

○議長（久保美博君） 塩川まゆみ議員。 

○２番（塩川まゆみ君） ありがとうございました。それでは、この２番目の質問の最後、

（３）旧五十崎町、旧小田町内の文化資源の保存と活用についての将来的な方針についてお

尋ねします。今回、これまでこのそれぞれの郷土資料館２つ取り上げましたが、この２施設

に限らず、合併前の旧３町が管理していた施設で、その機能や目的が重複するようなものも

当然あり、その維持管理や運営方針については、合併当時に各地区の地域審議会によって精

査・検討され、今に引き継がれているものと理解しております。しかし、合併から１８年が

経過し、また今回新たな総合計画の策定中の今、改めて町のグランドデザインにおいて、こ

れら旧町の遺産ともいうべき施設の位置付けを再確認し、有意義な形で整理する必要があ

るかと考えます。あくまで個人的な考えではありますが、例えば旧内子町では、商店街に歴

史民俗資料館として「商いと暮らし博物館」があり、また町並み保存地区もあります。当時

の生活に密着した資料の展示保管などは、これらの施設が主に担当する。そして五十崎には、

五十崎出身の戦没画家である上岡美平氏のアトリエや、２０１７年には企画展も開催され

た実績もあり、例えばですけれども、美術、アート、戦時資料に特化したような資料館を考

える。そして小田地区では農村や山間地の暮らしの民俗資料に特化するなど、これ本当、あ

くまで１例ですけど、地域によってそれぞれの資料館の特色を出していくということも考

えられると思います。この辺については、いかがお考えでしょうか。旧３町のそれぞれの文

化資源の今後の活用についてです。お聞かせください。 

〔福見光生自治・学習課長登壇〕 

○自治・学習課長（福見光生君） 議長。 

○議長（久保美博君） 福見自治・学習課長。 

○自治・学習課長（福見光生君） はい。塩川議員さんのご質問にお答えしたらと思います。

３町の施設ということでございますけれども、どのように活用していくかっていうような

ことでございます。今後におきましてもですね、旧五十崎町、旧小田町、先程申しました五

十崎民俗資料館や旧小田郷土資料館、これを含めますものでございます。内子町全域の取り

組みとしてですね、民具の出張活用を小・中学校のふるさと学習に教材用として提案したり

ですね、町民対象の「ふるさと学のススメ」という教育委員会が主催する郷土講座で活用を

図って参りたいというふうに考えております。町内の資料、これら２万点ございますので、

それらを有効活用しながらですね、小田は農林業の機具、そしてまた、五十崎は和紙関連の

ものもございます。そして、内子は先程もありました木蝋関係が収蔵してありますので、こ
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れを有効的に活用することが大事かなというふうに思っています。先程申されました総合

的な施設の活用については今後の課題としてですね、取り組んで参りたいというふうに考

えております。以上でございます。 

○２番（塩川まゆみ君） 議長。 

○議長（久保美博君） 塩川まゆみ議員。 

○２番（塩川まゆみ君） はい。ありがとうございました。まさに地域の宝であります。地

域内での活用はもちろんですが、全国や世界にですね、本当、古民具マニア、また戦時資料

マニアというのはあれですけど、そういういろんな方々、好事家の方々もおられますので、

そういう方々が例えば移住や関係人口として関わることができるように広報を広げていく

という考え方もあります。ぜひ、次回の総合計画の中でも積極的な活用を検討していただけ

たらと思います。 

続きまして３番目、旧森家住宅の今後についてお尋ねさせていただきます。 

まず１番。１１月２０日より町のホームページで公開され、現在実施中のサウンディング

型市場調査についてです。サウンディング型市場調査という言葉を今回初めて耳にいたし

まして、質問に先立ちまして、国土交通省総合政策局発行の「地方公共団体のサウンディン

グ型市場調査の手引き」などを紐解き、個人的にも大変勉強になりました。内容や意義につ

いてはある程度理解したものですが、すでに第１期工事実施設計事業が開始している今、こ

のサウンディング型市場調査を実施する意図と、その結果をどのようにこの第１期工事実

施設計事業に反映していくのか、お聞かせ願いたいと思います。 

そもそもこのサウンディング型市場調査は実施設計の受託業者の決定に先立ち行われる

ものではないかなという印象を得たのですけれども、町の該当ホームページの下の方には

「実施設計受託業者の提案内容」として資料ももうすでに公開されております。ちょっとタ

ブレットの方に送信させていただきましたけど、これもこのホームページの中に、このよう

な形でですね、マルシェやカフェ、ショップなどが、あくまで案ですけれども提示されてい

る状態にあって、今回のこの市場調査の結果をどのようなふうに反映していくのか、お聞か

せ願えたらと思います。 

○町並・地域振興課長（畑野亮一君） 議長。 

○議長（久保美博君） 畑野町並・地域振興課長。 

〔畑野亮一町並・地域振興課長登壇〕 

○町並・地域振興課長（畑野亮一君） サウンディング型市場調査は、先程、議員お調べに

なったとお聞きしましたが、個別の事業の必要性に応じて様々な段階で実施される検討プ

ロセスのひとつであります。今回は事業化検討の段階で、民間のノウハウを活用することな

どを目的とし実施いたします。具体的には、情報の提供、発信により、参入意欲の向上や、

事業をより良くするための意見収集、事業スキームなどを事業者との対話により把握いた

します。参加したことによるインセンティブはなく、対話する機会を設けることを一番の目

的といたします。これにより、行政内部だけでは考えられなかった優れたアイデア等を把握
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できることに期待しております。 

結果の位置付けにつきましては、実施設計に反映することを約束するものではありませ

んが、良いご提案があれば実施設計や２期、３期の整備に反映することが考えられます。集

客効果を商店街や周辺地域に波及させる仕組みが必要なので、ワーキンググループや地域

住民との話し合いも継続しながら、より良い施設を目指したいと考えております。以上、答

弁とさせていただきます。 

○２番（塩川まゆみ君） 議長。 

○議長（久保美博君） 塩川まゆみ議員。 

○２番（塩川まゆみ君） ありがとうございます。それでは、この１期工事で今、提案され

ておりますけれども、建物はすべて残し、この建物を具体的にどのように活用するかの部分

についての調査という捉え方でよろしいんでしょうか。 

○町並・地域振興課長（畑野亮一君） 議長。 

○議長（久保美博君） 畑野町並・地域振興課長。 

○町並・地域振興課長（畑野亮一君） 今回の調査につきましては、建物戸別への提案を受

け付けておりますし、全体としての提案を受け付けております。また、建物の使用方法につ

いて具体的なご意見を聞かせていただけるものと期待しております。 

○２番（塩川まゆみ君） 議長。 

○議長（久保美博君） 塩川まゆみ議員。 

○２番（塩川まゆみ君） 例えば、この１期工事の範囲全体の優れたアイデアとして、何ら

かの建物の取捨選択が行われるとしたら、それも受け入れる余地があるということでしょ

うか。 

○町並・地域振興課長（畑野亮一君） 議長。 

○議長（久保美博君） 畑野町並・地域振興課長。 

○町並・地域振興課長（畑野亮一君） １期工事につきましては、今のところ全ての建物を

活用する方向で検討しております。 

○２番（塩川まゆみ君） 議長。 

○議長（久保美博君） 塩川まゆみ議員。 

○２番（塩川まゆみ君） 分かりました。続いて２番目です。この旧森家整備事業は、今後

２期、３期に分けても同様に工事が進められていく予定ですが、先程ちょっと答弁にもあり

ましたけど、それぞれの工事についても今回のような手法で市場調査を実施する予定でし

ょうか。今決まっている範囲でお聞かせください。 

○町並・地域振興課長（畑野亮一君） 議長。 

○議長（久保美博君） 畑野町並・地域振興課長。 

〔畑野亮一町並・地域振興課長登壇〕 

○町並・地域振興課長（畑野亮一君） ご質問の第２期工事以降の進め方につきましては、

基本計画をベースに、設計者を交えてワーキンググループで詳細を詰めていく予定でござ



令和５年１２月第１３８回内子町議会定例会 

60 

 

います。２期工事分は交流スペースとしての整備を計画しておりますが、一部はテナントと

しての利用があるかもしれません。その場合は、同様の市場調査を実施する可能性はござい

ます。以上、答弁とさせていただきました。 

○２番（塩川まゆみ君） 議長。 

○議長（久保美博君） 塩川まゆみ議員。 

○２番（塩川まゆみ君） はい。この旧森家については、これまでも何度か議会でも特に大

きな話題として扱ってきた経緯があるんですけれども、やはりもう取得したものであるし、

ある程度進んだものであるので、本当に有効な、町民に愛され、地域のためになる施設にな

ってほしいという思いはもう皆様と全く同じです。ちょっとこの特に１期工事に関しては、

今の答弁を伺ってもちょっと納得のいかない、腑に落ちないところはあるんですけれども、

ただどういう形であれ、町民への公開と報告を速やかに、また議会に対しても行いながら、

より良いものになるように。なるべく透明なプロセスを経て、いろんなことを決めていただ

きたい。特にこの指定管理などについては決まり次第といいますか、そこが見えてこないと、

今後の予算もですけれども、議会で検討する中において、ちょっと検討材料として不足する

ことになると思うんですね。なので、そのあたりをきっちりしていただきたいなと思うんで

すが、その点は大丈夫ですか。 

○町並・地域振興課長（畑野亮一君） 議長。 

○議長（久保美博君） 畑野町並・地域振興課長。 

○町並・地域振興課長（畑野亮一君） はい。その点は強く心がけて、今後もホームページ

等での発信も続けていきたいと考えております。 

○２番（塩川まゆみ君） 議長。 

○議長（久保美博君） 塩川まゆみ議員。 

○２番（塩川まゆみ君） ぜひホームページだけではなく、実際に地域住民の方との対話も

取り入れていただきたいと思います。 

最後に４番目。今後の町内小学校の再編計画についてお尋ねします。令和４年の出生者数

は通告書で５０人としていましたが、昨日改めて町のホームページで公開されている数字

を確認しましたところ、２０２２年１月から１２月の１年間の出席数は５８人でありまし

た。いずれにしても、このままいけば７年後、町内全体で小学校の新入生が３０人学級にし

ても２クラスということになります。現在７つある町内の小学校については、今後の統廃合

なども視野に入れた具体的な検討が急務であり、９月２０日には教育改革懇談会で今後２

年かけて議論し、答申をまとめる予定になっているとの新聞報道も拝見しました。この学校

再編に向けたロードマップの作成など、具体的な取り組みはどの程度進んでいるのでしょ

うか。お尋ねいたします。 

○学校教育課長（亀岡秀俊君） 議長。 

○議長（久保美博君） 亀岡学校教育課長。 

〔亀岡秀俊学校教育課長登壇〕 
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○学校教育課長（亀岡秀俊君） はい。塩川議員の「町内小学校の今後のあり方、ロードマ

ップ作成等の具体的な取り組みについて」にお答えいたします。 

ご存知の通り、現在内子町では、内子町の学校教育の現状や課題を的確に把握するととも

に、子どもたちにとってより良い学校教育環境の提供、内子らしい教育のあり方などを幅広

く検討し、学校教育の質の維持及び向上に取り組む必要があることから、内子町教育改革懇

談会を今年度設置いたしております。教育改革懇談会では、教育委員会からの諮問に応じて、

小・中学校の適正規模、また適正配置に関する改革案や基本的な考え方などを議論いただい

ているところです。今後、教育改革懇談会からの答申を受けまして、具体的な方針が定まる

ものと考えております。以上、答弁とさせていただきます。 

○２番（塩川まゆみ君） 議長。 

○議長（久保美博君） 塩川まゆみ議員。 

○２番（塩川まゆみ君） ただ今、検討中であることは分かったんですけれども、具体的に

は何年までに結論を出す予定でしょうか。先程２年かけて議論するというのがあったんで

すけれども、これ例えば２年後の時点で何校にするという結論まで達する見通しをお持ち

なんでしょうか。 

○学校教育課長（亀岡秀俊君） 議長。 

○議長（久保美博君） 亀岡学校教育課長。 

○学校教育課長（亀岡秀俊君） はい。今後のスケジュール、予定でございます。まずです

ね、来年度、令和６年度には中間答申をいただきたいと考えております。その後、２年後に

なりますけども、令和７年度に最終答申をいただきたいということにしております。しかし

ですね、やはりこの問題は当事者、また地域共々、やはりすごく重い問題でもございますの

で、この議論については拙速であってはいけないというふうに考えております。従いまして

丁寧な議論が必要になると思いますので、もしかしたらこの期間は延びる可能性も十分あ

るということをお含み置きいただけたらと思います。 

○２番（塩川まゆみ君） 議長。 

○議長（久保美博君） 塩川まゆみ議員。 

○２番（塩川まゆみ君） 平成２２年の前回の統廃合の時の教育改革懇談会答申では、「現

在及び将来予想される児童・生徒数の状況を考慮し、極端な少人数学級は解消すべきであ

る。」という方針に基づいて、統廃合がなされたということでありました。また、その中で

は「学校規模がある程度大きくなることにより、子どもの学習の面でも、生活の面でも多様

な同年代の子どもたちと接することで刺激を受け、活気が増し、幅広い感受性を持った人間

形成を行うことができる。」とあるのですが、これだけ少子化が進んでいきますと、この当

時のような、必ずしも同年代の集団教育をもって幅広い感受性を持った人間形成に資する

ことができない、やりたくてもできない状況が迫っていると思うんですね。集団教育だけを

言えばいずれ町内の小・中学校各１校に集約されることになります。方向性としてはもう、

そうならざるを得ないという見通しを現在でお持ちでしょうか。答えにくい質問かもしれ
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ませんが、だいたいのところは。 

○教育長（林純司君） 議長。 

○議長（久保美博君） 林教育長。 

○教育長（林純司君） 本当に今の状況ではなかなかお答えしにくいことなんですけど、今、

議員が言われましたように集団教育、やはり児童生徒が集団の中で多様な考え方を認め合

い、協力し合い、それから切磋してですね、一人ひとりの資質や能力を伸ばしていく環境と

いうのはね、必要だということは文科省が言っております。そのためには、やはり一定の規

模を確保する必要性があるというふうに文科省が言っております。ただし、一方で小規模校

はですね、地域のコミュニティの核でもございますし、防災の面、それから地域づくりの面

でも重要な役割を果たしております。そういった面とですね、またある一方で小規模校のメ

リットもございます。集団教育のメリットもある一方で、丁寧なやはり指導ができる。それ

は生活指導にしても、勉強の指導にしても、小規模校では丁寧にできますから、その辺はで

すね、やはり難しい問題で。一定規模をどこにもつのか。その辺をですね、この委員会にお

いてじっくりと協議していただきながら。当然１つ、今の内子町の児童生徒の数でいえば小

学校１校、中学校１校ということは現実的にはあるんですけれども、例えば小学生の通学時

間がそれで体力的にもつのか、そういったこともございます。それを総合的に考えながら、

委員会の中で具体的な再編案を考えていただきたいなと思っておりますので、今少しお待

ちいただきたいなと思います。 

○２番（塩川まゆみ君） 議長。 

○議長（久保美博君） 塩川まゆみ議員。 

○２番（塩川まゆみ君） 丁寧なお答え、ありがとうございます。この質問はもう小学校の

再編としていますけれども、要するにもうこれまでも何度も繰り返してこられたように人

口問題であり、教育も含めた地域の環境整備の問題です。午前中の同僚議員の質問の中にも

ありましたけれども、高校存続のために小田地区では地域が一丸となって取り組んでいる

事例があります。これは義務教育でありますけれども、この熱意を小・中学校にも地域が持

たなければいけない時代が来ているのではないかと思われるんですね。例えば、先程おっし

ゃられましたように集団で言えば１校１校でいいかもしれないけれども、小規模校を何ら

かの形で地域に残し、学びの多様性と子どもたちの学習権を保障するという意味でも、本当

に内子町の教育哲学というか理念が問われるこの１０年と、向こう７年の間に問われるよ

うな事態が迫っていると思うんです。各校区の中で、今後の子どもの数の推移というのは大

体把握されていると思うんですけれども、最低、例えばこの学校の校区には何人の子どもを

死守したい。それだけの子育て世帯が住んでくれるような対策も早急に導入するというよ

うなことも含めて、町長、いかがお考えですか。この小学校の再編問題について。所見をお

聞かせください。 

○町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（久保美博君） 小野植町長。 
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○町長（小野植正久君） もう全体的にですね、本当に子どもたちが、出生が少なくなって

いるというようなことでございます。本当にそういう意味ではですね、危機感を持っており

ます。少しでもですね、子どもたちを増やさなければならないということでですね、いろん

な政策も作り、また施策を出させていただいているところであります。こういったことはで

すね、今後とも続けていこうと思っております。ただそういう中でですね、それぞれの今、

小学校でいえば７校ございますけれども、その７つのところでですね、何人までとかですね、

そういうことについてはですね、ちょっと軽々に今、この場でですね、言えることでもあり

ませんし、それはこれからおそらく、いろんな議論がされていくんだろうというふうに思っ

ております。いずれにしてもですね、子どもたちが少しでもこの内子で出生してくれるよう

なですね、そういう環境をですね、私たちはしっかり作っていく。そのために一生懸命に取

り組んでいくということだろうというふうに思っておりますので、お願いをいたします。 

○２番（塩川まゆみ君） 議長。 

○議長（久保美博君） 塩川まゆみ議員。 

○２番（塩川まゆみ君） ありがとうございます。本当に地域から学校がなくなるというの

は、当然これまでの合併を経て体験している地域が町内にあるわけですけれども。地域住民

の方にしてみたら、我が子が卒業してしまうとどうしても学校はある程度遠い存在になっ

てしまうんですけれど、地域から学校がなくなると子どもたちがいなくなり、通う教職員も

いなくなる。教材業者さんの出入りもなくなって、地域に人の往来が圧倒的に減ってやっぱ

り活気がなくなってしまうわけなんですよね。これはもう単に子どもの教育だけの問題で

はなくて、自分の住む地域がそれでいいか。もし静かになっていいやと思う人が多ければ、

もうその地域はそういうことで仕方がないのかもしれませんけど、結局この地域住民が自

分たちの地域をどうしたいか。学校を残すことも含めて、本当に我が事として考えていただ

きたい。先程も申し上げましたけど、やっぱり我が子やお孫さんなどが卒業してしまうと、

一般の人にとっては学校っていうのはちょっと遠い存在になってしまうんです。なので、こ

の場で役場と議会だけで議論するのではなくてですね、もう何より地域の方を。そのために

コミスクなどの取り組みもありますけれども、そのコミスクにも関わっていない方、環境と

しての学校、ひいては結局は自治ということになるんですけど、そういう意識を高めるため

の活動を、これは全町横断的に考えていった方がいいと思うんですけれども、副町長、いか

がお考えでしょうか。 

○副町長（山岡敦君） 議長。 

○議長（久保美博君） 山岡副町長。 

○副町長（山岡敦君） はい。私の答えも、もう教育長とだいたい同じ見解でございます。

一概に一つの答えを先に出すっていうのはですね、これはナンセンスだろうと思いますし、

あってはならないことだろうと思います。その時その時に応じた内子町での教育のあり方、

これもまた違ってくるんではないかなと思うんですよね。これから情報化がどんどん進み、

人口の構造も変わっていく中、また経済がどうなっているか。その辺りも本当にいろいろな
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面を考慮しながら、教育のあり方っていうのも、その場その場で語っていかなければならな

いというふうに思いますので、今すぐこうだという答えは私の方からも申し上げることが

できません。以上です。 

○２番（塩川まゆみ君） 議長。 

○議長（久保美博君） 塩川まゆみ議員。 

○２番（塩川まゆみ君） ありがとうございました。今回、４つ質問させていただいたんで

すけれども、どれもこれも、どっちかというと合併前、旧町の遺産とか、地域についてとい

う横串を通したつもりなんです、私的には。平成の大合併の成果と課題については、本当

様々な議論がありまして、この内子町においても同様だと思います。サービスが広域化した

ために、人口減少が著しい地域での生活基盤や行政サービスの維持が大変大きな課題とな

って。同様に教育もですけれども、大きな課題となっています。 

３町合併して１８年経って、合併後に生まれた子どもにとっては内子町っていうのはも

う合併した一つの内子町。私も１２年前に移住してきたので、内子町というのはこの一つの

内子町なんですね。ただもちろん、ここで生まれ育った方々は旧３町のそれぞれの文化や遺

産というものを色濃く残されております。ただ、それをいかにうまくバランスしていくかと

いうのが行政全体の大きな役割であり、それを地域の方だけでなくて、この内子町全体とし

て絵図を書くのはやっぱり町がやることなので、そこは心して取り組んでいただきたいと

思います。 

これから総合計画策定も本格化していきますが、第２期総合計画の検証も踏まえた上で、

地域の遺産を生かす。もちろん、その観光資源として有効活用できるというのが望ましいん

ですけれども、もとよりアーカイブする。伝えて、次世代へ残していく。補完する。言って

みればお金にならない地味な作業を担うのも行政の大切な役割のひとつですので、ぜひそ

のあたりを心がけてやっていただきたいと思います。以上をもちまして、私の質問を終わり

ます。 

○議長（久保美博君） ここで、暫時休憩します。午後２時５分から再開します。 

 

午後 １時 ５５分 休憩 

 

午後 ２時  ５分 再開 

 

○議長（久保美博君） 休憩前に続き、会議を開きます。最後に、城戸司議員の発言を許し

ます。 

○１番（城戸司君） 議長。 

○議長（久保美博君） 城戸司議員。 

〔城戸司議員登壇〕 

○１番（城戸司君） １番、城戸です。通告に従い、人口減少対策と町内の景況感について
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質問したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

１１月の初めに姉妹都市であるドイツのローテンブルクから市長を含む訪問団が来町さ

れ、学生の海外派遣事業も次年度には再開できることを期待しております。縮小や中止して

いる地域行事や地方祭、イベント等も、次年度にはコロナ前の状況に戻ることを期待してい

る限りでありますが、コロナ前までは何とか頑張っていたが、高齢化や人手不足により、こ

のタイミングで終了しようと考えているといった声を、町内のどの地域からも聞きます。毎

回のように「人口減少対策」の一般質問をしており、またかと思われるかもしれませんが、

地方はどこもこの問題を抱えており、早く取り組まなければ取り残されてしまうという考

えをしておりますので、お付き合いください。 

先日テレビを見ていたときに、愛媛県のＣＭが流れました。皆さんの中にも見たことがあ

る方もおられるかと思いますが、「１００万人の愛顔に会いたいキャンペーン」のＣＭです。

内容は「１９８５年、愛媛の人口は１５３万人。２０２３年、１２９万人。２０６０年、７

８万人になる。どうなる？愛媛！」というものです。YouTube、県のこのキャンペーンのと

ころの約１３分のところでこのＣＭ流れますので、よければ皆さんご覧になってください。

７８万人という数に驚いたわけですが、初めてこのＣＭを見た時にそれぐらいになるだろ

うと普通に見流し、驚かなかった自分に、その後驚きました。 

２０２２年９月２８日公開のＮＨＫのＷＥＢニュースの特集に「縮小する愛媛２０６０

年の人口は？」というのがあるのですが、２０６０年の推計人口は１回目、２０１５年公表

で８１万４，０００人。２回目、２０２０年公表で８２万人。３回目の２０２２年公表で７

８万３，５００人と、２０２２年の推計で初めて８０万人を下回る結果が出たそうです。こ

の推計は「いよぎん地域経済研究センター」が、直近の５年間の愛媛の年齢別の人口や出生

率、それに移動率などを反映させて試算したものだそうです。推計が過去の公表時より減少

した理由について、愛媛県は「出生数の減少が影響している」と分析をしているそうです。 

その特集には県内市町のものがあり、内子町は２０６０年、５，８２５人。２０２０年と

比較して減少率が６２％。１５歳から２９歳の若い世代は４１８人で減少率が７０．４％の

試算だそうです。投資家のジム・ロジャース氏が、「このままでは日本は終了する。」と発言

しており、低い出生率と高すぎる高齢化率に警鐘を鳴らしています。２０１０年頃から日本

の人口は減っているので内子町の人口減少も仕方ないことだと割り切っても良いのかもと

思いますが、このままでは消滅可能性都市とされていることからも、２０６０年を迎える前

に消滅するのではないかと心配です。 

いつ頃から減り出したのかと思い国勢調査を調べてもらったところ、大正９年、１９２０

年ですから、約１００年前には旧３町で３万２０５人。ここから人口は増え、昭和２５年、

１９５０年がピークで４万１，７８１人、その後減少が始まり、昭和４５年、１９７０年に

３万人割れの２万９，０５９人。平成１７年、２００５年には２万人を割り、１万９，６２

０人。令和２年２月、２０２０年には１万５，３２２人となっております。ピーク時には約

２．５倍の町民がいたわけですが、時代背景を考察してみると、第二次世界大戦の終戦が１
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９４５年。「産めよ殖やせよ」の国策が閣議決定されたのが１９４１年ですので、国全体が

人口増に向かっていたのだと考えられます。また、乳児死亡率も昭和１４年、１９３９年ま

では１００以上、生まれた子どものうち１０人に１人が１年以内に死亡していたため、たく

さん産んで育てる必要があったと推測されます。乳児死亡率は、昭和５１年、１９７６年に

１０を下回り、現在は２５０人に１人だそうです。医学の進歩による「多産多死」から「少

産少子」に変わったことで死亡率が下がり長寿大国になった日本ですが、嬉しい反面、年金

問題などが新たに出て、子どもを産んで育てにくい時代と言われるようになりました。町の

面積の８０％が森林の内子町ですので、人口が多いと住宅問題が出てきます。それは内子町

だけではなく、日本全体で問題になっていることが安易に想像でき、多くの家族を支えるた

めの集団就職が昭和２９年、１９５４年から始まります。昭和３０年、１９５５年から昭和

４８年、１９７３年の高度経済成長期もあり、徐々に地方から人が流出し、地方と都市の格

差が広がったように想像ができます。 

現在はテクノロジーの発達や機械化により、マンパワーが不要になってきました。通信環

境も整備され、タイムラグもほぼなしで都市部とＷｅｂ会議ができることから、企業は地方

での在宅勤務やサテライトオフィスと考え方も変わってきております。ネット通販などに

より、都市部に住まなくてもほしいものが手に入るようになったことも、地方への移住者が

増えた要因であると考えられます。 

まさに時代は大きく変わったわけであり、現代において人口１万５，０００人は内子町に

とって危機的な状況なのかと、今までと違う考えから今回の質問をと思ったわけでありま

す。 

そこで（１）の質問になるのですが、パソコンにより業務の処理が早くなり、機械化によ

り危険なことや多人数を要することも少なくなっていると考えられます。役場をはじめ、町

内の事業所でもマンパワーは少なくてよいのではないでしょうか。町の面積の８０％が森

林ということからも開拓や開発は難しく、今以上に開けている土地もできるとは思えませ

ん。そういったことを考慮した場合、内子町の規模から理想の人口はどのくらいと考えるの

か、町長に伺います。 

○議長（久保美博君） 城戸司議員の質問に対して、理事者の答弁を求めます。 

○町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（久保美博君） 小野植町長。 

〔小野植正久町長登壇〕 

○町長（小野植正久君） 「町の規模として理想の人口は。」ということでございますけれ

ども、理想の人口の設定はしておりません。内子町の理想の人口についてはですね、一概に

お答えすることは難しいのですが、住民の皆様に町に愛着と誇りを持っていただき、安全に

安心して暮らしていただき、内子に住んでよかった、今後も住み続けたいと実感をしていた

だく。また、町外の方には内子に住んでみたいと思っていただける、そんなまちづくりを行

うことが大切だというふうに考えております。 
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また町の人口ピラミッドでございますが、７０歳代以下で見ると逆三角形をしており、と

りわけ２０代と１０歳未満の人口が少ないことが分かります。内子町出身者の方々が安心

して帰ってくることができる故郷づくりも重要だというふうに思っております。 

そう考えると、理想の人口は単に人数のことだけではなく、暮らしの満足感、また生活の

しやすさ、こういったものが重要だというふうに考えております。私も１０年後の内子町の

あるべき姿を描き、そのために必要なまちづくりの具体的な取り組みを第３期総合計画と

して現在、取りまとめをしているところであります。今後とも、住民や議員の皆様をはじめ、

様々な方々の思いに耳を傾けながら、総合計画をはじめとする諸計画に基づき、内子の魅力

を高めつつ、人口減少など地域課題を解決し、経済活性化に繋がる施策を推進する中で、住

み続けられる町と住民の皆様の豊かな生活の実現を図って参りたいと思っております。 

○１番（城戸司君） 議長。 

○議長（久保美博君） 城戸司議員。 

○１番（城戸司君） はい。そう考えると、住み続けられない人口が減少しているというこ

とは、内子町には問題がある。理想の人口はもっと少ないのかなというところもちょっと、

先程の答弁でちょっといやらしい捉え方をするとなってくるんですが、姉妹都市であるロ

ーテンブルクはどれくらいか調べてみたところ、１万人程度でした。それは多すぎるとサー

ビス差ができてしまうということから、同規模の市町が欧州には多いようです。先程の答弁

からすると、内子町も取り残される町民がいない規模というところを目指し、行政サービス

をしっかりしていて、それが町の理想人口、人数は設けないが、町民全体が納得して幸せで

あるのが理想の人口だというお答えとお受けしてよろしいでしょうか。 

○町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（久保美博君） 小野植町長。 

○町長（小野植正久君） はい。理想の人口と申されましてもですね、これ確かに先程、議

員さん言われましたように４万人の時もありました。また３万人の時もありました。その

時々でですね、やっぱりその地域、農業が昔は盛んでありましたので、例えばタバコの耕作

をですね、皆さんされて、そして所得もしっかりとあったと。そういう時代もございます。

ですので、その何をもってですね、理想の人口というかというのは、私は非常に難しいとい

うふうに思っております。そういう中でですね、今、現実の問題として人口減少になってい

るわけですので、やっぱりそれは自分たちが、やっぱり一生懸命いろんな施策も展開もしな

がら、地域とも一緒になりながらですね、やっぱり人口が少しでも増えていく。また、他所

からもですね、地域の方に入って来ていただく、内子に来ていただく。そのためのですね、

内子の魅力づくり、そういうのをしっかりやっていくということしかないのかなというふ

うに私は思います。ですので、理想が５万なのか、１０万なのか、１万なのか、それは分か

りません。ですから、今言いましたようにですね、しっかりとまちづくり、魅力あるまちを

つくっていく。それに尽きるんじゃないかなと私は思います。 

○１番（城戸司君） 議長。 
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○議長（久保美博君） 城戸司議員。 

○１番（城戸司君） はい。ありがとうございます。２０２０年の内子町の人口分布を見る

と、６５歳以上が６，２６７人で、高齢化率が約４０％となっています。消滅可能性都市の

指標となる２０歳から３９歳の女性が１，０４６人と約７％であり、今後の内子町の存続を

考えていくには高齢化率をいかに下げていくか。そして、子育て世代を増やし、出生数をい

かに上げるかということに尽きると思います。 

そこで、（２）の質問ですが、移住定住対策のターゲットを絞ってはよいのではと考えま

すが、町長いかがでしょうか。 

○町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（久保美博君） 小野植町長。 

〔小野植正久町長登壇〕 

○町長（小野植正久君） はい。ただ今のご質問でございますけれども、人口構成を考慮し

た移住・定住施策を行うことは重要だと考えており、高齢化が進んでいる状況を踏まえ、現

在、子育て世代、働き手世代をターゲットの中心に据えた移住促進施策を展開しております。 

具体的には、南予子育て移住促進協議会に加入し、子育て世帯をターゲットとした移住相

談や移住体験ツアーなどを実施しております。また、仕事を切り口として将来的な移住につ

なげるため、お試しテレワーク事業やワーケーションの受け入れ事業など、働き手世代をタ

ーゲットとした事業も実施をしております。その他にも、地域おこし協力隊を検討している

方をターゲットとした首都圏での相談事業を実施するなど、今後とも現役世代にターゲッ

トを絞った事業も積極的に展開することで、移住・定住の促進を図って参りたいというふう

に考えております。 

○１番（城戸司君） 議長。 

○議長（久保美博君） 城戸司議員。 

○１番（城戸司君） ターゲッティングが重要ということで、先程の理想の人口と申しまし

たが、理想であるのは人口じゃなくて人口比率であると私も考えます。もう高すぎる高齢化

率を下げ、若い世代を上げて、子育て世代を上げて子どもが増えれば、人口増というよりは、

先程、同僚議員も質問しました学校問題等も解決するのでは、存続できるんじゃないかと思

いますので、引き続き、重要という意思を持って取り組んでいただけたらと思います。 

人口減少対策を掲げて特殊出生率が上がっている自治体などは、軒並み子育て支援を実

施しております。これは前回の時、宜野座村の例を出して質問したと思いますが、１１月末

に誕生した新松前町長も、将来的な人口減少対策として子育て支援に向けた各種無償化を

施策にしております。前回の一般質問で立地条件的には悪くないという答弁をいただきま

したが、松山市の郊外と考えた場合、松前町に子育て世帯が流出することも懸念されます。

最近では大洲市も魅力的だといった声も耳にし、その理由として市の情報がＬＩＮＥで入

るからと言っている人がいました。ホームページなどから情報を終えていた時代から、ＳＮ

Ｓが情報源に変わっているので、興味がある人が情報を取りに来るという考えを変え、こち
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らから情報を発信し興味を持ってもらう必要があると思います。若い世代をターゲットに

という観点からも、内子町の公式ＬＩＮＥで情報を発信してはいかがでしょうか。 

○町長（小野植町長） 議長。 

○議長（久保美博君） 小野植町長。 

○町長（小野植町長） はい。私の町についてもですね、子育て支援、今までも行って参り

ましたが、これからもですね、継続して取り組んでいくつもりであります。ＬＩＮＥについ

てはですね、実は今、検討しているところでございます。そういう情報をですね、これも登

録はしていただかないといけませんけれども、そういったこともですね、現在、検討してい

るところでございます。 

○１番（城戸司君） 議長。 

○議長（久保美博君） 城戸司議員。 

○１番（城戸司君） はい。私もですね、１年ぐらい前から大洲市のＬＩＮＥを登録し、総

務課長の方にもこういったものがありますと。先日、情報を得て、宇和島市の方のＬＩＮＥ

もちょっと登録してですね、内子町もこういった情報を発信していくと住民サービスに繋

がるのかなあってなりますので、他の行政区ではあるんですが、担当の方はＬＩＮＥ登録、

大洲や宇和島と、ちょっと内子町の参考にしていただいたらと思いますので、どうぞよろし

くお願いします。現在の町民からも、今後、住民になるような関係人口からも、これからは

選んでもらうということが必要になってくるかと考えます。 

そこで、（３）の質問ですが、Ｉ、Ｕ、Ｊターン者から選んでもらうため、他の自治体と

一線を画す町独自の施策は何か、町長に伺います。 

○町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（久保美博君） 小野植町長。 

○町長（小野植正久君） ただ今のご質問にお答えをさせていただきます。内子町では、町

のまちづくりに興味、関心を持っていただき、その取り組みの歴史や成果を共有し、内子町

が目指す将来の姿に共感していただける方に移住していただくということを第一に考えて、

移住促進に取り組んでおります。このことから、ご質問の他の自治体と一線を画す独自の取

り組みを考えますと、例えば、八日市・護国の町並みや内子座に代表される伝統的建造物の

保存活用であったり、環境や景観に配慮したまちづくりの推進であったり、全国モデル道の

駅に選定された「からり」の取り組みなど、こうしたまちづくりの歩みそのものが、他の自

治体と一線を画す内子ならではの独自性だろうと考えております。 

今後においても、ゼロカーボンシティ宣言に即した脱炭素に向けた実践、歴史的風致や自

然を活用した内子らしい取り組みなどを進め、多くの方に紹介しお伝えしていくとともに、

子育てや教育の環境、交通や仕事、食や健康、福祉に関することなど、足下の情報も発信す

ることで、内子のまちづくりや町の魅力を理解していただき、これらに共感をし、ともに内

子の未来を創造していただける方に、内子を選んでいただきたいという思いで移住促進を

図って参ります。 



令和５年１２月第１３８回内子町議会定例会 

70 

 

○１番（城戸司君） 議長。 

○議長（久保美博君） 城戸司議員。 

○１番（城戸司君） 選んでもらうには、やはり他より抜きん出ているものということが必

要になってくるのじゃないかと。選ぶ側はやはり比べて選んでいくと思いますので、引き続

き町の魅力、そしてその魅力をいかに他より良く見せるかというところを、引き続き取り組

んでいただき、先程も言いましたが、情報発信の方法も考え、より多く選択してもらうよう

に今後ともよろしくお願いしまして、次の質問に移りたいと思います。 

２．町内の景況感の質問ですが、賃金が上がらない中での前年度から続く値上げラッシュ

や、電気料金や燃料代の高止まりと生活費が増え、暖冬予報の今シーズンですが、町民の懐

事情は寒く、厳しいものであると察します。 

そこで、（１）ですが、町民の景況感はどうなのか、町長に伺います。 

○税務課長（大竹浩一君） 議長。 

○議長（久保美博君） 大竹税務課長。 

〔大竹浩一税務課長登壇〕 

○税務課長（大竹浩一税務課長） 「町民の景況感は。」とのご質問ですが、町独自に景況

感や経済動向を取りまとめた資料や見解はございませんが、個人町民税の調定額について

令和４年度とコロナ禍前の平成３１年度を比較してみますと、わずかではございますが、約

９６０万円ほどになりますが増加しております。 

町税を見る限り、大きな所得の減少といったものは見受けられませんが、直近ではロシア

によるウクライナ侵略も相まって、電気、ガス料金の値上げや、物価高騰などの負担も過重

となっていることから、町民の家計の景況感といったものが弱いのではないかというふう

に思っております。以上、答弁とさせていただきます。 

○１番（城戸司君） 議長。 

○議長（久保美博君） 城戸司議員。 

○１番（城戸司君） はい。先程の答弁ですと、納税額が増えているということは、町民の

所得は増えていると理解されていることでよろしいでしょうか。 

○税務課長（大竹浩一君） 議長。 

○議長（久保美博君） 大竹税務課長。 

○税務課長（大竹浩一君） はい。その通りでございます。 

○１番（城戸司君） 議長。 

○議長（久保美博君） 城戸司議員。 

○１番（城戸司君） それではですね、前回の全協でもちょっと言わせてもらったんですが、

国の方は、国が企業と比べて、民間企業の給料が上がって所得が上がっているから、国家公

務員の給料上げますと。愛媛県の方も、県内の企業の調査をして賃金が上がっているので上

げますとなりましたが、内子町はなぜ内子町内の有名企業、代表する企業の方の所得ですよ

ね、各年齢の所得であったり新卒の所得であったりっていうところを調査しないのか。調査
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をして、町職員の給料、ボーナス等に、そこの給料やボーナスっていうものの判断材料にし

ないのかということをちょっと伺いたいんですが、お答えをお願いします。 

○総務課長（黒澤賢治君） 議長。 

○議長（久保美博君） 黒澤総務課長。 

○総務課長（黒澤賢治君） はい。この件につきましては、全員協議会の時にもご説明させ

ていただきましたけれども、国においては人事、また県においては人事委員会というのがご

ざいまして、こちらの方が公務員についての給与の検討を行っております。それで勧告をす

るものでございます。内子町には、当然、人事も人事委員会というのもございませんので、

そこに準じて行っているというのが現状でございます。 

○議長（久保美博君） 城戸司議員に申し上げます。ただ今の発言は、通告書外に渡ってい

ますので注意をします。 

○１番（城戸司君） 議長。 

○議長（久保美博君） 城戸司議員。 

○１番（城戸司君） 町民の景況感ということで、やはり消費であったり、所得であったり

っていうのが町民の景況感になってくるのですが、そこで市場調査というもの、町民が苦し

んでいるかっていうところはやっぱり理解しないと。町民とかけ離れているところで、苦し

んでいるっていうのを理解しないわけであると、ちょっとかけ離れてしまうんじゃないか

なと。私、もともと公務員で、その時にちょっと言われたことが、公務員は民間の方たちと

思想がかけ離れてはいけないということから、民間が苦しいときっていうのは自分たちの

給与を上げるのは最後に上げると。民間が苦しくなり始めるっていう時は、いち早く身を切

っていくっていうような考えを持っている方がおられました。そういったところから、しっ

かりと町民の意見というところを聞いてしっかり判断材料にしないと、「納税額が上がって

いるので景況感は下がっていない。むしろ景気は上がっていると考えます。」と言われると

納めたくない、税金を。勝手に、言ったら設定されて、税率を設定されて取られていくであ

ったりとかっていう考えを持っている方が、電気代やガソリン代が上がって生活費の負担

が上がっていて、今まで使えていた分のお金が使えない。これも景況感が下がっていると思

います。物価高によるといったところを判断材料に加味しないと、ただ納税額一つで、「町

内の景気は良いと思います。町民は苦しんでないと思います。」っていうのはちょっと。そ

ういった考えで皆さん、公務員、理事者の方は座っておられる。町民と格差が離れているけ

ど、私たちはあなたたちのことを感じられないというような発言と捉えてしまうんですが、

それは違うと思うんで、まあ、ちょっと一言、弁明も含めてお願いします。 

○町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（久保美博君） 小野植町長。 

○町長（小野植町長） これはですね、先程申し上げましたように、税務の方で掴んだ数字

をですね、未定の回答をさせていただきました。その後には、実際はということでですね、

付け加えもさせていただいております。また、事業所についてはですね、この後また２番目
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のご質問ですかね、そこでも述べさせていただきますので、とりあえずは実際こうなってい

ますよということを述べさせていただいたということで、ご理解をいただきたいと思いま

す。 

○１番（城戸司君） 議長。 

○議長（久保美博君） 城戸司議員。 

○１番（城戸司君） それでは早速、言われた（２）の方に移りますが、政府が異次元の経

済対策を掲げ、影響、景気が良くなれば賃上げに向かうと感じます。ですが、原材料の高騰

や取引先が値上げに応じないなどといったことから、町内事業所は厳しい状況であると察

します。（２）の質問ですが、町内事業所の景況感はどうなのか町長に伺います。 

○町並・地域振興課長（畑野亮一君） 議長。 

○議長（久保美博君） 畑野町並・地域振興課長。 

〔畑野亮一町並・地域振興課長登壇〕 

○町並・地域振興課長（畑野亮一君） 町内事業所の景況感について、１１月現在で町内３

１の事業所及び組合等にヒアリングをいたしました。その結果、「良くなっている、あるい

は上向き傾向」と回答した事業者等が９、「悪くなっている、下降している」と回答した事

業者等が６、横ばいと回答した受業者等が１６という結果になりました。平均すると、横ば

いということになるかと思いますが、良くなっているという回答が悪くなっているという

回答を上回っており、その点は良い傾向かと考えます。ただ、売り上げが上がっているとこ

ろも、仕入れ価格やエネルギー価格の高騰で収益には繋がっていないという回答もあり、一

概に良い、悪いの判断はできないと考えます。以上、答弁とさせていただきます。 

○１番（城戸司君） 議長。 

○議長（久保美博君） 城戸司議員。 

○１番（城戸司君） はい。先程の答弁でも、やはり仕入れ価格やエネルギー価格の高騰で

良くなっていることは一概に言えないということで、原材料の高騰による町工事の入札不

調というのが、今年度目立っているのかなというふうに感じます。町工事の場合、建設業者

の取引先というのは町ということになると思うんですが、取引先が値上げに応じないと先

程言いましたが、町は収まらない物価高に対して、工事単価見直しっていうものを配慮した

りとか、こちらから、向こうが言いにくいんだったら、こちらから提案してといった救いの

手を伸べるといったような感じで、しっかりと町内事業者の苦しい物価高に対して取り組

んでいるのか、一言お願いします。 

○建設デザイン課長（谷岡祐二君） 議長。 

○議長（久保美博君） 谷岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（谷岡祐二君） はい。建設事業単価につきましてはですね、公共で決

められた積算単価がございますので、そういった中でルールに従っての設計となります。お

っしゃられましたように入札不調とかいうことでですね、これは見積もり単価の場合が多

いんですけれども、そういった中でなかなか売り上げが少ないというようなところにあり
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ましては、やはり聞き取り等をいたしまして、実際の取引価格ですね、そういった単価等も

検討しながら単価設定をしていくというようなことで、しっかり業者様に不利益といいま

すか、そういったものが出ないような形での積算に努めておるところでございます。 

○１番（城戸司君） 議長。 

○議長（久保美博君） 城戸司議員。 

○１番（城戸司君） 物価本みたいな感じで単価が決まっていると言われましたが、平米に

よって違ったりもしたりするので、一概にそれを鵜のみにするわけではなく、しっかりと業

者ヒアリングして、苦しいときには助け合うということを念頭に仕事に取り組んでいただ

けたらと思います。 

それでは、最後の方に移っていくんですが、記録的な円安や世界中での物価上昇で、外国

人労働者も時給２，０００円にならない日本ではなく、他の国へシフトチェンジしていると

いった話も耳にします。そういった暗い状況であるにもかかわらず、大手石油取引会社や大

手電力会社からは、国の補助を受けつつも過去最高益の報告をしています。国の施策は国民

に届いてなく、国や県の支援が届かないところにも、町は目も手も行き届くと思います。町

長あいさつにもありましたが、国からの交付金をしっかりと町民に届けていただければと

期待し、最後の質問の止まらない物価上昇に対する施策を町長に伺います。 

○町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（久保美博君） 小野植町長。 

〔小野植正久町長登壇〕 

○町長（小野植正久君） 「物価上昇に対する施策は。」ということでございますが、この

物価上昇に対する対策でございますけれども、国の「新型コロナウイルス感染症対策地方創

生臨時交付金」の中に、「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」が創設され、

この重点交付金を活用し、様々な施策を展開してきたというところであります。その事業内

容につきましては、過去の議会等でもご説明申し上げ、お認めいただいておりますので、議

員もご承知のことと思っております。 

例を挙げますと、物価高騰の影響を受けている町民全員に「内子町生活応援商品券」を配

布する事業でありますとか、燃油価格高騰の影響を受けている運輸事業者等に対し、経営の

安定化と事業継続を図るために支援金を給付する事業。また、配合飼料価格の高騰に苦しむ

畜産農家の経営継続を支援するための支援事業や、物価高騰の影響を受けている医療福祉

施設や児童福祉施設に応援金を給付する事業。さらには、物価高騰により生活費が増大して

いる子育て世帯を支援する事業や、低所得者の生活を守るための非課税世帯等への給付金

を支給する事業など、幅広く物価上昇に対する施策に取り組んできたところであります。 

今後の対応につきましては、政府が先日「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を閣議

決定し、その裏付けとなる補正予算が臨時国会において１１月２９日に可決されたところ

であります。その中に「物価高騰対策重点支援地方創生臨時交付金」が計上されております

ので、それらを活用することで、引き続き物価上昇への対応を図って参りたいと思っており
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ます。 

○１番（城戸司君） 議長。 

○議長（久保美博君） 城戸司議員。 

○１番（城戸司君） 「物価高騰対策重点支援地方創生交付金」、町長あいさつにもござい

ましたが、これ国が言った低所得世帯に対する７万円の交付金であるとか、国が言って、町

長が挨拶で上げたこと以外、独自で他のところ等っていうことは、特には考えていないとい

うことで、現時点ではよろしいですか。 

○町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（久保美博君） 小野植町長。 

○町長（小野植正久君） はい。国の方で言われております低所得者世帯への７万円寄付、

これとですね、あと、それぞれの地方自治体で独自の取り組みをする施策に使ってくれとい

うのとですね、二本立てになっております。当然、その７万円の給付についてはですね、こ

れはもう国の指示といいますかね、それはきっちりやっていくわけなんですけれども、それ

ぞれの地方でというものについてはですね、今ちょっと内容をですね、まとめておりますの

で、まとまり次第ですね、また議員の皆様にもご説明申し上げ、ご理解をいただきたいと思

って、今、準備をしておるところです。 

○１番（城戸司君） 議長。 

○議長（久保美博君） 城戸司議員。 

○１番（城戸司君） ありがとうございます。１２月ですので、小野植サンタに町民にすて

きな施策のプレゼントを期待したいところですが、時間の都合上サンタになれなくても、小

野植福の神として、町民にとって来年を良い年にしていただくことをお願いしまして質問

を終わります。ありがとうございました。 

○議長（久保美博君） 以上で、本日の予定は全て終了しました。 

次の本会議は、１２月１４日、午後２時に開会します。本日はこれで散会いたします。 

 

午後 ２時４５分 閉会 

 

 

地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

内子町議会議長 

 

内子町議会議員 

 

内子町議会議員 
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令和５年１２月第１３８回内子町議会定例会会議録（第３日） 

○招集年月日   令和５年１２月４日（月） 

○開会年月日   令和５年１２月１４日（木） 

○招 集 場 所   内子町議会議事堂 

 

○出 席 議 員（１４名） 

１番  城 戸   司 君         ２番  塩 川 まゆみ 君 

３番  関 根 律 之 君         ４番  向 井 一 富 君 

５番  久 保 美 博 君         ６番  森 永 和 夫 君 

７番   地 幸 雄 君         ８番  泉   浩 壽 君 

９番  大 木   雄 君        １０番  山 本   徹 君 

１２番  下 野 安 彦 君        １３番  林     博 君 

１４番  山 崎 正 史 君        １５番  寺 岡   保 君 

 

○欠 席 議 員（０名）  なし  

 

○地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席を求めた者の職氏名     

町 長  小野植 正 久 君    副 町 長  山 岡   敦 君 

総 務 課 長  黒 澤 賢 治 君    住 民 課 長   上 山 淳 一 君 

税 務 課 長   大 竹 浩 一 君    保健福祉課長  久保宮 賢 次 君 

こども支援課長  山 本 勝 利 君    内子町保健センター所長  上 石 由起恵 君 

建設デザイン課長  谷 岡 祐 二 君    会 計 課 長   田 中   哲 君 

町並・地域振興課長  畑 野 亮 一 君    小田支所長  中 嶋 優 治 君 

農林振興課長  大久保 裕 記 君    環境政策室長  髙 嶋 由久子 君 

政策調整班長  二 宮 大 昌 君    危機管理班長  宮 田 哲 郎 君 

上下水道対策班長  稲 田 彰 二 君    商工観光班長  大 田 陽 市 君 

教 育 長  林   純 司 君    学校教育課長  亀 岡 秀 俊 君 

自治・学習課長  福 見 光 生 君 

代表監査委員  赤 穂 英 一 君    農業委員会会長  北 岡   清 君 

 

○出席した事務局職員の職氏名 

事 務 局 長  前 野 良 二 君    書 記  本 田 紳太郎 君 

 

○議事日程（第１８号） 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

     番           ・     番              
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日程第 ２ 議事日程通告 

日程第 ３ 議案第７９号 内子町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第 ４ 議案第８０号 内子町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例について 

日程第 ５ 議案第８１号 内子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一

部を改正する条例について 

日程第 ６ 議案第８２号 内子町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改

正する条例について 

日程第 ７ 議案第８３号 内子町営五十崎プール条例を廃止する条例について 

日程第 ８ 議案第８４号 愛媛県市町総合事務組合規約の変更について 

日程第 ９ 議案第８５号 愛媛県市町総合事務組合の共同処理事務構成団体からの脱退に伴う

財産処分について 

日程第１０ 議案第８６号 令和５年度内子町一般会計補正予算（第９号）について 

日程第１１ 議案第８７号 令和５年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）に

ついて 

日程第１２ 議案第８８号 令和５年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第４号）につい

て 

日程第１３ 議案第８９号 令和５年度内子町介護保険サービス事業特別会計補正予算（第１号）

について 

日程第１４ 議案第９０号 令和５年度内子高等学校小田分校寄宿舎特別会計補正予算（第１

号）について 

日程第１５ 議案第９１号 令和５年度内子町下水道事業会計補正予算（第１号）について 

日程第１６ 議案第９３号 令和５年度内子町一般会計補正予算（第１０号）について 

日程第１７ 議案第９４号 内子町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

日程第１８ 発議第 ４号 パレスチナ・ガザ地区における人道危機の早期改善を求める決議に

ついて 

日程第１９ 発議第 ５号 女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准を求める意見書 

日程第２０ 受理第 ３号 保育士配置基準の改善及び保育士の処遇改善を求める請願 

日程第２１ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

日程第２２ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件 

 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第２２まで 

 

午後 ２時００分 開会 
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○議会事務局長（前野良二君） ご起立願います。礼。ご着席ください。 

○議長（久保美博君） それでは、ただ今から本日の会議を開きます。 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

○議長（久保美博君） 「日程第１ 会議録署名議員の指名」を行います。会議録署名議員

は、会議規則第１１９条の規定により、議長において、６番、森永和夫議員、７番、菊地幸

雄議員を指名します。 

 

 

日程第 ２ 議事日程通告 

○議長（久保美博君） 「日程第２ 議事日程通告」をします。本日の議事日程は、お手元

に配布しております「議事日程（第１８号）」のとおりであります。 

 これから議事日程に従って、提出議案の審議に入ります。 

 

日程第 ３ 議案第７９号 内子町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につい

て 

○議長（久保美博君） 「日程第３ 議案第７９号 内子町職員の給与に関する条例の一部

を改正する条例について」を議題とします。 

 審査経過並びに結果について委員長の報告を求めます。塩川総務文教常任委員長、登壇願

います。 

○総務文教常任委員長（塩川まゆみ君） 議長。 

○議長（久保美博君） 塩川まゆみ議員。 

〔塩川まゆみ総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（塩川まゆみ君） ご報告申し上げます。去る１２月４日の本会議に

おいて総務文教常任委員会に付託されました「議案第７９号 内子町職員の給与に関する

条例の一部を改正する条例について」、審査の結果をご報告申し上げます。 

 審査経過等につきましては配布しております審査報告書のとおりであり、審査結果につ

いて「議案第７９号」は原案のとおり可決すべきものとするものでございます。 

議案について説明を受けた内容並びに質疑等についてご報告いたします。本議案は、令和

５年８月７日付人事院勧告に伴い、内子町職員の給与に関する条例の一部を改正するもの

です。 

委員の質疑においては、「給料表の改正に併せて、休日勤務や時間外勤務をした場合も同

様に改正されるか。」との問いに対し、「職員が休日勤務や時間外勤務した場合には、改正さ

れた給料表の基本給の額に定められた率を計算して時間外勤務手当を支給することにな

る。」と答弁がありました。 

採決の結果、「議案第７９号」は全会一致により原案のとおり可決すべきものと決定いた
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しました。以上で委員長報告を終わります。 

○議長（久保美博君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありません

か。 

〔「質疑なし。」の声あり〕 

○議長（久保美博君） ありませんので、これにて質疑を終結します。塩川委員長、席にお

戻りください。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。ありませんので、これにて討論を終結し

ます。 

 「議案第７９号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。「議案第７

９号」は、委員長報告のとおり可決することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（久保美博君） 起立全員です。よって、「議案第７９号」は委員長報告のとおり可

決されました。 

 

 

日程第 ４ 議案第８０号 内子町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例について 

○議長（久保美博君） 「日程第４ 議案第８０号 内子町会計年度任用職員の給与及び費

用弁償に関する条例の一部を改正する条例について」を議題とします。 

 審査経過並びに結果について、委員長の報告を求めます。塩川総務文教常任委員長、登壇

願います。 

○総務文教常任委員長（塩川まゆみ君） 議長。 

○議長（久保美博君） 塩川まゆみ議員。 

〔塩川まゆみ総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（塩川まゆみ君） ご報告申し上げます。去る１２月４日の本会議

において総務文教常任委員会に付託されました「議案第８０号 内子町会計年度任用職員

の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について」、審査の結果をご報告

申し上げます。 

 審査経過等につきましては配布しております審査報告書のとおりであり、審査結果につ

いて「議案第８０号」は原案のとおり可決すべきものとするものでございます。 

 議案について説明を受けた内容及び質疑等についてご報告いたします。本議案は令和５

年８月７日付人事院勧告に伴い、内子町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条

例の一部を改正するものです。 

委員から特に質疑はなく、採決の結果、「議案第８０号」は全会一致により原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。以上で委員長報告を終わります。 
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○議長（久保美博君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（久保美博君） ありませんので、これにて質疑を終結します。塩川委員長、席に

お戻りください。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（久保美博君） ありませんので、これにて討論を終結します。 

 「議案第８０号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。「議案第８

０号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（久保美博君） 起立全員です。よって「議案第８０号」は委員長報告のとおり可決

されました。 

 

 

日程第 ５ 議案第８１号 内子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条

例の一部を改正する条例について 

○議長（久保美博君） 「日程第５ 議案第８１号 内子町特別職の職員で常勤のものの給

与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について」を議題とします。 

 審査経過並びに結果について委員長の報告を求めます。塩川総務文教常任委員長、登壇願

います。 

○総務文教常任委員長（塩川まゆみ君） 議長。 

○議長（久保美博君） 塩川まゆみ議員。塩川まゆみ委員長。申し訳ありません。 

〔塩川まゆみ総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（塩川まゆみ君） ご報告申し上げます。去る１２月４日の本会議に

おいて、総務文教常任委員会に付託されました「議案第８１号 内子町特別職の職員で常勤

のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について」、審査の結果をご報告

申し上げます。審査経過等につきましては、配布いたしております審査報告書のとおりであ

り、審査結果について「議案第８１号」は原案のとおり可決すべきものとするものでござい

ます。 

 議案について説明を受けた内容並びに質疑等についてご報告をいたします。本議案は、令

和５年８月７日付人事院勧告に伴い、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する

条例の一部を改正するものです。 

委員の質疑においては、「人事院勧告により特別職の報酬が改訂される法的根拠はないた

め、報酬を改定する場合には報酬審議会を開催して決めるべきでは。」との問いに対し、「勧

告に従うのは民意としては理解が得られているものと考えて対応してきたが、理解が得ら
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れる方法について内部でも考えてみたい。」との答弁がありました。採決の結果、「議案第８

１号」は全会一致により原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。以上で委員長報

告を終わります。 

○議長（久保美博君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありません

か。ありませんので、質疑を終結します。塩川委員長、席にお戻りください。 

 これより、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（久保美博君） ありませんので、これにて討論を終結します。 

 「議案第８１号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。「議案第８

１号」は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（久保美博君） 起立全員です。よって、「議案第８１号」は委員長報告のとおり可

決されました。 

 

 

日程第 ６ 議案第８２号 内子町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部を改正する条例について 

○議長（久保美博君） 「日程第６ 議案第８２号 内子町議会議員の議員報酬及び費用弁

償等に関する条例の一部を改正する条例について」を議題とします。 

 審査経過並びに結果について委員長の報告を求めます。塩川総務文教常任委員長、登壇願

います。 

○総務文教常任委員長（塩川まゆみ君） 議長。 

○議長（久保美博君） 塩川委員長。 

〔塩川まゆみ総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（塩川まゆみ君） ご報告申し上げます。去る１２月４日の本会議に

おいて総務文教常任委員会に付託されました「議案第８２号 内子町議会議員の議員報酬

及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について」、審査の結果をご報告申し上

げます。 

 審査経過等につきましては、配布いたしております審査報告書のとおりであり、審査結果

について、「議案第８２号」は原案のとおり可決すべきものとするものでございます。 

 議案について説明を受けた内容並びに質疑等についてご報告をいたします。本議案は、令

和５年８月７日付人事院勧告に伴い、内子町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する

条例の一部を改正するものです。 

 委員の質疑においては、「条例上、議員は報酬となっているが、一般企業では報酬の改正

などは役員会を開催して決めるが、議員報酬はそういった審議過程なしで改正しても法的
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には問題はないのか。」との問いに対し、「今回の改正については条例に規定されているので

改正は可能だと考える。」との答弁がありました。 

 採決の結果、「議案第８２号」は、全会一致により原案のとおり可決すべきものと決定い

たしました。以上で委員長報告を終わります。 

○議長（久保美博君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありません

か。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（久保美博君） ありませんので、これにて質疑を終結します。塩川委員長、席にお

戻りください。 

 これより、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（久保美博君） ありませんので、これにて討論を終結します。 

 「議案第８２号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。「議案第８

２号」は委員長報告のとおり可決することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（久保美博君） 起立全員です。よって、「議案第８２号」は委員長報告のとおり可

決されました。 

 

 

日程第 ７ 議案第８３号 内子町営五十崎プール条例を廃止する条例について 

○議長（久保美博君） 「日程第７ 議案第８３号 内子町営五十崎プール条例を廃止する

条例について」を議題とします。 

 審査経過並びに結果について委員長の報告を求めます。塩川総務文教常任委員長、登壇願

います。 

○総務文教常任委員長（塩川まゆみ君） 議長。 

○議長（久保美博君） 塩川委員長。 

〔塩川まゆみ総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（塩川まゆみ君） ご報告申し上げます。去る１２月４日の本会議

において総務文教常任委員会に付託されました「議案第８３号 内子町営五十崎プール条

例を廃止する条例について」、審査の結果をご報告申し上げます。 

審査経過等につきましては配布いたしております審査報告書のとおりであり、審査結果

について、「議案第８３号」は原案のとおり可決すべきものとするものでございます。 

議案について説明を受けた内容並びに質疑等についてご報告をいたします。本議案は、

内子町営五十崎プールを閉鎖することに伴い、内子町営五十崎プール条例を廃止するもの

です。 
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委員の質疑においては、「更地になった跡地利用について、例えば本庁駐車場は満杯に

なることが多いので駐車スペースにしてはどうか。」との問いに対し、「跡地の利用につい

ては現在、検討中であるが、来年については、たちまちイベント活用もできるような駐車

場として利用したいと考えている。」との答弁がありました。 

採決の結果、「議案第８３号」は全会一致により、原案のとおり可決すべきものと決定

いたしました。以上で委員長報告を終わります。 

○議長（久保美博君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（久保美博君） ありませんので、これにて質疑を終結します。塩川委員長、席にお

戻りください。 

 これより、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（久保美博君） ありませんので、これにて討論を終結します。 

 「議案第８３号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。「議案第８

３号」は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（久保美博君） 起立全員です。よって「議案第８３号」は委員長報告のとおり可

決されました。 

 

 

日程第 ８ 議案第８４号 愛媛県市町総合事務組合規約の変更について 

日程第 ９ 議案第８５号 愛媛県市町総合事務組合の共同処理事務構成団体からの脱退

に伴う財産処分について 

○議長（久保美博君） 「日程第８ 議案第８４号 愛媛県市町総合事務組合規約の変更に

ついて」、「日程第９ 議案第８５号 愛媛県市町総合事務組合の共同処理事務構成団体か

らの脱退に伴う財産処分について」、以上２議案を一括議題とします。 

 審査経過並びに結果について委員長の報告を求めます。塩川総務文教常任委員長、登壇願

います。 

○総務文教常任委員長（塩川まゆみ君） 議長。 

○議長（久保美博君） 塩川委員長。 

〔塩川まゆみ総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（塩川まゆみ君） ご報告申し上げます。去る１２月４日の本会議に

おいて総務文教常任委員会に付託されました「議案第８４号 愛媛県市町総合事務組合規

約の変更について」、「議案第８５号 愛媛県市町総合事務組合の共同処理事務構成団体か

らの脱退に伴う財産処分について」の２件について審査の結果をご報告申し上げます。 
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 審査経過等につきましては配布いたしております審査報告書のとおりであり、審査結果

について「議案第８４号」、「議案第８５号」は原案のとおり可決すべきものとするものでご

ざいます。 

 議案について説明を受けた内容並びに質疑等についてご報告をいたします。２議案は、い

ずれも令和６年３月３１日をもって、愛媛県市町総合事務組合の構成団体である大洲市が

日本国内で交通事故により災害を受けた構成団体の住民、その遺族の生活の共済に関する

共同処理事務組合から脱退することに伴い、規約の変更と財産処分について議会の議決を

求めるものです。 

 委員の質疑においては、「事務構成団体から県内の市が全て脱退したが、人口減少が進む

中で県内の町のみで将来的に事業が成り立つのか。」との問いに対し、「令和４年度事業で掛

け金収入が約１，５００万円、見舞金支出が約６３０万円あり、掛け金の中で見舞金が支払

われている。さらに基金が約２億円あるので、当面は財政運営については心配ないと考えて

いる。」との答弁がありました。 

 採決の結果、「議案第８４号」、「議案第８５号」は全会一致により、原案のとおり可決す

べきものと決定いたしました。以上で委員長報告を終わります。 

○議長（久保美博君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありません

か。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（久保美博君） ありませんので、これにて質疑を終結します。塩川委員長、席にお

戻りください。 

 討論と採決は議案ごとに行います。 

 まず、「議案第８４号 愛媛県市町総合事務組合規約の変更について」討論を行います。

討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（久保美博君） ありませんので、これにて討論を終結します。 

「議案第８４号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。「議案第８

４号」は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（久保美博君） 起立全員です。よって、「議案第８４号」は委員長報告のとおり可

決されました。 

 次に、「議案第８５号 愛媛県市町総合事務組合の共同処理事務構成団体からの脱退に伴

う財産処分について」討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（久保美博君） ありませんので、これにて討論を終結します。 

 「議案第８５号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。「議案第８

５号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 
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〔賛成者起立〕 

○議長（久保美博君） 起立全員です。よって、「議案第８５号」は委員長報告のとおり可

決されました。 

 

 

日程第 １０ 議案第８６号 令和５年度内子町一般会計補正予算（第９号）について 

日程第 １１ 議案第８７号 令和５年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

２号）について 

日程第 １２ 議案第８８号 令和５年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第４

号）について 

日程第 １３ 議案第８９号 令和５年度内子町介護保険サービス事業特別会計補正予算

（第１号）について 

日程第 １４ 議案第９０号 令和５年度内子高等学校小田分校寄宿舎特別会計補正予算

（第１号）について 

日程第 １５ 議案第９１号 令和５年度内子町下水道事業会計補正予算（第１号）につ

いて 

○議長（久保美博君） 「日程第１０ 議案第８６号 令和５年度内子町一般会計補正予算

（第９号）について」、「日程第１１ 議案第８７号 令和５年度内子町国民健康保険事業特

別会計補正予算（第２号）について」、「日程第１２ 議案第８８号 令和５年度内子町介護

保険事業特別会計補正予算（第４号）について」、「日程第１３ 議案第８９号 令和５年度

内子町介護保険サービス事業特別会計補正予算（第１号）について」、「日程第１４ 議案第

９０号 令和５年度内子高等学校小田分校寄宿舎特別会計補正予算（第１号）について」、

「日程第 １５ 議案第９１号 令和５年度内子町下水道事業会計補正予算（第１号）につ

いて」以上、補正予算６議案を一括議題とします。 

 審査経過並びに結果について委員長の報告を求めます。森永予算決算常任委員長、登壇願

います。 

○予算決算常任委員長（森永和夫君） 議長。 

○議長（久保美博君） 森永予算決算常任委員長。 

〔森永和夫予算決算常任委員長登壇〕 

○予算決算常任委員長（森永和夫君） ご報告申し上げます。去る１２月４日の本会議にお

いて予算決算常任委員会に付託されました６件の補正予算について、１２月８日に委員１

３名出席のもと各課長等からの説明を受け、質疑を行い、慎重な審査を行いました。 

審査の結果につきましては、配付いたしております審査報告書のとおり、全６議案、原案

のとおり可決すべきものでございます。 

議案ごとに説明を受けた内容並びに質疑等について、ご報告をいたします。 
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「議案第８６号 令和５年度内子町一般会計補正予算（第９号）」につきましては、歳入

歳出それぞれ１億２，１４５万４，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を１１５億６，

８０２万８，０００円とするものです。 

「一般会計補正予算（第９号）」に充当する財源は、国県支出金４，１４７万８，０００

円、地方債５８０万円、その他特定財源２９５万円、一般財源は７，１２２万６，０００円

の増額となっています。 

今回の補正予算は、人事院勧告に伴う人件費の調整と、まちづくりの柱としている「子育

て支援」、「ふるさと教育の推進」、「災害対策」、「魅力ある風景や生活の基盤整備」等につい

て予算化しているものであります。 

 主な歳出ですが、２款総務費では、郵送料が不足する見込みから通信運搬費を１２３万５，

０００円増額補正しており、委員から「通信運搬費が不足する原因は物価高騰によるものな

のか。」との問い対し、「当初、予定していなかったアンケート調査を実施したため、郵送料

がかさんだことが主な要因である。」との答弁がありました。 

４款衛生費においては、家庭用蓄電池等の補助金の申請件数が増えたことから１３６万

８，０００円を増額補正しており、委員から「家庭用蓄電池の補助金額が充分でないとの声

を聴くが、温暖化防止対策として補助率を増やし、補助金の活用を進める必要があるので

は。」との問いに対し、「ゼロカーボンに向けて補助率の改定は重要な要素ではあるが、蓄電

池等は販売価格にかなり幅があるなど課題があり、当面は同じ補助率にしたい。」との答弁

がありました。 

６款農林水産業費では、中山間地域等直接支払交付金事業の交付金額確定により補助金

を４６万９，０００円増額しており、委員から「交付金増額の要因は。」との問いに対し、

「集落が２カ所増えたことによるもの。」との答弁がありました。 

８款土木費では、緊急除雪作業にかかる報償金を５０万円計上しており、委員から「新規

に創設される緊急除雪作業制度の住民周知方法は。」との問いに対し、「予算を認めていただ

ければ、すぐに回覧等で周知するよう準備を進めている。」との答弁がありました。 

１０款教育費では、「小田分校の高校生に学校給食を提供しているが、内子高校本校への

提供はできないのか。」との問いに対し、「給食の提供は能力的に可能であるが、学校側の希

望や施設の整備、またセンターの人員確保など、総合的に判断しながら進めていきたい。」

との答弁がありました。 

その他、補正予算について多くの質疑がなされました。 

採決の結果、「議案第８６号 令和５年度内子町一般会計補正予算（第９号）」は、原案の

とおり、全会一致により可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第８７号 令和５年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）」

につきましては、歳入歳出それぞれ１，６９７万８，０００円を追加し、総額を２１億２，

３６８万円９，０００円とするものです。 
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委員から特に質疑はなく、採決の結果、「議案第８７号」は、全会一致により原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第８８号 令和５年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第４号）」につ

きましては、歳入歳出それぞれ２，０５９万４，０００円を追加し、総額を２８億９，１３

９万円とするものです。 

 委員から特に質疑はなく、採決の結果、「議案第８８号」は全会一致により、原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第８９号 令和５年度内子町介護保険サービス事業特別会計補正予算（第１

号）」につきましては、歳入歳出それぞれ１９万円を追加し、総額を１，３９６万２，００

０円とするものです。 

 委員から特に質疑はなく、採決の結果、「議案第８９号」は、全会一致により原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第９０号 令和５年度内子高等学校小田分校寄宿舎特別会計補正予算（第１

号）」につきましては、歳入歳出それぞれ２３万円を追加し、総額を４，１９６万５，００

０円とするものです。 

委員から「多くの入寮生を見込み、一般会計から１，８００万円の繰入金を予算化してい

るが、現在の入寮生の状況を考えると減額補正が必要なのでは。」との問いに対し、「当初予

算では５５人の入寮生を見込んでいたが入寮したのは３４人であったため、３月の補正予

算で減額する予定である。」との答弁がありました。 

採決の結果、「議案第９０号」は、全会一致により原案のとおり可決すべきものと決定い

たしました。 

次に、「議案第９１号 令和５年度内子町下水道事業会計補正予算（第１号）」につきまし

ては、収益的収入及び支出の補正として人事院勧告等による総係費、資産の除却等により５

５万９，０００円を追加し、収入・支出それぞれ２億７，９５２万８，０００円としていま

す。資本的収入及び支出の補正については、浄化センター定温乾燥機購入により２３万７，

０００円を追加し、収入を２億５７６万９，０００円、支出を２億５，６６２万２，０００

円としています。 

委員から「定温乾燥機の使用頻度は。」との問いに対し、「水質検査は毎日実施しているの

で、毎日使用している。」との答弁がありました。 

採決の結果、「議案第９１号」は、全会一致により原案のとおり可決すべきものと決定い

たしました。 

以上で委員長報告を終わります。 

○議長（久保美博君） 委員長報告に対する質疑を省略します。森永委員長、席にお戻りく

ださい。 

 討論、採決は議案ごとに行います。 
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 まず、「議案第８６号 令和５年度内子町一般会計補正予算（第９号）について」の討論

を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（久保美博君） ありませんので、これにて討論を終結します。 

 「議案第８６号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長報告

のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（久保美博君） 起立全員です。よって「議案第８６号」は委員長報告のとおり可決

されました。 

 次に「議案第８７号 令和５年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）に

ついて」の討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（久保美博君） ありませんので、これにて討論を終結します。 

 「議案第８７号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長報告

のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（久保美博君） 起立全員です。よって「議案第８７号」は委員長報告のとおり可決

されました。 

 次に「議案第８８号 令和５年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第４号）につい

て」の討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（久保美博君） ありませんので、これにて討論を終結します。 

 「議案第８８号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長報告

のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（久保美博君） 起立全員です。よって「議案第８８号」は委員長報告のとおり可決

されました。 

 次に「議案第８９号 令和５年度内子町介護保険サービス事業特別会計補正予算（第１号）

について」の討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（久保美博君） ありませんので、これにて討論を終結します。 

 「議案第８９号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長報告

のとおり可決することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（久保美博君） 起立全員です。よって「議案第８９号」は委員長報告のとおり可決

されました。 
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 次に「議案第９０号 令和５年度内子高等学校小田分校寄宿舎特別会計補正予算（第１号）

について」の討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（久保美博君） これにて討論を終結します。 

 採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長報告のとおり決定するこ

とに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（久保美博君） 起立全員です。よって「議案第９０号」は委員長報告のとおり可決

されました。 

 次に「議案第９１号 令和５年度内子町下水道事業会計補正予算（第１号）について」の

討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（久保美博君） これにて討論を終結します。 

 採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長報告のとおり決定するこ

とに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（久保美博君） 起立全員です。よって「議案第９１号」は委員長報告のとおり可決

されました。 

 

 

日程第 １６ 議案第９３号 令和５年度内子町一般会計補正予算（第１０号）について 

○議長（久保美博君） 「日程第１６ 議案第９３号 令和５年度内子町一般会計補正予算

（第１０号）について」を議題とします。提案理由の説明を求めます。 

○町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（久保美博君） 小野植町長。 

〔小野植正久町長登壇〕 

○町長（小野植正久君） それでは「議案第９３号 令和５年度内子町一般会計補正予算（第

１０号）について」ご説明申し上げます。 

 議案書２－２、補正予算関係をお手元にご用意ください。 

 １ページをお開きください。「令和５年度内子町一般会計補正予算（第１０号）」の補正に

つきましては、歳入歳出それぞれ２億２，９８５万１，０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を１１７億９，７８７万９，０００円と定めるものでございます。 

 ６ページをお願いします。歳入歳出補正予算事項別明細書です。表中右側、一般会計補正

予算（第１０号）の財源を示していますが、国県支出金２億３，４５１万４，０００円の増

額、一般財源４６６万３，０００円の減額となっております。 
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 今回の補正は国庫支出金の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、物価高

騰により影響を受けた生活者支援のため、低所得世帯に対し給付金の支給を行うことによ

り低所得者の生活の下支えを行う「内子町生活・暮らし支援特別給付金事業」として１億９，

１０６万２，０００円。配合飼料価格高騰に苦しむ町内畜産農家の飼料コスト低減や収益確

保の取り組みを支援することで農家の自助努力を引き出し、配合飼料価格高騰化において

経営継続を支援する「内子町畜産配合飼料価格高騰対策支援事業」として４０４万４，００

０円。物価高騰を受けながらも安定的なサービス提供を継続している医療・福祉施設等に対

し、物価高騰の影響の軽減を図る「内子町医療福祉施設等物価高騰対策支援給付金給付事業」

として５７０万円。物価高騰により光熱水費等の運営経費が増大した児童福祉施設に対し

応援基金を給付することで負担を軽減する「内子町児童福祉施設物価高騰対策支援給付金

給付事業」として３５万円。物価高騰により生活費が増大している児童を養育する保護者の

負担軽減を図ることを目的に臨時の給付金を支給する「内子町子育て世帯生活応援臨時給

付金」として２，１９８万９，０００円を計上しております。また、洪水による河川災害か

ら住民の命を守るため防災マップを改定する業務委託６７０万６，０００円を計上してお

ります。財源は、社会資本整備総合交付金と一般財源としております。 

 以上、「議案第９３号 令和５年度内子町一般会計補正予算（第１０号）」についてご説明

いたしました。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願いいたします。 

○議長（久保美博君） これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（久保美博君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 お諮りします。「議案第９３号」は予算決算常任委員会に付託することにしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（久保美博君） ご異議なしと認めます。よって「議案第９３号」は予算決算常任委

員会に付託することに決定いたしました。 

 ここで暫時休憩します。 

 

午後 ２時 ４６分 休憩 

 

午後 ３時 ３５分 再開 

 

○議長（久保美博君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 「日程第１６ 議案第９３号 令和５年度内子町一般会計補正予算（第１０号）」 

○１３番（林博君） 消えとる。マイクが消えとる。 

〔久保美博議長、マイク調整〕 

○議長（久保美博君） 休憩前に続き、会議を開きます。 
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 「日程第１６ 議案第９３号 令和５年度内子町一般会計補正予算（第１０号）について」

を議題とします。 

 審査経過並びに結果について委員長の報告を求めます。森永予算決算常任委員長、登壇願

います。 

○予算決算常任委員長（森永和夫君） 議長。 

○議長（久保美博君） 森永予算決算常任委員長。 

〔森永和夫予算決算常任委員長登壇〕 

○予算決算常任委員長（森永和夫君） ご報告申し上げます。本日の本会議において予算決

算常任委員会に付託されました「議案第９３号 令和５年度内子町一般会計補正予算（第１

０号）について」、審査の結果をご報告申し上げます。 

審査の結果につきましては、配付いたしております審査報告書のとおり、「議案第９３号」

は原案のとおり可決すべきものでございます。 

議案について、説明を受けた内容並びに質疑等についてご報告をいたします。 

「議案第９３号 令和５年度内子町一般会計補正予算（第１０号）」につきましては、歳

入歳出それぞれ２億２，９８５万１，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を１１７億９，

７８７万９，０００円とするものです。 

「一般会計補正予算（第１０号）」に充当する財源は、国県支出金２億３，４５１万４，

０００円の増額、一般財源４６６万３，０００円の減額となっています。 

令和５年１１月２日付で「デフレ完全脱却のための総合経済対策」が閣議決定され、１１

月２９日に補正予算が臨時国会において可決成立した「物価高騰対応重点支援地方創生臨

時交付金」の事業費及びハザードマップ修正事業費として計上されるものであります。 

委員から「今回の事業は国が示した推奨メニューのみ実施するようだが、例えば町独自の

視点を活かしたメニューは実施可能なのか。」との問いに対し、「国が示した物価高騰対策の

大きな柱に沿うものであれば、町独自のメニューも実施できる。」との答弁でした。 

討論では、「今回の事業は物価高騰で困窮している世帯への支援が目的であると考えるた

め、さらに重点的に困窮世帯への支援を実施すべきだ。」との反対討論がありました。 

採決の結果、「議案第９３号」は賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決定いた

しました。以上で、委員長報告を終わります。 

○議長（久保美博君） 委員長報告に対する質疑を省略します。森永委員長、席にお戻りく

ださい。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○３番（関根律之君） 議長。 

○議長（久保美博君） 関根律之議員。 

○３番（関根律之君） はい。私は本案に反対すべきという立場から反対討論をします。今

回の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源とする内子町が独自の推奨事業メニ
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ュー分として示された事業のうち、０歳から１８歳までの子どもすべてに所得制限なしで

一律で１人あたり１万円を給付する事業には反対です。 

今回の交付金の主な目的は物価高騰に困窮している方々への重点支援とされています。

そうであるならば、所得制限なしに一律に子どもに給付するのは目的に沿わないと考えま

す。また、１人あたり１万円という少ない金額では物価高騰対策としての効果はほとんどな

く、気休め程度と言えます。元々、今回の非課税世帯への給付金は来年６月に予定している

所得税、住民税の減税４万円の対象とならない可能性のある、物価高騰に特に苦しんでいる

可能性の高い非課税世帯及び住民税均等割の課税のみ課税世帯も報道されていますが、こ

ういった世帯に７万円を給付し、さらに非課税世帯の子どもには１人あたり５万円を給付

するというものです。今回の給付金の目的に照らせば、給付の対象世帯にならない非課税基

準等より少し所得が高い世帯に対して給付するのが望ましいと思います。生活保護基準や

住民税非課税世帯よりも所得水準が少し高いことから様々な支援の対象とならずに生活に

困窮している低所得世帯がある。いわゆる逆転現象があると言われています。町内でも、こ

うした基準よりわずかに所得が上回っており、支援の対象から外れて生活が苦しいと言わ

れる方の声をたくさん聞いています。今回はもう間に合わないかもしれませんが、今後、物

価高騰が続き、同様の交付金が出される可能性もあるかと思いますので、今後の参考のため

にも望ましい給付金のあり方としてのメニューを３つ提案します。 

最も優先順位が高いと考えるのは、今回の給付対象から外れる世帯のうち、病気や怪我、

予期せぬ失業などで家計が急変し、所得が一定程度下がっている世帯に対して重点支援の

対象として、申請により給付金３万円を支給するものです。基準は住民税非課税基準の１．

５倍相当までとします。 

次に優先度の高いのは、いわゆるひとり親世帯です。この中でもひとり親が対象の児童扶

養手当受給世帯に対して、国のみならず町単独としても臨時給付金を支給してきました。日

本のひとり親の子どもの相対的貧困率は約５０％と言われ、諸外国に比べて著しく低く最

下位レベルであり、緊急に対応すべき課題と指摘されています。子どもの貧困は国際的には

人権問題と言われます。今回、岸田政権による「異次元の少子化対策」と称されるメニュー

のひとつに児童扶養手当の年収上限額の引き上げが入っています。児童扶養手当の基準よ

り少し所得は高いが支援が必要とされるひとり親世帯があるということです。よって、今回

の給付対象世帯を除いたひとり親世帯に一律に３万円を給付することを提案します。 

その次の優先順位としては、先程の支援対象の基準を少し上回る低所得世帯への給付で

す。住民税均等割の所得基準は、所得割、均等割りの両方非課税の世帯の基準に比べて、世

帯人数に応じて１．１８倍から１．４倍の水準にあります。よって、給付の対象を非課税基

準の１．５倍をひとつの目安として世帯あたり３万円の給付とします。対象世帯数に応じた

予算がどの程度必要か分かりませんが、国からの交付金の限度額になるべく近い範囲に収

まるように非課税基準の倍数を変えても良いと思います。今回の国が交付金の対象と決め

た住民税均等割のみ課税世帯等への給付は速やかに対応することが望ましいことから。す
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みません。住民税均等割ではなくて、住民税非課税世帯への給付は速やかに対応することが

望ましいことからこの分の補正予算には賛成しますが、子どもがある世帯に一律に給付す

るこの事業について反対することから、本予算案には反対すべきとし、反対討論を終わりま

す。以上です。 

○議長（久保美博君） 次に、賛成者の発言を許します。 

○１２番（下野安彦君） 議長。 

○議長（久保美博君） 下野安彦議員。 

○１２番（下野安彦君） 私は賛成の立場で討論いたします。やはり、子どもは各家庭の宝

であり、また地域の宝であり、また内子町にとってはこれだけ少ない子どもの中で、これか

らの施策をしていく中では町の宝でございます。その給付の仕方についてはいろいろ考え

方がありますけれども、どの子どももやはり、それをもってもらえる家庭は今回の物価高に

悲鳴を上げておられると思います。所得の制限もあるかもしれませんけれども、どの子ども

たちも、ある程度はこの物価高に対する補助の恩恵を受けるべきは正しいことだと私は思

い、賛成をいたします。 

○議長（久保美博君） 他にありませんか。ありませんので、これにて討論を終結します。 

 「議案第９３号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長報告

のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（久保美博君） 賛成多数です。よって、「議案第９３号」は委員長報告のとおり可

決されました。 

 

 

日程第 １７ 議案第９４号 内子町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

○議長（久保美博君） 「日程第１７ 議案第９４号 内子町国民健康保険税条例の一部を

改正する条例について」を議題とします。提案理由の説明を求めます。 

○町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（久保美博君） 小野植町長。 

〔小野植正久町長登壇〕 

○町長（小野植正久君） 「議案第９４号 内子町国民健康保険税条例の一部を改正する条

例」につきましては、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法

等の一部改正に伴い、子育て世帯にさらなる経済的負担の軽減及び次世代の育成支援を図

るため条例の一部を改正することについて議会の議決を求めるものでございます。その内

容につきましては、税務課長に説明いたさせますので、よろしくご審議の上ご決定賜ります

よう、お願いいたします。 

○税務課長（大竹浩一君） 議長。 

○議長（久保美博君） 大竹税務課長。 
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〔大竹浩一税務課長登壇〕 

○税務課長（大竹浩一君） それでは、「議案第９４号 内子町国民健康保険税条例の一部

を改正する条例について」ご説明申し上げます。 

議案書１－２の１ぺージをお願いします。 

提案理由でございますが、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健

康保険法等の一部改正に伴い、子育て世帯のさらなる経済的負担の軽減及び次世代の育成

支援を図るため、内子町国民健康保険税条例の一部を改正するものでございます。 

改正条文は、次の２ページから４ページとなっております。 

 説明資料といたしまして、議案説明資料４－２の１ページから２ページに、新旧対照表を

お示ししております。 

 改正内容につきましては、次の３ページの「産前産後期間の保険税の軽減措置の概要」に

て説明させていただきます。 

 まず、改正の趣旨ですが、子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国保制

度において出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の均等割及び所得割を軽減すると

いうものです。 

 次に、改正の概要ですが、大きく２つありまして、まず１つ目は、第２２条第３項におい

て出産被保険者に係る均等割と所得割の軽減対象期間についてで、表枠内に記載のとおり、

単胎妊娠の場合、出産予定月の１か月前から出産予定月の次の２か月後の計４か月間、また、

双子などの多胎妊娠の場合は、単胎妊娠に比べて母体への負担が大きいことから、出産予定

月の３か月前から出産予定月の次の２か月後の計６か月間、均等割と所得割を月数に応じ

て軽減するというものでございます。イメージとしまして、表中、黄色の付いた部分が軽減

対象期間となります。参考といたしまして、資料の右側に均等割の試算例を例示しておりま

すので、お目通しをお願いいたします。 

左側の中段、二重丸の部分にかえりまして、令和５年度につきましては、産前産後の保険

税軽減措置の施行が令和６年１月と年度途中となるため、令和６年１月以降に軽減対象月

がある場合が対象となり、具体的には令和５年１１月１日以降の出産被保険者が軽減措置

を受けられるようになり、下記の表のイメージとなります。 

なお、所得割についても、均等割同様、軽減対象期間の月数に応じて軽減されることとな

ります。 

 ２つ目は、第２２条の４において、出産被保険者に係る届出についてで、出産被保険者の

氏名、住所、出産の予定日などを記載した届出書を提出することを定めております。 

 最後に、本改正は令和６年１月１日から施行されます。 

以上で「内子町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について」の説明とさせていた

だきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（久保美博君） これより質疑に入ります。質疑はありませんか。ありませんので、

これにて質疑を終結します。 
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 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（久保美博君） ありませんので、これにて討論を終結します。 

 「議案第９４号」の採決に入ります。本案を原案のとおり決することに賛成の方はご起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（久保美博君） 起立全員です。従って、本案は原案のとおり可決することに決定し

ました。 

 

 

日程第 １８ 発議第４号 パレスチナ・ガザ地区における人道危機の早期改善を求める

決議について 

○議長（久保美博君） 「日程第１８ 発議第４号 パレスチナ・ガザ地区における人道危

機の早期改善を求める決議について」を議題といたします。提出者の趣旨説明を求めます。 

○６番（森永和夫君） 議長。 

○議長（久保美博君） 森永和夫議員。 

〔森永和夫議員登壇〕 

○６番（森永和夫君） それでは、お手元にあります「発議第４号 パレスチナ・ガザ地区

における人道危機の早期改善を求める決議について」提案させていただきます。 

パレスチナ・ガザ地区における人道危機の早期改善を求める決議を、別紙のとおり内子町

議会会議規則第１４条第１項及び第２項の規定により提出をする。 

令和５年１２月１４日提出。 

提出者 内子町議会議員 森永和夫。 

賛成者 内子町議会議員 向井一富。関根律之。塩川まゆみ。城戸司。 

提出の理由 イスラエルとパレスチナのイスラム組織ハマスの大規模衝突により、パレ

スチナ・ガザ地区において、人命が深刻な危機的状況にさらされているため、この紛争に関

わる全ての当事者に対し国際法遵守を求めるとともに、日本政府に対し紛争の平和的解決

に向けた役割を果たすよう決議するものである。 

 次のページをご覧ください。 

パレスチナ・ガザ地区における人道危機の早期改善を求める決議。 

１０月に始まったパレスチナの武装組織ハマスとイスラエル軍による武力衝突によって、

多数の子どもを含むガザ地区の民間人が犠牲となっている。長引く軍事行動はガザ地区全

域に甚大な被害をもたらし、当地は食料や水、医薬品などの生命維持に必要不可欠な物資や、

安全な生活の場、適切な医療の提供機会などが失われ、深刻な人道的危機に陥っている。一

般市民への攻撃や非人道的行為を禁じた国際法の精神からも大きく逸脱した由々しき事態

である。 
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日本国憲法前文は、「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠

に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは、

全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを

確認する。」と掲げている。 

よって当議会は、即時停戦と当事者による確実な国際法遵守を強く求めるとともに、日本

政府に対し、医療や物資の支援等、人道危機の早期改善に全力で取り組むこと、さらに、紛

争の平和的解決に向けてリーダーシップを発揮することを強く求めるものである。 

以上、決議する。 

令和５年１２月１４日 

愛媛県内子町議会 

 以上、提案させていただきますので、議員の皆様方のご賛同をいただきますよう、よろし

くお願いいたします。 

○議長（久保美博君） これより質疑に入ります。質疑はありませんか。ありませんので、

これにて質疑を終結します。森永和夫議員、席にお戻りください。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。ありませんので、これにて討論を終結し

ます。 

 これより「発議第４号」の採決に入ります。本案を原案のとおり決することに賛成の議員

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（久保美博君） 起立全員です。従って、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第 １９ 発議第５号 女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准を求める意見書 

○議長（久保美博君） 「日程第１９ 発議第５号 女性差別撤廃条約選択議定書の速やか

な批准を求める意見書」を議題といたします。提出者の趣旨説明を求めます。 

○２番（塩川まゆみ君） 議長。 

○議長（久保美博君） 塩川まゆみ議員。 

〔塩川まゆみ議員登壇〕 

○２番（塩川まゆみ君） それでは、お手元にあります「発議第５号 女性差別撤廃条約選

択議定書の速やかな批准を求める意見書」について提案させていただきます。 

地方自治法第９９条の規定により、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、

法務大臣、外務大臣、内閣府特命担当大臣（男女共同参画）に対し、別紙意見書を提出する

ことにつき、会議規則第１４条第１項及び第２項の規定により、提出する。 

令和５年１２月１４日提出。 

提出者 内子町議会議員 塩川まゆみ。 

賛成者 内子町議会議員 森永和夫、向井一富、関根律之、城戸司。 
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提出の理由 男女平等を実現し、すべての人が尊重される社会を作るために、司法制度や

立法政策との関連課題等が解決されるよう環境整備を進め、速やかに女性差別撤廃条約の

選択議定書を批准するよう求めるものである。 

 次のページをご覧ください。 

女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准を求める意見書。 

１９９９年、第５４回国連総会において、女性差別撤廃条約の実効性を高めるため、本条

約の選択議定書が採択された。２０２３年１２月現在、本条約締約国１８９か国のうち１１

５か国が批准している。 

日本は、１９８５年に女性差別撤廃条約を批准して３８年が経過しているが、国連女性差

別撤廃委員会から、２００３年、２００９年、２０１６年と繰り返し選択議定書の批准を求

められながらも、未だ批准していない。 

世界経済フォーラムが発表した「ジェンダー・ギャップ指数２０２３」では、日本は１４

６か国中１２５位であり、男女平等社会の実現に向けたさらなる取り組みが急務である。 

選択議定書には、条約に定められる権利が侵害された場合に、個人等が国連女性差別撤廃

委員会に通報できる「個人通報制度」と、信頼できる情報を得た事案等について国連女性差

別撤廃委員会が当該国の協力の下で調査を行うことができる「調査制度」が定められており、

女性の人権保障の「国際基準」として、条約の実効性を確保する上で重要な役割を果たして

いる。 

この選択議定書を批准することによって、女性差別撤廃条約締結国は、女性の人権侵害の

救済と人権の保障をさらに強化することができる。 

２０２０年１２月に閣議決定された「第５次男女共同参画基本計画」においても、「女子

差別撤廃条約の積極的遵守等に努める」「女子差別撤廃条約の選択議定書については、諸課

題の整理を含め、早期締結について真剣な検討を進める」と明記されている。 

よって、国においては、司法制度や立法政策との関連課題等が早急に解決されるよう環境

整備を進め、女性差別撤廃条約の選択議定書を速やかに批准することを強く要望する。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

令和５年１２月１４日 

愛媛県内子町議会 

 以上、提案させていただきますので、議員の皆様方のご賛同いただけますよう、よろしく

お願い申し上げます。 

○議長（久保美博君） これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（久保美博君） ありませんので、これにて質疑を終結します。塩川まゆみ議員、席

にお戻りください。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

○１２番（下野安彦君） 議長。 
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○議長（久保美博君） 下野安彦議員。 

○１２番（下野安彦君） はい。私は討論を行います。まあ討論をするということは反対と

いう立場であります。 

今回の意見書において、先日開かれた全員協議会で提出案を見せていただき、また提出議

員への質問もしました。その中で、なぜ日本は批准をしないのかということも尋ねたんです

けれども、提出された議員からも、そこのところははっきりとしたことが分かっていないと

いうようなことではありました。そして、私、女性差別撤廃条約選択議定書とはどういった

ものか詳しく調べずに反対も賛成もするわけにはいかないということで、ちょっと調べて

みました。 

それは「条約に定めている権利について侵害を受けたと主張する個人が国連の女性差別

撤廃委員会に通報し、委員会としての通報に対する見解を締約国に通知する制度、いわゆる

個人通報制度を定めたものです。」と、先程議員が言われたことではあります。委員会の見

解には法的拘束力はないということですが、基本的に締約国は見解へのフォローアップを

求められます。また、令和２年１２月２５日に閣議決定された国の第５次男女共同参画基本

計画では、女性差別撤廃条約の選択議定書については、諸課題の整理を含め、早期締結につ

いて真剣な検討をすべきと明記されているということです。国は、検討に当たっての課題と

して、国内の確定判決とは異なる内容の見解、あるいは通報者に対する損害賠償や補償を要

する見解等が委員会から出された場合にどのように対応するのか、実施体制も含めて検討

すべき論点があるということを挙げており、これまでに個人通報制度関係省庁研究会を開

催するとともに、諸外国における個人通報制度の導入前の準備状況や運用の実態などにつ

いて調査等を行っているということであります。 

それでも、私、まだ十分に理解できていないことがありましたので、政府、与党へ「なぜ

批准しないのか。」ということを休会中に尋ねてみました。その回答がつい先日、戻ってき

ました。また長いのですけど、その内容を述べさせていただきます。 

女性差別撤廃条約選択議定書の締結については、現在も政府において慎重に検討を行っ

ています。締結にあたっては、同制度の受け入れにあたって、我が国の司法制度・立法政策

との関連での問題の有無、同制度を受け入れる場合の実施体制等の検討課題があると認識

しております。現在もこれら課題があり、女性差別撤廃条約選択議定書の締結についての見

通しについてはお答えすることは困難であることが現状です。 

現在も継続して、関係省庁間での連携を通じて調整を進めている段階であり、個人通報制

度を定めている選択議定書への批准には至っていないという経緯があります。 

いずれにせよ、政府、与党としては、選択議定書の早期締結に向けて引き続き検討を進め

るという立場です。そして女子差別撤廃委員会や国連女性の地位委員会等における意見や

議論を踏まえ、女子差別撤廃条約を積極的に遵守し、北京宣言・行動綱領に沿った取り組み

を進めてまいります。 
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また、第５次男女共同参画基本計画の中で、「国際的な議論や関連する政府の取組みにつ

いて国民の理解を求めるための情報提供を行うとともに、国連を含む各種国際機関、地方公

共団体、民間部門、若者層を含めた市民社会等、全てのステークホルダーとの連携、協力、

対話を行う」と明記をしており、引き続きあらゆる分野と議論を深めつつ、検討していく旨

を表明しております。 

令和４年１２月は約３年ぶり「ＷＡＷ！（ワウ！）２０２２」を開催し、世界各国から参

加者を募り、女性が直面している課題を見つめ、その解決に向けた各国の取り組みの共有を

いたしました。多様性と共生社会に立脚した経済成長と平和を日本で、そして世界で実現し

てまいりますといった回答をいただきました。 

また別に調べますと、本年７月の愛媛県の議会においても、女性差別撤廃条約の選択議定

書の請願審査が行われており、環境保健福祉委員会が開かれ、審議されております。その中

では、令和２年に、先程述べたようなことなんですけど、「女子差別撤廃条約の選択議定書

については、諸課題の整理を含め、早期締結について真剣な検討を進める」ということであ

り、国でも真剣に考えられている。批准というのは国の専権事項であるので、国において十

分議論が尽くされるべきものであるといった意見が出て、採決の結果、反対。この議定書の

速やかな批准を求めることについては不採択となっております。 

私がこの反対討論をするからといって、私自身も女性差別を容認するということではあ

りません。男性の役割、女性の役割など、個人ではなく性別によって生き方や働き方が決め

られてしまうことがない世の中であるべきと思います。性別に関わらず、平等に責任や権利

や機会を分かち合い、あらゆる物事を一緒に決めていく社会を目指すことが大切であると

思います。その様な世の中を目指し、政府、与党として前向きに検討、協議しているという

今回の本部からの回答を得られておりますので、今のところ政府に対してどのような動向

をされるか見守って、その後に判断をしたいと思いますので、今回はこの意見書に対して反

対という立場であります。 

○議長（久保美博君） 次に、決議に賛成者の発言を許します。 

○１番（城戸司君） 議長。 

○議長（久保美博君） 城戸司議員。 

○１番（城戸司君） 私は賛成の立場から討論をさせていただきます。差別に対する認識と

いうものに対して、世界基準、日本の基準、地方、我々内子町の基準というものに差異があ

ってはいけないものと感じております。なので、日本の最高裁で判決が出て、それを国連で

覆されることがあってはならないという考えの方もおられるかもしれませんが、世界基準

に皆さんの認識を合わせるべきであり、そういったことから女性差別に対しては世界共通

の問題であり、批准を求めることに対しては賛成という立場で討論を終わらせていただき

ます。 

○議長（久保美博君） 他に討論はありませんか。ありませんので、これにて討論を終結し

ます。 
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 これより「発議第５号」の採決に入ります。本案を原案のとおり決することに賛成の議員

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（久保美博君） 起立多数です。従って、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第 ２０ 受理第３号 保育士配置基準の改善及び保育士の処遇改善を求める請願 

○議長（久保美博君） 「日程第２０ 請願受理第３号 保育士配置基準の改善及び保育士

の処遇改善を求める請願」を議題とします。請願の内容については、配布しております請願

の写しのとおりであります。 

 お諮りします。この請願については、産業建設厚生常任委員会に付託して、閉会中の継続

審査とすることにしたいと思います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（久保美博君） ご異議なしと認めます。従って、「請願受理第３号」は産業建設厚

生常任委員会に付託して、閉会中の継続審査とすることに決定しました。 

 

 

日程第 ２１ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

○議長（久保美博君） 「日程第２１ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件」を議

題とします。 

 議会運営委員長から、会議規則第７５条の規定により、議会の運営に関する事項及び議長

の諮問に関する事項について、次期定例会まで閉会中も継続して調査したい旨、申し出があ

りました。 

 お諮りします。議会運営委員長からの申し出のとおり、次期定例会まで閉会中の継続調査

とすることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（久保美博君） ご異議なしと認めます。従って、議会運営委員長からの申し出のと

おり、次期定例会まで閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

 

 

日程第 ２２ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件 

○議長（久保美博君） 「日程第２２ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件」を議題と

します。各常任委員長から、会議規則第７５条の規定により次期定例会まで閉会中も継続し

て調査したい旨、申し出がありました。 

 お諮りします。各常任委員長からの申し出のとおり、次期定例会まで閉会中の継続調査と

することにご異議ありませんか。 
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〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（久保美博君） ご異議なしと認めます。従って、各常任委員長からの申し出のとお

り、次期定例会まで閉会中の継続審査とすることに決定しました。 

 以上で、本日の議事日程は全て終了しました。会議を閉じます。 

 ここで、小野植町長よりご挨拶をお願いします。 

○町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（久保美博君） 小野植町長。 

〔小野植正久町長登壇〕 

○町長（小野植正久君） 閉会にあたり一言お礼申し上げます。 

まずは、提案いたしました議案全てお認めをいただき、誠にありがとうございました。審

議の中でいただきましたご意見等を踏まえ、業務の主旨、目的に沿って適切に執行して参り

ます。 

さて、エネルギーや食料品価格等の物価高騰は、今後もしばらく続くのではないかと予測

されます。町民の暮らしの安定、向上に向け、政府が決定した経済対策を念頭に、必要に応

じた支援を実施して参ります。 

今年も残すところ約半月となり、慌ただしい時期になって参りました。議員の皆様におか

れましては、くれぐれもご自愛いただき、町政発展のため引き続き、町、行政に対しまして

ご支援、ご協力賜りますようお願い申し上げ、町長としての挨拶に代えさせていただきます。

どうも、ありがとうございました。 

○議長（久保美博君） 以上をもって、令和５年１２月第１３８回内子町議会定例会を閉会

します。 

○議会事務局長（前野良二君） ご起立願います。礼。 

 

午後 ４時 １７分 閉会 

 

 

 

 

地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

内子町議会議長 

 

内子町議会議員 

 

内子町議会議員 
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第１３８回定例会付議事件名及び議決結果一覧表 

１．議員提出議案 

番号 件名 
提 出 

年月日 

議 決 

年月日 
議決結果 

発議 

４ 

パレスチナ・ガザ地区における人道危機の早期改善を

求める決議について 
R5.12.14 R5.12.14 即日原案可決 

発議 

５ 

女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准を求め

る意見書 
R5.12.14 R5.12.14 即日原案可決 

 

２．町長提出議案 

番号 件名 
提 出 

年月日 

議 決 

年月日 
議決結果 

議案 

７９ 

内子町職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例について 
R5.12.4 R5.12.14 原案可決 

議案 

８０ 

内子町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例について 
R5.12.4 R5.12.14 原案可決 

議案 

８１ 

内子町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に

関する条例の一部を改正する条例について 
R5.12.4 R5.12.14 原案可決 

議案 

８２ 

内子町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する

条例の一部を改正する条例について 
R5.12.4 R5.12.14 原案可決 

議案 

８３ 
内子町営五十崎プール条例を廃止する条例について R5.12.4 R5.12.14 原案可決 

議案 

８４ 
愛媛県市町総合事務組合規約の変更について R5.12.4 R5.12.14 原案可決 

議案 

８５ 

愛媛県市町総合事務組合の共同処理事務構成団体か

らの脱退に伴う財産処分について 
R5.12.4 R5.12.14 原案可決 

議案 

８６ 
令和５年度内子町一般会計補正予算（第９号） R5.12.4 R5.12.14 原案可決 

議案 

８７ 

令和５年度内子町国民健康保険事業特別会計補正予

算（第２号） 
R5.12.4 R5.12.14 原案可決 

議案 

８８ 

令和５年度内子町介護保険事業特別会計補正予算（第

４号） 
R5.12.4 R5.12.14 原案可決 
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番号 件名 
提 出 

年月日 

議 決 

年月日 
議決結果 

議案 

８９ 

令和５年度内子町介護保険サービス事業特別会計補

正予算（第１号） 
R5.12.4 R5.12.14 原案可決 

議案 

９０ 

令和５年度内子高等学校小田分校寄宿舎特別会計補

正予算（第１号） 
R5.12.4 R5.12.14 原案可決 

議案 

９１ 
令和５年度内子町下水道事業会計補正予算（第１号） R5.12.4 R5.12.14 原案可決 

議案 

９２ 
内子町教育委員会委員の任命について R5.12.4 R5.12.4 原案可決 

議案 

９３ 
令和５年度内子町一般会計補正予算（第１０号） R5.12.14 R5.12.14 即日原案可決 

議案 

９４ 

内子町国民健康保険税条例の一部を改正する条例に

ついて 
R5.12.14 R5.12.14 即日原案可決 

 

３．請願 

番号 件名 
提 出 

年月日 

議 決 

年月日 
議決結果 

令和５年 

請願受理 

３ 

保育士配置基準の改善及び保育士の処遇改善を

求める意見書 
R5.12.14 R5.12.14 

閉会中 

継続審査 
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議員提出議案 

発議第４号 

パレスチナ・ガザ地区における人道危機の早期改善を求める決議について 

 

パレスチナ・ガザ地区における人道危機の早期改善を求める決議を別紙のとおり、内子

町議会会議規則第１４条第１項及び第２項の規定により、提出する。 

 

 

令和５年１２月１４日提出 

 

       提出者    内子町議会議員   森永和夫 

 

賛成者    内子町議会議員   向井一富 

              内子町議会議員   関根律之 

              内子町議会議員   塩川まゆみ 

              内子町議会議員   城 戸  司 

               

（提出の理由） 

イスラエルとパレスチナのイスラム組織ハマスの大規模衝突により、パレス チナ・ガザ

地区において、人命が深刻な危機的状況にさらされているため、この紛争に関わる全ての当

事者に対し国際法遵守を求めるとともに、日本政府に対し紛争の平和的解決に向けた役割

を果たすよう決議するものである。 

 

（別紙） 

パレスチナ・ガザ地区における人道危機の早期改善を求める決議 

 

１０月に始まったパレスチナの武装組織ハマスとイスラエル軍による武力衝突によって、

多数の子どもを含むガザ地区の民間人が犠牲となっている。長引く軍事行動はガザ地区全

域に甚大な被害をもたらし、当地は食料や水、医薬品などの生命維持に必要不可欠な物資や、

安全な生活の場、適切な医療の提供機会などが失われ、深刻な人道的危機に陥っている。一

般市民への攻撃や非人道的行為を禁じた国際法の精神からも大きく逸脱した由々しき事態

である。 

日本国憲法前文は、「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠

に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは、

全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを

確認する。」と掲げている。 
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よって当議会は、即時停戦と当事者による確実な国際法遵守を強く求めるとともに、日本

政府に対し、医療や物資の支援等、人道危機の早期改善に全力で取り組むこと、さらに、紛

争の平和的解決に向けてリーダーシップを発揮することを強く求めるものである。 

 

以上、決議する。 

 

 

 

令和５年１２月１４日 

 

愛媛県内子町議会 
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議員提出議案 

発議第５号 

女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准を求める意見書 

 

 地方自治法第９９条の規定により、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、

法務大臣、外務大臣、内閣府特命担当大臣（男女共同参画）に対し、別紙意見書を提出する

ことにつき、会議規則第１４条第１項及び第２項の規定により、提出する。 

 

令和５年１２月１４日提出 

 

       提出者    内子町議会議員   塩 川 ま ゆ み 

 

賛成者    内子町議会議員   森 永 和 夫 

              内子町議会議員   向 井 一 富 

              内子町議会議員   関 根 律 之 

              内子町議会議員   城 戸  司 

 

（提出の理由） 

男女平等を実現し、すべての人が尊重される社会を作るために、司法制度や立法政策との

関連課題等が解決されるよう環境整備を進め、速やかに女性差別撤廃条約の選択議定書を

批准するよう求めるものである。 

 

（別紙） 

女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准を求める意見書 

 

１９９９年、第５４回国連総会において、女性差別撤廃条約の実効性を高めるため、本条

約の選択議定書が採択された。２０２３年１２月現在、本条約締約国１８９か国のうち１１

５か国が批准している。 

日本は、１９８５年に女性差別撤廃条約を批准して３８年が経過しているが、国連女性差

別撤廃委員会から、２００３年、２００９年、２０１６年と繰り返し選択議定書の批准を求

められながらも、未だ批准していない。 

世界経済フォーラムが発表した「ジェンダー・ギャップ指数２０２３」では、日本は１４

６か国中１２５位であり、男女平等社会の実現に向けたさらなる取り組みが急務である。 

選択議定書には、条約に定められる権利が侵害された場合に、個人等が国連女性差別撤廃
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委員会に通報できる「個人通報制度」と、信頼できる情報を得た事案等について国連女性差

別撤廃委員会が当該国の協力の下で調査を行うことができる「調査制度」が定められており、

女性の人権保障の「国際基準」として、条約の実効性を確保する上で重要な役割を果たして

いる。 

この選択議定書を批准することによって、女性差別撤廃条約締結国は、女性の人権侵害の

救済と人権の保障をさらに強化することができる。 

２０２０年１２月に閣議決定された「第５次男女共同参画基本計画」においても、「女子

差別撤廃条約の積極的遵守等に努める」「女子差別撤廃条約の選択議定書については、諸課

題の整理を含め、早期締結について真剣な検討を進める」と明記されている。 

よって、国においては、司法制度や立法政策との関連課題等が早急に解決されるよう環境

整備を進め、女性差別撤廃条約の選択議定書を速やかに批准することを強く要望する。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

令和５年１２月１４日 

愛媛県内子町議会 

 

 

 

 

 

 


